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はじめに

 

いつまでも心身ともに健康で、心豊かに住み慣れたまち 

でいきいきと暮らすことは、住民みなさまの願いであると 

思います。 

この願いを実現するためには、私たち一人ひとりが自ら 

の健康について関心を持ち、「自らの健康は、自分で守り、 

自分でつくる」という意識のもと、行動することが大切だ 

と考えています。 

 宇治田原町では、さらなる健康づくり施策を推進し、健康寿命の延伸を図るため、

令和３年度から令和１２年度までの１０年間を計画期間として策定した「健やかうじ

たわら２１プラン（第２期宇治田原町健康増進計画）」が、このたび中間年度となっ

たことから、これまでの５年間の取り組みを点検・評価したうえで、このさき５年間

における取り組み内容を検討・改善いたしました。 

 本計画においては、「ライフコースアプローチ（胎児期から高齢期に至るまでの生

涯を経時的に一連のものとして捉える考え方のこと）」の視点を取り入れ、世代ごと

にそれぞれ必要なきめ細かい施策を展開しています。しかし、行政だけで健康づくり

を進めることはできません。住民のみなさまをはじめ、地域、学校、企業、関係団

体、行政がそれぞれ連携しながら取り組みを支援・推進することが重要です。 

そのため、誰もが健康でいきいきと暮らすことができるよう、全ての世代に対して

健康づくりの取り組みや、その環境づくりを社会全体で支え合いながら推進してまい

りたいと考えておりますので、一層のご理解とご協力をお願いいたします。 

 結びに、本計画中間見直しの策定にあたり、アンケート調査やパブリックコメント

で、貴重なご意見やご提言をいただきました多くの住民のみなさまをはじめ、それぞ

れの専門的な立場からご審議いただきました「宇治田原町健康づくり推進協議会」委

員のみなさま、計画策定にご協力いただきました関係機関のみなさまに厚くお礼申し

上げます。 

 

 

令和８年３月 

宇治田原町長  

勝勝  谷谷  聡聡  一一  

 

写 真 
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第１部 計画策定にあたって

１  計画の中間見直し策定の趣旨と背景

本町においては、平成 年に、健康寿命の延伸をめざすことを目的に、『健康増進』及び『食

育推進』の体系的かつ具体的な施策を展開する健康増進計画「健やかうじたわら プラン」

を策定しました。

その後の人口構造の変化やライフスタイルの多様化等に伴い、令和３年に「健やかうじたわ

ら プラン（第２期宇治田原町健康増進計画）」（計画期間：令和３年度～令和１２年度）を

策定しました。

一方、計画の前期期間には、世界で猛威を振るった新型コロナウイルス感染症は、本町の健

康づくり事業においても、参加型事業の取りやめや、対面での保健指導の制限など、少なくな

い影響を与えました。そうした中にあっても、計画に掲げた各施策の着実な推進に向け、取り

組みを進めてきたところです。

また、国・京都府の施策に目を向けると、食育においては、令和２年度に「第４次食育推進

基本計画」（国）、「第４次食育推進計画」（京都府）が策定されるとともに、健康に関しては「誰

一人取り残さない健康づくりの展開」として、令和５年度に「健康日本 （第三次）のビジョ

ン・基本的な方向の公表」（国）、「京都府保健医療計画」「きょうと健やか （第４次）」（京都

府）が策定されました。

【国・京都府の計画 健康 】

【国・京都府の計画 食育 】

 

第１部 計画策定にあたって

計画の中間見直し策定の趣旨と背景

【国】健康日本 （第三次）

基本的な方向

◎健康寿命の延伸と健康格差の縮小 ◎個人の行動と健康状態の改善

◎社会環境の質の向上 ◎ﾗｲﾌｺｰｽｱﾌﾟﾛｰﾁを踏まえた健康づくり

【京都府】「きょうと健やか （第４次）」

めざす方向

◎健康寿命のさらなる延伸

◎地域や社会経済状況の違いによる健康格差を生じさせない社会環境の構築

◎全ての世代が、希望や生きがいを持ち健康で心豊かに生活できる社会の確立

【京都府】「第 次京都府食育推進計画」

基本方針・施策体系

◎家庭における食育の推進

◎学校、保育所、幼稚園等における食育の推進

◎生活自立期を中心とした大人の食育の強化

◎地域における食育の推進

◎持続可能な農林水産業・食品産業を支える食育の強化

【国】第４次食育推進基本計画

基本的な方針・重点事項

◎生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進

◎持続可能な食を支える食育の推進

◎「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進
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これらの背景や、国・京都府の動向を踏まえるとともに、令和７年度が第２期計画の中間年

度にあたることから、本年度からをアフターコロナにおける健康づくり・食育施策のリスター

トの年と位置づけ、中間評価・見直しを行うこととしました。

２  計画の期間

本計画は、第２期計画の期間（令和３年度から令和 年度までの 年間）の後半期間の令

和８年度から令和 年度とします。なお、令和 年度に最終評価・改定を行うこととしま

す。

※いずれも年度
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３  根拠となる法令

本計画は、前期計画期間からに引き続き、健康増進法（第８条第２項）の規定に基づく「健

康増進計画」と食育基本法（第１８条第１項）の規定に基づく「食育推進計画」を一体的に策

定するものです。

健康増進法第８条第２項（市町村健康増進計画）平成 （ ）年５月施行

市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康

の増進の推進に関する施策についての計画（以下「市町村健康増進計画」という。）

を定めるよう努めるものとする。

食育基本法第１８条第１項（市町村食育推進計画）平成 （ ）年７月施行

市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育

推進基本計画及び都道府県食育推進計画）を基本として、当該市町村の区域内におけ

る食育の推進に関する施策についての計画（以下「市町村食育推進計画」という。）

を作成するよう努めなければならない。

 

第 次

第 期計画 前期

第三次

第 次

第 期計画 後期

第二次

第１部 計画策定にあたって

．計画の期間

根拠となる法令

４ 計画の位置づけ

本計画は、国・府の制度や計画を踏まえるとともに、福祉分野の上位計画である「地域福祉

計画」、その他の各種関連計画との整合を図りながら、本町のまちづくりの最上位計画である

「宇治田原町まちづくり総合計画」の個別計画として位置づけるものです。

５ 計画への住民意見の反映

（１） 健康づくり推進協議会の開催

本計画の策定にあたっては保健・医療・福祉等の各専門分野の代表者からなる「健康づくり推

進協議会」を開催し、課題等を共有するとともに、計画内容について協議いただきました。

（２） 住民等からの意見聴取の実施

町の現状や課題、健康づくりに対するニーズを把握するとともに、中間見直し後の計画期間に

おける目標設定などの基礎資料とするため、 歳以上の住民や３歳児、８歳児、 歳児にアン

ケート調査を実施しました。

（３） パブリックコメントの実施

計画に対して広く住民のみなさまからご意見をうかがい、その内容を計画に反映するため、令

和７年 月から令和８年１月にパブリックコメントを実施しました。

宇治田原町まちづくり総合計画

改定 健やかうじたわら プラン

（含む 食育推進計画）

子ども・子育て支援事業計画

高齢者介護・福祉計画

障がい者基本計画・障がい福祉計画

国民健康保険第 期データヘルス計画・

第 期特定健康診査等実施計画

宇治田原町地域福祉計画
健康増進法

【国】健康日本

食育基本法

【府】

きょうと健やか 第 次

第 次京都府食育推進計画
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第１部 計画策定にあたって

．計画の期間

根拠となる法令

４ 計画の位置づけ

本計画は、国・府の制度や計画を踏まえるとともに、福祉分野の上位計画である「地域福祉
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「宇治田原町まちづくり総合計画」の個別計画として位置づけるものです。

５ 計画への住民意見の反映
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進協議会」を開催し、課題等を共有するとともに、計画内容について協議いただきました。
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子ども・子育て支援事業計画
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障がい者基本計画・障がい福祉計画

国民健康保険第 期データヘルス計画・
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第２部 計画の基本的な考え方

１  計画の基本方針

これは、平成２３年度に策定された（第１期）健康増進計画「健やかうじたわら２１プラン」

において基本方針として定められたものです。

元気な笑顔あふれる宇治田原町の実現に向けては、地域の中で健康に生き生きと暮らすことが

重要であり、そのためには地域における世代間を超えた助けあい、支えあいが大切です。

こうした想いは、時代の変化に左右されるものではなく、個人、地域、保育所、幼稚園、学校、

その他関係機関・団体等が一体となって、継続的に健康づくりに取り組むことにより、住民一人ひ

とりの健康の維持・向上へとつながっていくことから、本中間見直し計画についてもこの基本方針

を継承します。

２  計画の達成目標

－ 計画の達成目標を住民の「健康寿命の延伸」と定め、

基本方針をテーマに各種取り組みを進める －

本町の平均余命※

１・平均自立期間※

２を統計データから分析すると、性別により次のような傾向

が見られます。（資料編 ）

○ 男性： 長いほど良い指標となる 平均余命・平均自立期間ともに、全国・京都府・同規模自

治体に比べて長い。

一方で、 短いほど良い指標となる 「日常生活に制限のある期間※

３」は京都府・同規

模自治体よりは短いものの、全国と比較するとやや長い。

○ 女性：平均余命・平均自立期間ともに、全国・京都府・同規模自治体に比べて短い。

また、「日常生活に制限のある期間」も、各比較において長くなっている。

こうした傾向を踏まえ、中間見直し後の計画期間におけるアウトカム 成果指標 として、以下

に掲げる健康づくり・食育に係るキーワードに基づく取り組みを進め、全住民の健康寿命の延伸

をめざします。

※１「平均余命」とは、特定の年齢の人が平均してあと何年生きられるかを示す統計的指標のこと。

※２「平均自立期間」とは、要介護２以上になるまでを「日常生活が自立している期間」としてそ

の平均を算出した健康寿命の指標の一つ。 長いほど良い指標

※３「日常生活に制限のある期間」は、「平均余命」から「平均自立期間」を引いた年数。 短

いほど良い指標

みんなで創ろう！

～笑顔あふれる 元気・健康・宇治田原～

健康寿命の延伸

第２部 計画の基本的な考え方

．計画の基本方針

３  基本方針・達成目標の実現に向けたキーワード

（１） 健康づくり

① ライフコースに寄り添う切れ目のない健康づくり

全ての世代に対して最適な健康づくりの取り組みを切れ目なく実施することにより、一人ひと

りが人生の節目や環境の変化に直面しても、いつでも健康を維持・回復できる支援体制を確保し、

現在はもちろん将来にわたって健康の維持・向上をめざします。

② 人と人とのつながりを活かした健康づくり

宇治田原らしく人とのつながりや思いやりの心を大切にし、住民一人ひとりが地域の中で自分

を含む「みんな」の健康を気遣い、お互いが支え合いながら、健康づくりに取り組むまちの実現

をめざします。

③ 住民一人ひとりが「知れる・気づける・活かせる」健康づくり

住民は「自分の健康は、自分で守り、自分でつくる」意識を持ち、そこに行政が住民のヘルス

リテラシー向上のためのきっかけを提供する、という二つが合わさることで、さらなる健康の増

進をめざします。

（２） 食育

① 自然の食の恵みに感謝し心と体を育む

自然からの食の恵みに感謝し、地産地消の取り組みや、安心安全な食材を活かした食環境の整

備に努めます。

② 健康的な食生活を送る

住民一人ひとりが、食に関する知識や食品の選び方等も含めた判断力を身につけ、個々の健康

状態やライフスタイルに応じた栄養バランスの良い食生活を実践し、健康的な食生活を送ること

をめざします。

③ ライフステージに対応した食育の推進

幼少期の給食等を通じて食の大切さや楽しさを実感し、食に関する知識を身につけるとともに、

ライフステージや多様な暮らしに対応した切れ目のない、生涯を通じた食育を推進します。

第２部 計画の基本的な考え方

３．基本方針・達成目標の実現に向けたキーワード
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４ ライフステージとライフコースアプローチ

（１） ライフステージの設定

健康づくりは、妊娠・乳幼児期から高齢期まで、生涯にわたって取り組む必要がある中で、よ

りきめ細やかな活動につなげるため、本計画では次の５つのライフステージを設定し、それぞれ

のステージを意識した取り組みを推進します。

【参考】ライフステージ別の主な健康リスク

ライフ

ステージ

妊娠・

乳幼児期

【～５歳】

児童・生徒期

【６～ 歳】

青年・壮年前期

【 ～ 歳】

壮年後期

【 ～ 歳】

高齢期

【 歳～】

妊娠・

乳幼児期

【～５歳】

児童・生徒期

【６～ 歳】

青年・壮年前期

【 ～ 歳】

壮年後期

【 ～ 歳】

高齢期

【 歳～】

健康的な生活習慣の未獲得

保護者の生活習慣や育成方針に基

づき、基本的な生活習慣が形成され

る年代であり、家庭の状況によって

は健康的な生活習慣を獲得できな

い可能性がある

保護者への意識啓発 等

無自覚な健康状態の悪化

仕事、遊び、子育て等に時間をとら

れ、健康に無関心になりがちな年代

であり、生活習慣の乱れ等で、健康

状態が悪化していることに気づかな

い可能性がある

各種健（検）診の情報発信 等

健康リスク

顕在化

介護予防 等

第２部 計画の基本的な考え方

．ライフステージとライフコースアプローチ

（２） ライフコースアプローチの観点

「ライフステージ」は、人が一生の中で経験する発達的・社会的な段階を指し、主に年齢で区

分されます。これまでの健康づくりでは、ライフステージごとに抱えやすい健康課題に対して予

防に努めることが大切とされてきました。

今後もその重要性は変わりませんが、これに加え、「ライフコース」に寄り添う健康づくりも重

要な観点となります。

これは、実際には住民一人ひとりが、胎児期から生活習慣に違いがあり、抱える健康課題も千

差万別であり、次のライフステージへ移行したために疾病を発症するのではなく、それまでの自

らの生活習慣や社会環境などの影響を受けて発症に至るためです。これを踏まえ、妊娠・乳幼児

期から高齢期にいたるまでの人の一生を経時的に捉える考え方がライフコースです。

ライフコースに寄り添いながら、個人の特性をより重視しつつ健康づくりを行うことをライフ

コースアプローチと言い、生涯切れ目なのない健康づくりを行うために非常な重要な概念と考え

られています。住民の健康寿命の延伸という達成目標に向け、このライフコースアプローチの観

点を取り入れた健康づくりの取り組みを推進します。

第２部 計画の基本的な考え方

．ライフステージとライフコースアプローチ

ライフステージとライフコースのイメージ

ライフステージ

ライフコース

妊娠・

乳幼児期

【～５歳】

児童・生徒期

【６～ 歳】

青年・壮年前期

【 ～ 歳】

壮年後期

【 ～ 歳】

高齢期

【 歳～】

発症

将来的な

疾病リスク

将来的な

疾病リスク
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５ 計画の中間評価 総括

今回の中間見直しにあたっては、以下のとおり定量的なデータ分析・評価を進めました。

（１） 統計データから見る現状

資料編 ６０～ ６７

（２） 住民アンケート調査の結果

資料編 ６８～ ７７

（３） 計画の数値目標の進捗

資料編 ７８～ ８０

（４） ライフステージ別・分野別行政施策の実施状況

資料編 ８１～ ８３

【参考】中間見直しの経過

（国・府）

令和 年 月

令和 年

月～

令和 年

月

令和 年

月

令和 年

～ 月

令和 年

月～

また、これらに加え、前期計画期間中に取り組んだライフステージ別の健康づくり・食育に関す

る事業を次のページのようにまとめ、中間見直し後における「計画の体系」と「分野別の取り組

みの展開」に向けた基礎としました。

健康日本

第三次 ・

きょうと健やか

第 次

統計データ
及び計画数
値目標進捗
調査

｢健康づくり
推進協議会｣
での協議開始

住民 成人、
・ ・ 歳
児 アンケー
ト調査

ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ別・
分野別施策
の実施状況
確認

計画中間
見直しへ
の反映

第２部 計画の基本的な考え方

．計画の中間評価 総括

8



【
参

考
・

前
期

計
画

期
間

中
の

主
な

取
り

組
み

一
覧

】
ラ
イ

フ
ス

テ
ー

ジ
別

の
健

康
づ
く

り
・

食
育

に
関

す
る

実
施
事

業

第
２
部

計
画
の
基
本
的
な
考
え
方

．
計
画
の
中
間
評
価
総
括

・
新

生
児

聴
覚

検
査

補
助

・
小

学
校

の
保

健
授

業
で

の
喫

煙
対

策
、
ス

ト
レ

ス
対

処
等

・
各

種
が

ん
検

診
（
子

宮
頸

が
ん

は
2

0
歳

以
上

。
）

・
高

齢
者

人
間

ド
ッ

ク
・
脳

ド
ッ

ク
（
7

5
歳

以
上

～
）

・
産

後
ケ

ア
事

業
・

小
学

5
年

生
へ

の
薬

物
乱

用
防

止
教

室
・

各
種

が
ん

検
診

（
胃

・
肺

・
大

腸
・
乳

は
4

0
歳

以
上

。
胃

内
視

鏡
は

5
0

歳
以

上
で

隔
年

。
前

立
腺

は
5

5
歳

以
上

。
）

・
各

種
が

ん
検

診
（
胃

・
肺

・
大

腸
・
乳

は
4

0
歳

以
上

。
胃

内
視

鏡
は

5
0

歳
以

上
で

隔
年

。
前

立
腺

は
5

5
歳

以
上

。
）

・
各

種
が

ん
検

診
（
胃

・
肺

・
大

腸
・
乳

は
4

0
歳

以
上

。
胃

内
視

鏡
は

5
0

歳
以

上
で

隔
年

。
前

立
腺

は
5

5
歳

以
上

。
）

・
乳

幼
児

健
康

診
査

（
1
カ

月
、
3

か
月

、
1
0

カ
月

、
1
歳

半
、
2

歳
、
3

歳
、

5
歳

）
・

小
学

6
年

生
、
中

学
2

年
生

へ
の

「
い

の
ち

の
授

業
」
(が

ん
教

育
ほ

か
）

・
生

活
習

慣
病

予
防

健
診

（
2

0
歳

～
3

9
歳

　
※

生
活

保
護

受
給

者
も

対
象

）
・

高
齢

者
健

康
診

査
（
７

５
歳

以
上

）

・
要

精
密

検
査

児
ケ

ー
ス

等
の

フ
ォ

ロ
ー

対
応

・
小

学
校

で
の

野
菜

栽
培

・
調

理
活

動
・

特
定

健
康

診
査

（
4

0
歳

以
上

の
国

民
健

康
保

険
加

入
者

）
・

特
定

健
康

診
査

（
4

0
歳

以
上

の
国

民
健

康
保

険
加

入
者

）
・

特
定

健
康

診
査

（
4

0
歳

以
上

の
国

民
健

康
保

険
加

入
者

）

・
新

生
児

訪
問

・
小

学
3

年
生

で
の

こ
ろ

柿
づ

く
り

・
療

育
教

室
・

歯
の

衛
生

等
強

化
月

間
(5

月
）
の

歯
科

指
導

・
肝

炎
ウ

イ
ル

ス
検

診
・

肝
炎

ウ
イ

ル
ス

検
診

・
肝

炎
ウ

イ
ル

ス
検

診

・
中

学
校

の
保

健
授

業
で

の
ス

ト
レ

ス
対

処
等

・
・

・

・
小

・
中

学
校

で
の

栄
養

・
食

事
に

関
す

る
学

習

・
ロ

タ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

予
防

接
種

、
B

型
肝

炎
予

防
接

種
、
小

児
肺

炎
球

菌
予

防
接

種
、
5

種
(4

種
)混

合
ワ

ク
チ

ン
予

防
接

種
・

お
茶

漬
け

給
食

事
業

・
骨

粗
し

ょ
う

症
検

診
・

骨
粗

し
ょ

う
症

検
診

・
骨

粗
し

ょ
う

症
検

診

・
５

種
（
４

種
)混

合
予

防
接

種
、
B

C
G

、
水

痘
、
2

種
混

合
予

防
接

種
、

B
C

G
、
水

痘
日

本
脳

炎
予

防
接

種
、
H

P
V

予
防

接
種

、
乳

幼
児

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
予

防
接

種

・
生

涯
学

習
推

進
事

業
(就

学
後

児
童

を
対

象
と

し
た

「
食

育
教

室
」
）

・
H

P
V

キ
ャ

ッ
チ

ア
ッ

プ
接

種
（
R

7
年

度
で

終
了

）
・

高
齢

者
肺

炎
球

菌
ワ

ク
チ

ン
予

防
接

種
、
高

齢
者

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
ワ

ク
チ

ン
予

防
接

種
、
高

齢
者

新
型

コ
ロ

ナ
ワ

ク
チ

ン
予

防
接

種

・
栄

養
相

談
・

高
齢

者
帯

状
疱

疹
ワ

ク
チ

ン
予

防
接

種
、
風

し
ん

5
期

予
防

接
種

（
R

8
年

度
で

終
了

）

・
マ

タ
ニ

テ
ィ

個
別

相
談

・
特

定
保

健
指

導
（
4

0
歳

以
上

の
国

民
健

康
保

険
加

入
者

）
・

特
定

保
健

指
導

（
4

0
歳

以
上

の
国

民
健

康
保

険
加

入
者

）
・

特
定

保
健

指
導

（
4

0
歳

以
上

の
国

民
健

康
保

険
加

入
者

）
・

発
達

相
談

・
成

人
健

康
相

談
・

成
人

健
康

相
談

・
成

人
健

康
相

談

・
身

体
計

測
、
乳

幼
児

健
康

相
談

・
糖

尿
病

重
症

化
予

防
事

業
（
4

0
歳

以
上

の
国

民
健

康
保

険
加

入
者

）
・

糖
尿

病
重

症
化

予
防

事
業

（
4

0
歳

以
上

の
国

民
健

康
保

険
加

入
者

）
・

糖
尿

病
重

症
化

予
防

事
業

（
4

0
歳

以
上

の
国

民
健

康
保

険
加

入
者

）

・
健

康
意

識
啓

発
事

業
（
4

0
歳

以
上

の
国

民
健

康
保

険
加

入
者

）
・

健
康

意
識

啓
発

事
業

（
4

0
歳

以
上

の
国

民
健

康
保

険
加

入
者

）
・

健
康

意
識

啓
発

事
業

（
4

0
歳

以
上

の
国

民
健

康
保

険
加

入
者

）

・
地

域
子

育
て

支
援

セ
ン

タ
ー

事
業

（
お

出
か

け
広

場
、
あ

そ
び

の
広

場
、
食

育
広

場
　

等
）

・
高

齢
者

の
保

健
事

業
と

介
護

予
防

の
一

体
的

な
実

施
（
ハ

イ
リ

ス
ク

者
：
健

康
状

態
不

明
者

、
低

栄
養

者
）

・
フ

ァ
ミ

リ
ー

サ
ポ

ー
ト

事
業

・
パ

パ
マ

マ
ハ

ッ
ピ

ー
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
子

ど
も

家
庭

応
援

事
業

（
子

育
て

講
座

、
親

子
の

触
れ

合
い

遊
び

）
・

・
健

幸
測

定
会

（
6

5
歳

以
上

～
）
※

福
祉

課
と

連
携

事
業

・
輝

齢
者

し
ゃ

ん
し

ゃ
ん

教
室

（
6

5
歳

以
上

～
）

・
保

育
所

体
づ

く
り

デ
茶

レ
ン

ジ
ャ

ー
事

業
・

要
介

護
認

定
等

に
か

か
る

、
相

談
支

援

・
保

育
所

児
歯

科
健

診
・

要
支

援
者

の
ケ

ア
プ

ラ
ン

作
成

等
個

別
ケ

ー
ス

支
援

対
応

・
気

に
な

る
子

の
サ

ポ
ー

ト
事

業
・

お
た

っ
し

ゃ
訪

問
（
7

0
歳

以
上

の
独

居
も

し
く

は
夫

婦
世

帯
へ

の
町

保
健

師
訪

問
）

・
家

族
介

護
教

室

・
家

族
介

護
者

交
流

事
業

・
食

の
自

立
支

援
事

業

・
移

送
サ

ー
ビ

ス
事

業

・
介

護
タ

ク
シ

ー
利

用
助

成
事

業

・
住

環
境

改
善

事
業

・
緊

急
通

報
装

置
貸

与
事

業

・
一

般
介

護
予

防
教

室
（
元

気
は

つ
ら

つ
若

返
り

塾
、
お

や
じ

エ
ク

サ
サ

イ
ズ

　
　

等
）

・
認

知
症

カ
フ

ェ

・ ・

社 会
・
町

民
ス

ポ
ー

ツ
フ

ェ
ス

テ
ィ

バ
ル

　
　
・
ニ

ュ
ー

ス
ポ

ー
ツ

フ
ェ

ス
テ

ィ
バ

ル
　
　
・
お

茶
の

里
う

じ
た

わ
ら

マ
ラ

ソ
ン

(親
子

・
家

族
で

参
加

し
て

楽
し

め
る

事
業

を
、
ス

ポ
ー

ツ
関

係
団

体
と

も
に

実
施

）

健 康 対 策 課

関 係 各 課 ）

住 民 団 体

支 援 課 教 育 課

子 育 て 支 援 課 、 地 域 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 、 保 育 所

学 校 教 育 課

授 業 等

社 会 教 育 課

講 座 等

(す
べ

て
の

ラ
イ

フ
ス

テ
ー

ジ
に

向
け

た
食

に
よ

る
健

康
づ

く
り

の
推

進
と

実
践

）

・
食

生
活

改
善

推
進

員
協

議
会

検 健 診 事 業

検 健 診 事 業

検 健 診 事 業

・
う

じ
た

わ
ら

健
活

フ
ェ

ス
タ

(す
べ

て
の

ラ
イ

フ
ス

テ
ー

ジ
に

向
け

た
健

康
づ

く
り

の
情

報
発

信
・
提

供
、
健

康
づ

く
り

に
関

す
る

計
測

等
を

行
う

参
加

型
イ

ベ
ン

ト
の

開
催

に
よ

り
、
個

々
の

ヘ
ル

ス
リ

テ
ラ

シ
ー

を
向

上
）

子 育 て

人
間

ド
ッ

ク
・
脳

ド
ッ

ク
補

助
（
4

0
歳

以
上

の
国

民
健

康
保

険
加

入
者

）
人

間
ド

ッ
ク

・
脳

ド
ッ

ク
補

助
（
4

0
歳

以
上

の
国

民
健

康
保

険
加

入
者

）
人

間
ド

ッ
ク

・
脳

ド
ッ

ク
補

助
（
4

0
歳

以
上

の
国

民
健

康
保

険
加

入
者

）

保 育 所

サ ー ビ ス 教 室 ・ 通 い の 場

や
す

ら
ぎ

カ
フ

ェ
、
カ

フ
ェ

 ケ
セ

ラ
セ

ラ
、
カ

フ
ェ

男
デ

ィ
～

、
に

り
ん

そ
う

こ
ろ

柿
カ

フ
ェ

(①
妙

楽
寺

　
②

立
川

平
岡

　
③

奥
山

田
　

④
や

ん
た

ん
）

健 診 ・ 訪 問 ・ 教 室 等

・
ノ

ル
デ

ィ
ッ

ク
ウ

ォ
ー

キ
ン

グ
講

座
（
年

4
回

実
施

、
休

日
開

催
有

、
託

児
あ

り
、
対

象
者

：
1
8

歳
以

上
～

）
、
専

用
ポ

ー
ル

無
料

貸
し

出
し

筋
活

教
室

（
年

３
回

実
施

、
休

日
開

催
有

、
託

児
あ

り
、
対

象
者

：
1
8

歳
以

上
～

6
4

歳
未

満
）
※

町
民

ス
ポ

ー
ツ

フ
ェ

ス
テ

ィ
バ

ル
や

企
業

で
の

出
前

あ
り

・
筋

活
教

室
（
年

３
回

実
施

、
休

日
開

催
有

、
託

児
あ

り
、
対

象
者

：
1
8

歳
以

上
～

6
4

歳
未

満
）
※

町
民

ス
ポ

ー
ツ

フ
ェ

ス
テ

ィ
バ

ル
や

企
業

で
の

出
前

あ
り

福 祉 課 ・ 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー

相 談 ・ 訪 問 　 等

・
ノ

ル
デ

ィ
ッ

ク
ウ

ォ
ー

キ
ン

グ
講

座
（
年

4
回

実
施

、
休

日
開

催
有

、
託

児
あ

り
、
対

象
者

：
1
8

歳
以

上
～

）
、
専

用
ポ

ー
ル

無
料

貸
し

出
し

教 室

・
ノ

ル
デ

ィ
ッ

ク
ウ

ォ
ー

キ
ン

グ
講

座
（
年

4
回

実
施

、
休

日
開

催
有

、
託

児
あ

り
、
対

象
者

：
1
8

歳
以

上
～

）
、
専

用
ポ

ー
ル

無
料

貸
し

出
し

教 室相 談 ・ 保 健 指 導

健 康 対 策 課

健 康 対 策 課

予 防 接 種 事 業

予 防 接 種 事 業

予 防 接 種 事 業

予 防 接 種 事 業

・
風

し
ん

5
期

予
防

接
種

（
R

8
年

度
で

終
了

）

健 康 対 策 課

相 談 ・ 保 健 指 導

相 談 ・ 保 健 指 導

支 援 セ ン タ ー

教 室

相 談 ・ 保 健 指 導

・
子

育
て

サ
ー

ビ
ス

利
用

支
援

事
業

（
相

談
事

業
、
母

子
手

帳
交

付
）

乳
幼
児
期
（
0
歳
か
ら
５
歳
）

児
童
・
生
徒
期
（
６
歳
か
ら
1
８
歳
）

青
年
・
壮
年
期
（
1
９
歳
か
ら
４
４
歳
）

壮
年
後
期
（
4
5
歳
か
ら
6
4
歳
）

高
齢
期
（
6
5
歳
以
上
）

9



６  課題と取り組みの柱

各種調査・分析結果や前期計画期間の評価等からみえてくる本町の現状・課題と、それに対応

するための取り組みの柱立てを示します。

取り組みの柱 １：各種健（検）診の受診率の向上

【課題】

●本町の主要死因は「悪性新生物」「心疾患（高血圧性除く）」「脳血管疾患」の上位３位で５割を

超えています。（ ％）（資料編 、統計データ）

●健康に関心がある方が多い（ ％）一方で、定期的な健康診査やがん検診は受診していないと

回答した方が一定数います。（資料編 、アンケート調査（成人調査））

●がん検診の受診率は、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診で基準値（令和元年）より下回っ

ています。（資料編 、第２期計画の評価、統計データ）

【取り組み】

◎主要死因となる疾病の予防・早期発見を目的として、新たにＳＮＳなどの媒体を活用した健 検

診の周知啓発を進めるとともに、「①申し込みのハードルを下げること」「②健 検 診を受けやす

い体制・環境づくり」「③新規受診者の掘り起こし」を重視し、受診率の向上につながる取り組

みを進めます。

取り組みの柱 ２：生活習慣病予防の推進

【課題】

●生活習慣病リスク保有者の割合では、血圧リスクが ％と最も高くなっています。（資料編

、統計データ）

●国、京都府と比較して脂質異常症（高脂血症）、高血圧症、糖尿病、狭心症、脳梗塞を有する者

が多くなっています。このことから、生活習慣病罹患のリスクが高い者や生活習慣病重症化のリ

スクがある者が多いことが推察されます。特に血管に負荷をかける疾病で多くなっているため、

動脈硬化の進行による重症化が懸念されます。（資料編 、アンケート調査（成人調査））

●適正な生活習慣を有する者の割合では、運動習慣リスクなしの割合が ％と最も低くなって

います。（資料編 、統計データ）

●ふだんの生活で体を動かさない方や運動をしない方は、前回調査に比べてやや減少しましたが

３～４割となっています。また、外出時にいつも車を使う方は７割を超えています。（資料編 、

アンケート調査（成人調査））

【取り組み】

◎ポピュレーションアプローチとして、高血圧症をはじめ生活習慣病リスクとなる疾病の予防に

有効である有酸素運動等の運動習慣の定着に向けた各種教室を開催するほか、各種健 検 診結

果によりハイリスクに該当する者には、医療専門職による個別の保健・栄養指導を行うことによ

り、生活習慣病予防の取り組みを推進します。

◎本町においては運動習慣がない人、日常生活においても体を動かす機会が少ない人が多い状況

がみられることから、ウォーキングなどのスポーツイベント等への参加の機会を継続的に創出

し、運動習慣の定着に取り組みます。

◎発症予防とともに重症化予防への取り組みが重要であるため、予備軍には特定健康診査をきっ

かけとした適切な保健指導の実施、有病者には必要に応じた受診勧奨など、重症化予防のための

支援体制の充実を図ります。

第２部 計画の基本的な考え方

６．課題と取り組みの柱

取り組みの柱 ３：全ての世代での元気な身体づくりの推進

【課題】

●大人（ 歳以上）では、「健康ではないと感じている」が３割弱あり、前回（令和２年）から増加してい

ます。（資料編 、アンケート調査（成人調査））

●テレビやＤＶＤ視聴、ゲーム（スマートフォン・携帯用ゲーム等含む）等の１日の平均時間は年齢が上が

るほど増加しており、 歳児では「３時間以上」が４割を超えています。（資料編 、アンケート調

査（３・８・ 歳児調査））

●「むし歯がある」子どもは“３歳児”で４割、“８歳児”で約６割、“ 歳児”で２割となっていいます。（資

料編 、アンケート調査（３・８・ 歳児調査））

●要介護認定者の有病率では筋骨格系の疾病が上位を占めており、女性では平均自立期間が短く

なっています。 統計データ 国保データベース

●イレブンチェックでは「フレイルの可能性が高い」が最も多く、次いで「フレイル予備群」となっており、

特に男性で「フレイルの可能性が高い」が多くなっています。（資料編 、アンケート調査（成人調

査））

【取り組み】

◎生活習慣の基礎となる子どものころからの元気な身体づくりをはじめ、成人期の段階から将来的な

フレイル予防につながる運動習慣づくりのための運動教室の開催、高齢者のフレイル予防を目的とし

た医療専門職によるフレイル予防教室や保健指導を展開します。

◎庁内関係部署や地域の関係機関等が連携を図り、医療・介護等の定量的データを活用し、個別の

ニーズに対応した必要なサービス・医療等につなげ、健康寿命の延伸を図ります。

取り組みの柱 ４：全世代の食への関心の向上

【課題】

●塩分の取りすぎや栄養のバランスに配慮できていない方が一定数みられます。（資料編 、アン

ケート調査（成人調査））

●子どもの食習慣については、朝食を食べていない、家族と食事がとれていないなどの状況が一定数

みられます。（資料編 、アンケート調査（３・８・ 歳児調査））

【取り組み】

◎すべての世代の食への関心を高めることを目標に、各ライフステージ別に、医療専門職による正しい

知識の周知と働きかけの機会の創出に取り組みます。

◎子どもたちが食の体験を深め、正しい食生活を選択する力をつけ、家庭と地域とが食でつながるまち

をめざします。

取り組みの柱 ５：喫煙の健康被害や適切な飲酒の意識啓発の推進

【課題】

●町全体の喫煙率は国、府と比較して低い傾向が出ています。 資料編 、統計データ

●国、府と比較し、家庭や車内での受動喫煙が多くなっています。このことより、家庭内に喫煙者が多い

ことが推察されます。 資料編 、アンケート調査（成人調査）

●飲酒の習慣は男性が女性に比べて割合が高くなっていますが、「飲酒に係るリスク評価」では女性の

方が「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している」割合が高くなっています。（資料編 、統計

データ・ 、アンケート調査（成人調査））

【取り組み】

◎子育て世代の保護者への禁煙対策、その家族への受動喫煙対策として、妊娠中・子育て中に喫煙す

る保護者に対する禁煙指導のほか、企業や団体等と連携し、喫煙の健康被害情報の発信や適切な飲

酒の意識啓発などのポピュレーションアプローチに取り組みます。

第２部 計画の基本的な考え方

６．課題と取り組みの柱
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６  課題と取り組みの柱

各種調査・分析結果や前期計画期間の評価等からみえてくる本町の現状・課題と、それに対応

するための取り組みの柱立てを示します。

取り組みの柱 １：各種健（検）診の受診率の向上

【課題】

●本町の主要死因は「悪性新生物」「心疾患（高血圧性除く）」「脳血管疾患」の上位３位で５割を

超えています。（ ％）（資料編 、統計データ）

●健康に関心がある方が多い（ ％）一方で、定期的な健康診査やがん検診は受診していないと

回答した方が一定数います。（資料編 、アンケート調査（成人調査））

●がん検診の受診率は、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診で基準値（令和元年）より下回っ

ています。（資料編 、第２期計画の評価、統計データ）

【取り組み】

◎主要死因となる疾病の予防・早期発見を目的として、新たにＳＮＳなどの媒体を活用した健 検

診の周知啓発を進めるとともに、「①申し込みのハードルを下げること」「②健 検 診を受けやす

い体制・環境づくり」「③新規受診者の掘り起こし」を重視し、受診率の向上につながる取り組

みを進めます。

取り組みの柱 ２：生活習慣病予防の推進

【課題】

●生活習慣病リスク保有者の割合では、血圧リスクが ％と最も高くなっています。（資料編

、統計データ）

●国、京都府と比較して脂質異常症（高脂血症）、高血圧症、糖尿病、狭心症、脳梗塞を有する者

が多くなっています。このことから、生活習慣病罹患のリスクが高い者や生活習慣病重症化のリ

スクがある者が多いことが推察されます。特に血管に負荷をかける疾病で多くなっているため、

動脈硬化の進行による重症化が懸念されます。（資料編 、アンケート調査（成人調査））

●適正な生活習慣を有する者の割合では、運動習慣リスクなしの割合が ％と最も低くなって

います。（資料編 、統計データ）

●ふだんの生活で体を動かさない方や運動をしない方は、前回調査に比べてやや減少しましたが

３～４割となっています。また、外出時にいつも車を使う方は７割を超えています。（資料編 、

アンケート調査（成人調査））

【取り組み】

◎ポピュレーションアプローチとして、高血圧症をはじめ生活習慣病リスクとなる疾病の予防に

有効である有酸素運動等の運動習慣の定着に向けた各種教室を開催するほか、各種健 検 診結

果によりハイリスクに該当する者には、医療専門職による個別の保健・栄養指導を行うことによ

り、生活習慣病予防の取り組みを推進します。

◎本町においては運動習慣がない人、日常生活においても体を動かす機会が少ない人が多い状況

がみられることから、ウォーキングなどのスポーツイベント等への参加の機会を継続的に創出

し、運動習慣の定着に取り組みます。

◎発症予防とともに重症化予防への取り組みが重要であるため、予備軍には特定健康診査をきっ

かけとした適切な保健指導の実施、有病者には必要に応じた受診勧奨など、重症化予防のための

支援体制の充実を図ります。

第２部 計画の基本的な考え方

６．課題と取り組みの柱

取り組みの柱 ３：全ての世代での元気な身体づくりの推進

【課題】

●大人（ 歳以上）では、「健康ではないと感じている」が３割弱あり、前回（令和２年）から増加してい

ます。（資料編 、アンケート調査（成人調査））

●テレビやＤＶＤ視聴、ゲーム（スマートフォン・携帯用ゲーム等含む）等の１日の平均時間は年齢が上が

るほど増加しており、 歳児では「３時間以上」が４割を超えています。（資料編 、アンケート調

査（３・８・ 歳児調査））

●「むし歯がある」子どもは“３歳児”で４割、“８歳児”で約６割、“ 歳児”で２割となっていいます。（資

料編 、アンケート調査（３・８・ 歳児調査））

●要介護認定者の有病率では筋骨格系の疾病が上位を占めており、女性では平均自立期間が短く

なっています。 統計データ 国保データベース

●イレブンチェックでは「フレイルの可能性が高い」が最も多く、次いで「フレイル予備群」となっており、

特に男性で「フレイルの可能性が高い」が多くなっています。（資料編 、アンケート調査（成人調

査））

【取り組み】

◎生活習慣の基礎となる子どものころからの元気な身体づくりをはじめ、成人期の段階から将来的な

フレイル予防につながる運動習慣づくりのための運動教室の開催、高齢者のフレイル予防を目的とし

た医療専門職によるフレイル予防教室や保健指導を展開します。

◎庁内関係部署や地域の関係機関等が連携を図り、医療・介護等の定量的データを活用し、個別の

ニーズに対応した必要なサービス・医療等につなげ、健康寿命の延伸を図ります。

取り組みの柱 ４：全世代の食への関心の向上

【課題】

●塩分の取りすぎや栄養のバランスに配慮できていない方が一定数みられます。（資料編 、アン

ケート調査（成人調査））

●子どもの食習慣については、朝食を食べていない、家族と食事がとれていないなどの状況が一定数

みられます。（資料編 、アンケート調査（３・８・ 歳児調査））

【取り組み】

◎すべての世代の食への関心を高めることを目標に、各ライフステージ別に、医療専門職による正しい

知識の周知と働きかけの機会の創出に取り組みます。

◎子どもたちが食の体験を深め、正しい食生活を選択する力をつけ、家庭と地域とが食でつながるまち

をめざします。

取り組みの柱 ５：喫煙の健康被害や適切な飲酒の意識啓発の推進

【課題】

●町全体の喫煙率は国、府と比較して低い傾向が出ています。 資料編 、統計データ

●国、府と比較し、家庭や車内での受動喫煙が多くなっています。このことより、家庭内に喫煙者が多い

ことが推察されます。 資料編 、アンケート調査（成人調査）

●飲酒の習慣は男性が女性に比べて割合が高くなっていますが、「飲酒に係るリスク評価」では女性の

方が「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している」割合が高くなっています。（資料編 、統計

データ・ 、アンケート調査（成人調査））

【取り組み】

◎子育て世代の保護者への禁煙対策、その家族への受動喫煙対策として、妊娠中・子育て中に喫煙す

る保護者に対する禁煙指導のほか、企業や団体等と連携し、喫煙の健康被害情報の発信や適切な飲

酒の意識啓発などのポピュレーションアプローチに取り組みます。

第２部 計画の基本的な考え方

６．課題と取り組みの柱
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７ 計画の体系

基本方針、３つのキーワード、取り組みの柱等を踏まえた計画の体系は次のとおりです。

みんなで創ろう！ ～笑顔あふれる 元気・健康・宇治田原～

キーワード

・

健康寿命の延伸

基本方針

達成目標

第２部 計画の基本的な考え方

．計画の体系

◎「分野別の取り組み」は、次頁に示す国・府の各分野（計画体系）にも対応

１：各種健（検）診の受診率の向上

２：生活習慣病予防の推進

３：全ての世代での元気な身体づくりの推進

４：全世代の食への関心の向上

５：喫煙の健康被害や適切な飲酒の意識啓発の推進

取り組みの柱

（２）食育

① 自然の食の恵みに感謝し心と体を育む

② 健康的な食生活を送る

③ ライフステージに対応した食育の推進

（１）健康づくり

①

② 人と人とのつながりを活かした健康づくり

③ 住民一人ひとりが「知れる・気づける・活か

せる」健康づくり

妊娠・乳幼児期

【～５歳】

児童・生徒期

【６～ 歳】

青年・壮年前期

【 ～ 歳】

壮年後期

【 ～ 歳】

高齢期

【 歳～】

６．疾病・がん

２．休養・睡眠、こころの健康

４．歯・口腔の健康

１．身体活動・運動

５．地域のつながり

３．飲酒・喫煙

７．フレイル・介護予防

１ 生活習慣の改善

３ 食育の推進

２ 疾患対策等

（食育推進計画）

８．栄養・食生活

分

野

別

の

取

り

組

み

３ 食育の推進

【参考】国・府の計画体系

きょうと健やか２１（第 次） 京都府

１．がん

６．歯と口腔の健康

２．身体活動・運動

４．飲酒

１．栄養・食生活

５．喫煙

３．休養・睡眠

７．こころの健康

７つの生活習慣

主要な５疾患

２．循環器疾患

３．糖尿病

４．慢性閉塞性肺疾患

５．フレイル・

ロコモティブシンドローム・

サルコペニア

６．歯・口腔の健康

２．身体活動・運動

４．飲酒

１．栄養・食生活

５．喫煙

１．がん

３．休養・睡眠
生活習慣の改善

生活習慣病

の発症予防・

重症化予防

２．循環器病

３．糖尿病

４．ＣＯＰＤ

健康日本 （第三次） 国

第２部 計画の基本的な考え方

．計画の体系
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【参考】国・府の計画体系

きょうと健やか２１（第 次） 京都府

１．がん

６．歯と口腔の健康

２．身体活動・運動

４．飲酒

１．栄養・食生活

５．喫煙

３．休養・睡眠

７．こころの健康

７つの生活習慣

主要な５疾患

２．循環器疾患

３．糖尿病

４．慢性閉塞性肺疾患

５．フレイル・

ロコモティブシンドローム・

サルコペニア

６．歯・口腔の健康

２．身体活動・運動

４．飲酒

１．栄養・食生活

５．喫煙

１．がん

３．休養・睡眠
生活習慣の改善

生活習慣病

の発症予防・

重症化予防

２．循環器病

３．糖尿病

４．ＣＯＰＤ

健康日本 （第三次） 国

第２部 計画の基本的な考え方

．計画の体系
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第３部 分野別の取り組みの展開

１ 身体活動・運動

（１）住民の行動目標

・家族で身体を動かす習慣を持ちましょう

・親子で外遊びを行うなど、子どものうちから楽しく身体を動かす経験を重ねましょう

・座っている時間、特にスクリーンタイム（ゲーム、スマートフォンなど）を減らしましょう

・プラス 分、１日の歩く時間を増やしましょう（ 歳以上はプラス 分）

・生活スタイルに応じた自分に適している運動習慣（週３日以上）を身につけましょう

・サルコペニア、ロコモティブシンドロームやフレイルについて正しい知識を持ち、年齢に

かかわらず、運動を通じた予防に努めましょう

住民の現状

（２）現計画の目標と進捗

指 標
基準値
（ 元）

目標値 目標値 中間
実績

達成
状況

実績
把握年

出典等

週３日以上運動習慣のあ

る者の割合

８歳児調査 以上 以上 － － － （調査なし）

歳児調査 以上 以上 × 年度 アンケート調査

成人調査 以上 以上 〇 年度 アンケート調査

フレイル（運動）兆候ありの者の割合（成

人調査）
以下 以下 △ 年度 アンケート調査

運動習慣リスクなしの割合 以上 以上 × 年度 国保データベース

※基準値：８歳児、 歳児のみ令和２年度値

・ふだんほとんど体を動かさない方や運動をしていない方が一定数あり、外出時にいつも車を使う

方が７割強います。運動をしない理由の上位は「時間に余裕がない」「仕事や家事で十分」「面倒」

で、運動に対する優先度が低く、自発的に体を動かし、ふだんから運動をする意識と、その習慣

の定着が求められます。

・また、ロコモティブシンドロームについての認知度が低いということは、将来的に生活習慣病や

フレイル、要介護状態となる危険性も高くなります。運動機能の低下を防ぐ観点からも、日ごろ

からの運動の重要性について、一人ひとりがより理解を深める必要があります。

知っている

名前は聞いたことがある

知らない

無回答 今回調査

前回調査

【ロコモティブシンドロームの認知状況】
（成人調査）

ほとんど体は動かさない

あまり体は動かさない

ある程度体を動かす

かなり体を動かす

無回答 今回調査

前回調査

【ふだんの生活で体を動かす程度】（成人調査）

動かさない

％

動かす ％

第 部 分野別の取り組みの展開

身体活動・運動



第３部 分野別の取り組みの展開

１ 身体活動・運動

（１）住民の行動目標

・家族で身体を動かす習慣を持ちましょう

・親子で外遊びを行うなど、子どものうちから楽しく身体を動かす経験を重ねましょう

・座っている時間、特にスクリーンタイム（ゲーム、スマートフォンなど）を減らしましょう

・プラス 分、１日の歩く時間を増やしましょう（ 歳以上はプラス 分）

・生活スタイルに応じた自分に適している運動習慣（週３日以上）を身につけましょう

・サルコペニア、ロコモティブシンドロームやフレイルについて正しい知識を持ち、年齢に

かかわらず、運動を通じた予防に努めましょう

住民の現状

（２）現計画の目標と進捗

指 標
基準値
（ 元）

目標値 目標値 中間
実績

達成
状況

実績
把握年

出典等

週３日以上運動習慣のあ

る者の割合

８歳児調査 以上 以上 － － － （調査なし）

歳児調査 以上 以上 × 年度 アンケート調査

成人調査 以上 以上 〇 年度 アンケート調査

フレイル（運動）兆候ありの者の割合（成

人調査）
以下 以下 △ 年度 アンケート調査

運動習慣リスクなしの割合 以上 以上 × 年度 国保データベース

※基準値：８歳児、 歳児のみ令和２年度値

・ふだんほとんど体を動かさない方や運動をしていない方が一定数あり、外出時にいつも車を使う

方が７割強います。運動をしない理由の上位は「時間に余裕がない」「仕事や家事で十分」「面倒」

で、運動に対する優先度が低く、自発的に体を動かし、ふだんから運動をする意識と、その習慣

の定着が求められます。

・また、ロコモティブシンドロームについての認知度が低いということは、将来的に生活習慣病や

フレイル、要介護状態となる危険性も高くなります。運動機能の低下を防ぐ観点からも、日ごろ

からの運動の重要性について、一人ひとりがより理解を深める必要があります。

知っている

名前は聞いたことがある

知らない

無回答 今回調査

前回調査

【ロコモティブシンドロームの認知状況】
（成人調査）

ほとんど体は動かさない

あまり体は動かさない

ある程度体を動かす

かなり体を動かす

無回答 今回調査

前回調査

【ふだんの生活で体を動かす程度】（成人調査）

動かさない

％

動かす ％

第 部 分野別の取り組みの展開

身体活動・運動
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（３）現行計画 前期期間 で実施した事業

ライフステージ
○前期で掲げた行政施策の要旨

■計画未掲載だが追加した視点
実施した具体的事業 例

全世代共通
○望ましい運動習慣や生活習慣につ

いての知識を提供

●うじたわら健活フェスタ

●町民スポーツフェスティバル

●町広報紙への「健康のおたより」記

事掲載

妊娠・乳幼児期
○望ましい運動習慣や生活習慣につ

いての知識を提供

●妊娠届出時・新生児訪問・乳幼児健

診での運動習慣の知識啓発

●保育所体づくり 茶レンジャー事

業

●あそびの広場・おでかけ広場 地域

子育て支援センター

児童・生徒期

○望ましい運動習慣や生活習慣につ

いての知識を提供

○子どもと親が一緒に運動できる機

会の創出など、運動習慣のきっかけ

づくり

●小・中学校での保健体育科で授業

●親子で参加して楽しめる事業（町

民スポーツフェスティバル等）の

開催

青年・壮年前期

壮年後期

〇健康無関心層へのアプローチとし

て、スマートフォンのウォーキング

アプリ等を活用したインセンティ

ブ型の事業を展開

○休日開催のノルディックウォーキ

ング体験等、運動習慣の定着をめざ

したスポーツイベント等を展開

●医療専門職による保健相談 健康

意識啓発事業・特定保健指導

●アプリを活用したウォーキングイ

ベント開催

●うじたわら ・筋・ 事業 ノ

ルディックウォーキング講座、筋

活教室

●インターバルウォーキング、

ニュースポーツ体験の開催

●トレーニングセンター器具講習会

高齢期

○健康づくりや生活習慣病予防に向

け、年齢層に応じた運動メニューを

提供し、参加への効果的な周知を行

い、運動するきっかけづくり

●うじたわら ・筋・ 事業 ノ

ルディックウォーキング講座

●輝齢者しゃんしゃん教室 高齢者

の保健事業と介護予防等の一体的

実施事業

●インターバルウォーキング、

ニュースポーツ体験の開催

●一般介護予防教室

●まちづくり出前講座

（４）中間評価後の目標指標

※基準値：８歳児調査・ 歳児調査のみ令和２年度値

目標指標
基準値

（ 元）

中間実績 進捗

状況

目標値（ ）

当初 修正

週３日以上運動習慣の

ある者の割合

８歳児調査 ％ － － 以上 以上

歳児調査 ％ ↓ 以上 以上

成人調査 以上 以上

フレイル 運動 兆候ありの者の割合

成人調査 低いほど○
以下 以下

運動習慣リスクなしの割合（国保デー

タベース）
％ ％ 以上 以上

第 部 分野別の取り組みの展開

身体活動・運動
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（５）今後取り組む行政施策

ライフステージ 後期計画期間で取り組む行政施策 担当課

全世代共通

○健康づくりの情報発信・提供、身近に取り組める運動メ

ニューの周知・実践、健康づくりに関する計測等を行う参

加型イベント（うじたわら健活フェスタ）を開催します。

○親子・家族で参加して楽しめる事業を、スポーツ関係団体

とともに実施します。

○望ましい運動習慣や生活習慣についての知識を提供しま

す。

○町広報紙、ホームページのほか、公式 ・ な

ど 、専用アプリ等を活用した情報提供を進めます。

健康対策課

福祉課

子育て支援課

社会教育課

妊娠・乳幼児期

○地域子育て支援センターでのあそびの広場の開催など、親

子で楽しく運動習慣に親しむ場をつくります。

○保育所でのサーキット運動の取り入れなど、児童が目標を

持ち運動に取り組む場をつくります。

子育て支援課

児童・生徒期

○小・中学校の授業での運動のほか、子どもと親が一緒に運

動できる機会の創出に取り組み、運動習慣のきっかけづく

りを進めます。

社会教育課

青年・壮年前期

○生活習慣病の重症化の起因となる疾病予防に効果的な有

酸素運動の習慣化・定着化を支援する教室・イベント等を

開催します。

○生活習慣病とフレイル予防に有効な無酸素運動 筋力増

強 を中心とした運動の習慣化・定着化を支援する教室・イ

ベントを開催します。

〇健康無関心層へのアプローチとして、スマートフォンの

ウォーキングアプリ等を活用したインセンティブ型の事

業を展開します。

○国保被保険者に対し、医療専門職により、健康な生活習慣

に対する動機づけとなる運動面での指導を行います。

健康対策課

壮年後期 健康対策課

高齢期

○高齢者を対象とした健康測定イベントの開催等により、高

齢者が自らの身体の状態や運動の必要性を知り、運動習慣

につなげる支援を行います。

○高齢者の通いの場での運動教室を継続します。

○高齢者の保健事業と介護予防等を一体的に実施する中で、

高齢者の通いの場への訪問や教室型事業により、運動メ

ニューの提供と自主的で継続的な運動の習慣化につなげ、

運動の重要性の周知とその実践をサポートします。

健康対策課

福祉課

第 部 分野別の取り組みの展開

身体活動・運動
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第 部 分野別の取り組みの展開

身体活動・運動

【コラム 身体活動・運動】

「身体活動」とは、安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費する、骨格筋の収

縮を伴う全ての活動を指し、「運動」とは、身体活動のうち、スポーツやフィットネスなどの

健康・体力の維持・増進を目的として、計画的・定期的に実施されるものを指します。身体

活動・運動の量が多い方は、少ない方と比較して循環器病、 型糖尿病、がん、ロコモティブ

シンドローム、うつ病、認知症等の発症・罹患リスクが低いことが報告されています。身体

活動・運動習慣の意義と重要性が広く認知・実践されることは、健康寿命の延伸に有意義で

あると考えられています。

宇治田原町でも、様々な事業を実施し、身体活動や運動の機会を提供しています。

・ノルディックウォーキング講座

（専用ポールを使用した、通常のウォーキングと比較し 割～ 割程度フィットネス効果が

高い有酸素運動の講座）

・筋活教室

（自重トレーニングから、器具等を使用した本格的なトレーニングまで幅広い負荷や強度で

行う無酸素運動の講座）

・元気はつらつ！若返り塾・おやじエクササイズ

（健康運動指導士による運動を中心とした介護予防教室。おやじエクササイズは男性限定）

（１）住民の行動目標

・ 休むことの大事さを知り、自分の生活リズムのバランスをよりよくしましょう。

・ 心身を休めるために重要な睡眠について、就寝前のデジタル機器の使用を避けるなど、

快適に眠り、気持ちよく目覚める自分の睡眠リズムをつかみましょう。

・ 自分なりのストレス解消法を身につけ、実践しましょう

・ 自分の時間をみつけ、余暇の過ごし方を工夫するなど、ワーク・ライフ・バランスにと

りくみましょう。

・ 身近な人の変化に気を配り、困っていたり悩んでいる場合には声をかけ、必要な支援に

つなげましょう

・ 家族や地域でのコミュニケーションを十分にとりましょう

住民の現状

【ストレスを感じた】（ 歳児調査）

・規則的な睡眠や休養がとれている方が多い一方で、「睡眠が不規則」、「休養がとれていない」と

感じている人は一定数います。睡眠・休養と健康は密接に関連しています。質の良い十分な睡眠

は心身の疲労回復、免疫力向上、記憶の定着などに不可欠です。また、心身の疲労を回復させる

「休む」ことと、明日に向けての活力を「養う」ことの２つの側面が重要です。

・「精神的健康状態が低い」と感じている人が約４割、悩みやストレスを相談できる人・場所につ

いては３割以上が「知らない」となっています。また、 歳児調査では、６割がストレスを感じ

ているとなっています。様々な手法・場面での情報提供や相談窓口の周知啓発が求められます。

規則的である

ある程度規則的である

あまり規則的ではない

不規則である

無回答 今回調査

前回調査

【規則的な睡眠がとれているか】（成人調査）

十分とれている

まあまあとれている

あまりとれていない

全くとれていない

無回答 今回調査

前回調査

【休養がとれているか】（成人調査）

規則的である ％ 休養がとれている ％

【悩みやストレスの相談場所等の認知状況】

（成人調査）

知っている

知らない

必要に応じて

自分で調べる

無回答
今回調査

【精神的健康状態】（成人調査）

精神的健康状態が低い

問題なし

無回答 今回調査
前回調査

歳児

大いに感じた ときどき感じた
ほとんど感じなかった 全く感じなかった

第 部 分野別の取り組みの展開

休養・睡眠、こころの健康
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（１）住民の行動目標

・ 休むことの大事さを知り、自分の生活リズムのバランスをよりよくしましょう。

・ 心身を休めるために重要な睡眠について、就寝前のデジタル機器の使用を避けるなど、

快適に眠り、気持ちよく目覚める自分の睡眠リズムをつかみましょう。

・ 自分なりのストレス解消法を身につけ、実践しましょう

・ 自分の時間をみつけ、余暇の過ごし方を工夫するなど、ワーク・ライフ・バランスにと

りくみましょう。

・ 身近な人の変化に気を配り、困っていたり悩んでいる場合には声をかけ、必要な支援に

つなげましょう

・ 家族や地域でのコミュニケーションを十分にとりましょう

住民の現状

【ストレスを感じた】（ 歳児調査）

・規則的な睡眠や休養がとれている方が多い一方で、「睡眠が不規則」、「休養がとれていない」と

感じている人は一定数います。睡眠・休養と健康は密接に関連しています。質の良い十分な睡眠

は心身の疲労回復、免疫力向上、記憶の定着などに不可欠です。また、心身の疲労を回復させる

「休む」ことと、明日に向けての活力を「養う」ことの２つの側面が重要です。

・「精神的健康状態が低い」と感じている人が約４割、悩みやストレスを相談できる人・場所につ

いては３割以上が「知らない」となっています。また、 歳児調査では、６割がストレスを感じ

ているとなっています。様々な手法・場面での情報提供や相談窓口の周知啓発が求められます。

規則的である

ある程度規則的である

あまり規則的ではない

不規則である

無回答 今回調査

前回調査

【規則的な睡眠がとれているか】（成人調査）

十分とれている

まあまあとれている

あまりとれていない

全くとれていない

無回答 今回調査

前回調査

【休養がとれているか】（成人調査）

規則的である ％ 休養がとれている ％

【悩みやストレスの相談場所等の認知状況】

（成人調査）

知っている

知らない

必要に応じて

自分で調べる

無回答
今回調査

【精神的健康状態】（成人調査）

精神的健康状態が低い

問題なし

無回答 今回調査
前回調査

歳児

大いに感じた ときどき感じた
ほとんど感じなかった 全く感じなかった

第 部 分野別の取り組みの展開
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（２）現計画の目標と進捗

指 標
基準値
（ 元）

目標値 目標値 中間
実績

達成
状況

実績
把握年

出典等

睡眠を規則的にとっている者の割合（成人

調査）
以上 以上 × 年度 アンケート調査

就寝時間が 時以降の子どもの割合（３歳

児調査）
以下 以下 △ 年度 アンケート調査

睡眠時間が不足している

子どもの割合

（小学生８時間未満、中学

生６時間未満）

８歳児調査 以下 以下 ◎ 年度 アンケート調査

歳児調査 以下 以下 ◎ 年度 アンケート調査

休養がとれている者の割合（成人調査） 以上 以上 × 年度 アンケート調査

睡眠習慣リスクなしの割合 以上 以上 △ 年度 国保データベース

精神的健康状態が高い者の割合（成人調査） 以上 以上 × 年度 アンケート調査

社会的つながりがある者の割合（成人調査） 以上 以上 〇 年度 アンケート調査

フレイル（社会参加）兆候ありの者の割合

（成人調査）
以下 以下 × 年度 アンケート調査

※基準値：８歳児・ 歳児のみ令和２年度値

（３）現行計画 前期期間 で実施した事業

ライフステージ
○前期で掲げた行政施策の要旨

■計画未掲載だが追加した視点
実施した具体的事業 例

全世代共通 ■心身の健康に関する知識の周知・啓発

●うじたわら健活フェスタ

●町広報紙への「健康のお

たより」記事掲載

妊娠・乳幼児期

○健やかな出産・育児へとつなげるすべての妊

婦への面談による生活習慣、食生活、禁煙指

導の実施

○母乳栄養の確立、生活習慣・食習慣・禁煙指

導等を行い、マタニティーブルーの防止や親

子の健康増進を図る授乳育児相談の実施

○新生児の家庭を訪問し、子育てに関する情報

などを提供するとともに親子の心身状況や

養育環境などの把握や助言による支援

○ファミリー・サポート事業など、子育て家庭

への支援体制を地域に広げる取り組み

●妊娠届出時の面談

●授乳育児相談・指導

●新生児訪問

●「あそびの広場」「おでか

け広場」地域子育て支援

センター

児童・生徒期
○中学生での、保育所を訪問し、乳幼児とふれ

あうことで、母性・父性を育む事業の実施
●職場体験学習事業

青年・壮年前期

○休養等に関する情報提供

○地域全体で仕事と生活の双方の調和が実現

できる環境づくりを展開

●ワーク・ライフ・バランス

宣言・認証企業一覧の周

知

●医療専門職による保健相

談 健康意識啓発事業・特

定保健指導
壮年後期 ○休養等に関する情報提供

高齢期

○休養等に関する情報提供

○行政をはじめ、老人クラブやシルバー人材セ

ンターなど、様々な場所での健康づくりの取

り組みを紹介。参加しやすい体制の整備に努

め、高齢者の社会参加や生きがいづくりの取

り組みを支援

●愛茶カフェ事業

●広報紙「健康のおたより」

●家族介護者交流事業

●まちづくり出前講座

●ことぶき大学

第 部 分野別の取り組みの展開

休養・睡眠、こころの健康

（４）中間評価後の目標指標

目標指標
基準値

（ 元）

中間実績 進捗

状況

目標値（ ）

当初 修正

睡眠を規則的にとっている者の割合

（成人調査）
以上 以上

就寝時間が 時以降の子どもの割合

（３歳児調査）
以下 以下

睡眠時間が不足している子ど

もの割合 低いほど○

（小学生８時間未満、中学生

６時間未満）

８歳児 以下 以下

歳児 ↑ 以下 以下

休養がとれている者の割合（成人調査） ↓ 以上 以上

睡眠習慣リスクなしの割合 以上 以上

精神的健康状態が高い者の割合（成人

調査）
以上 以上

社会的つながりがある者の割合（成人

調査）
以上 以上

フレイル（社会参加）兆候ありの者の割

合（成人調査） 低いほど○
↓ 以下 以下

※基準値：８歳児・ 歳児のみ令和２年度値

（５）今後取り組む行政施策

ライフステージ 後期計画期間で取り組む行政施策 担当課

全世代共通

○健康づくりの情報発信・提供、心身の健康に関する知識の周知・

啓発、健康づくりに関する計測等を行う参加型イベント（うじ

たわら健活フェスタ）を開催します。

○休養やこころの健康についての知識と情報を提供します。

○町広報紙、ホームページのほか、公式 ・ など

、専用アプリ等を活用した情報提供を進めます。

健康対策課

福祉課

子育て支援課

妊娠・乳幼児期

○保健師・助産師が、お子さんが生まれた全家庭を訪問し、保健

指導のほか、育児等の相談に応じます。

○産後の母親の悩みや不安に応じるため、助産師による訪問指導

を行います。

○子育てに父親や祖父母世代、地域の方々も関わってもらい、子

育て家庭を応援する事業・講座等を行います。

○子育て家庭の保護者が、専門家や育児の先輩からの情報が得ら

れるような交流の場を設けるほか、住民の連携によるファミ

リー・サポート事業など、子育て家庭への支援体制を地域に広

げる取り組みを行います。

子育て支援課

第 部 分野別の取り組みの展開
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（４）中間評価後の目標指標

目標指標
基準値

（ 元）

中間実績 進捗

状況

目標値（ ）

当初 修正

睡眠を規則的にとっている者の割合

（成人調査）
以上 以上

就寝時間が 時以降の子どもの割合

（３歳児調査）
以下 以下

睡眠時間が不足している子ど

もの割合 低いほど○

（小学生８時間未満、中学生

６時間未満）

８歳児 以下 以下

歳児 ↑ 以下 以下

休養がとれている者の割合（成人調査） ↓ 以上 以上

睡眠習慣リスクなしの割合 以上 以上

精神的健康状態が高い者の割合（成人

調査）
以上 以上

社会的つながりがある者の割合（成人

調査）
以上 以上

フレイル（社会参加）兆候ありの者の割

合（成人調査） 低いほど○
↓ 以下 以下

※基準値：８歳児・ 歳児のみ令和２年度値

（５）今後取り組む行政施策

ライフステージ 後期計画期間で取り組む行政施策 担当課

全世代共通

○健康づくりの情報発信・提供、心身の健康に関する知識の周知・

啓発、健康づくりに関する計測等を行う参加型イベント（うじ

たわら健活フェスタ）を開催します。

○休養やこころの健康についての知識と情報を提供します。

○町広報紙、ホームページのほか、公式 ・ など

、専用アプリ等を活用した情報提供を進めます。

健康対策課

福祉課

子育て支援課

妊娠・乳幼児期

○保健師・助産師が、お子さんが生まれた全家庭を訪問し、保健

指導のほか、育児等の相談に応じます。

○産後の母親の悩みや不安に応じるため、助産師による訪問指導

を行います。

○子育てに父親や祖父母世代、地域の方々も関わってもらい、子

育て家庭を応援する事業・講座等を行います。

○子育て家庭の保護者が、専門家や育児の先輩からの情報が得ら

れるような交流の場を設けるほか、住民の連携によるファミ

リー・サポート事業など、子育て家庭への支援体制を地域に広

げる取り組みを行います。

子育て支援課

第 部 分野別の取り組みの展開
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ライフステージ 後期計画期間で取り組む行政施策 担当課

児童・生徒期

○小学校では、「保健」「心の健康」に関する単元で、ストレスに

ついて学び、対処法を身につける授業を行います。

○中学校では、「ストレスによる健康への影響」「ストレスへの対

処の方法」に関する単元で、思春期の心身の変化に伴うストレ

スへの理解を深める授業を行います。

○世代間交流や職場体験など（様々な人、様々な体験）を通じて

人と人との関係や、働くこと等の意味を考え、心身の成長を促

します。

子育て支援課

学校教育課

青年・壮年前期

○地域全体でワーク・ライフ・バランスが実現できる環境づくり

に努めます。

○子育て家庭の保護者が、専門家や育児の先輩からの情報が得られ

るような交流の場を設けます。

〇心の健康増進を図る健康づくり事業を展開します。

福祉課

健康対策課

企画財政課

壮年後期

○国保被保険者に対し、医療専門職により、休養やストレスへの

対応など、こころの健康につなげる保健指導を行います。

○地域において、同世代・異世代間の健康づくりや交流の機会を

つくるなど、人と人、人と地域とのつながりを強める支援を行

います。

福祉課

健康対策課

高齢期

○高齢者の保健事業と介護予防等を一体的に実施する中で、高齢者

の通いの場への訪問や教室型事業により、休養やこころの健康の

重要性や、フレイル等に与える影響を周知啓発します。

○高齢者教育の中で、休養やこころの健康について学べる機会を

設けます。

○住み慣れた地域で生きがいを持ち、いつまでも生き生きと生活

できるよう、身近で気軽に集まれる場の運営を支援します。

福祉課

健康対策課

社会教育課

第 部 分野別の取り組みの展開

休養・睡眠、こころの健康

【コラム 休養・睡眠、こころの健康】

メンタルヘルスという言葉をご存じですか。メンタルヘルスとは、こころの健康状態を意味

します。

近年、こころの病気は増えていて、生涯を通じて 人に 人がこころの病気にかかるともい

われています。特別な人がかかるものではなく、ストレスなどが積み重なることがきっかけと

なってかかってしまうことがあるように、誰でもかかる可能性があります。

こころの調子をくずしてしまった場合は、ひとりで抱え込まずに身近な人に相談しましょ

う。身近な人には相談しづらい場合や、相談できる人が周りにいない場合は、公的に相談支援

を行っている相談窓口などに相談してみてください。

（１）住民の行動目標

・お酒を飲むときは、自分のペースを守りましょう

・未成年者や妊婦はもちろん、飲酒を望まない人にお酒を勧めないようにしましょう

・たばこの健康への影響を知り、家庭内でも分煙するなど、受動喫煙を防止しましょう

・禁煙にチャレンジしましょう

・飲酒や喫煙が健康や生活習慣病のリスクに与える影響について、正しい知識を得て行動改

善に取り組みましょう。

住民の現状

・飲酒の習慣は男性の割合が高くなっていますが、飲酒頻度と飲酒量の関係から飲酒に係るリスク

評価をみると、女性の方が男性よりリスクが高くなっています。お酒は円滑なコミュニケーショ

ン、食事を美味しくしてくれる、ストレス発散などの面がありますが、過度な飲酒や慢性的な飲

みすぎは、健康への影響が大きいことから、飲酒のメリットとデメリットを周知し、正しい知識

を身につけてもらうことが重要です。

・喫煙の習慣は、男性が２割弱、女性が５％未満ですが、受動喫煙の経験は成人では３割（過去１ヶ

月）となっています。また、アンケート結果及び健診、統計データの定量的な情報から分析する

と、本町全体の喫煙率は国、府と比較し低いものの、特に子育て世代の保護者の喫煙率が高い傾

向が出ています。喫煙は、がん、心臓病、脳卒中、 をはじめとする病気のリスクを高めます。

また、副流煙には主流煙よりも有害物質が多く含まれるため、喫煙者の周囲の人への影響は深刻

です。

・喫煙が自身の体だけでなく、周りの人の健康にも影響を与えることを周知し、正しい知識を身に

つけてもらうことが重要です。

飲まない／ほとんど飲まない

禁酒した

月に１～２回程度飲む

週に１～２回程度飲む

週に３～４回程度飲む

ほとんど毎日飲む

無回答 男性

女性

【飲酒の状況】（成人調査）

男性 ％

女性 ％

第 部 分野別の取り組みの展開
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（１）住民の行動目標

・お酒を飲むときは、自分のペースを守りましょう

・未成年者や妊婦はもちろん、飲酒を望まない人にお酒を勧めないようにしましょう

・たばこの健康への影響を知り、家庭内でも分煙するなど、受動喫煙を防止しましょう

・禁煙にチャレンジしましょう

・飲酒や喫煙が健康や生活習慣病のリスクに与える影響について、正しい知識を得て行動改

善に取り組みましょう。

住民の現状

・飲酒の習慣は男性の割合が高くなっていますが、飲酒頻度と飲酒量の関係から飲酒に係るリスク

評価をみると、女性の方が男性よりリスクが高くなっています。お酒は円滑なコミュニケーショ

ン、食事を美味しくしてくれる、ストレス発散などの面がありますが、過度な飲酒や慢性的な飲

みすぎは、健康への影響が大きいことから、飲酒のメリットとデメリットを周知し、正しい知識

を身につけてもらうことが重要です。

・喫煙の習慣は、男性が２割弱、女性が５％未満ですが、受動喫煙の経験は成人では３割（過去１ヶ

月）となっています。また、アンケート結果及び健診、統計データの定量的な情報から分析する

と、本町全体の喫煙率は国、府と比較し低いものの、特に子育て世代の保護者の喫煙率が高い傾

向が出ています。喫煙は、がん、心臓病、脳卒中、 をはじめとする病気のリスクを高めます。

また、副流煙には主流煙よりも有害物質が多く含まれるため、喫煙者の周囲の人への影響は深刻

です。

・喫煙が自身の体だけでなく、周りの人の健康にも影響を与えることを周知し、正しい知識を身に

つけてもらうことが重要です。

飲まない／ほとんど飲まない

禁酒した

月に１～２回程度飲む

週に１～２回程度飲む

週に３～４回程度飲む

ほとんど毎日飲む

無回答 男性

女性

【飲酒の状況】（成人調査）

男性 ％

女性 ％

第 部 分野別の取り組みの展開
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（２）現計画の目標と進捗

指 標
基準値
（ 元）

目標値 目標値 中間
実績

達成
状況

実績
把握年

出典等

毎日飲酒している者の割

合

特 定 健 康 診

査
以下 以下 △ 年度 特定健康診査

成人調査 以下 以下 △ 年度 アンケート調査

飲酒習慣リスクなしの割合 以上 以上 × 年度 国保データベース

喫煙している者の割合（成人調査） 以下 以下 〇 年度 アンケート調査

喫煙習慣リスクなしの割合 以上 以上 × 年度 国保データベース

※基準値：特定健康診査は平成 年度値

（３）現行計画 前期期間 で実施した事業

ライフステージ
○前期で掲げた行政施策の要旨

■計画未掲載だが追加した視点
実施した具体的事業 例

全世代共通 ■飲酒・喫煙に関する知識の周知・啓発

●うじたわら健活フェスタ

●町広報紙への「健康のおたより」

記事掲載

妊娠・乳幼児期

○妊婦相談・授乳育児相談を通じた禁煙指

導、親子の健康増進

○禁煙・分煙の取り組みを促すとともに、

特に妊娠期や授乳期のたばこの害やア

ルコールの害について啓発

●妊娠届出時の面談

●授乳育児指導

●新生児訪問

●乳児後期健康相談・幼児健診・２

歳児歯科健診・３歳児健診・５歳

児健診での保護者への保健指導

児童・生徒期
○小・中学校では、たばこ、アルコール、

薬物の害についての学習機会の充実

●小・中学校での喫煙や薬物乱用等

の保健学習

青年・壮年前期

壮年後期

高齢期

（共通）

○ 健康増進法の改正により、「受動喫煙防

止」がマナーからルールへと強化された

ことも踏まえた 禁煙・防煙・飲酒・がん

予防等についての正しい情報発信、住

民・地域と一緒に取り組む受動喫煙防止

■禁煙・節煙・節酒に関する助言と介入

●工業団地管理組合での禁煙ポス

ター掲示協力

●医療専門職による保健相談 健康

意識啓発事業・特定保健指導・成

人健康相談

●各種がん検診に合わせた予防啓

発

【過去１ケ月間での受動喫煙の経験】（成人調査）

成人

あった なかった 無回答

以前から吸わない

禁煙した

毎日吸う

時々吸う

無回答 男性

女性

【喫煙の状況】（成人調査）

男性 ％

女性 ％

３歳児

８歳児

歳児

いる いない 無回答

【家庭内の喫煙者の有無】
（３歳児調査・８歳児調査・ 歳児調査）

第 部 分野別の取り組みの展開

飲酒・喫煙

（４）中間評価後の目標指標

目標指標
基準値

（ 元）

中間実績 進捗

状況

目標値（ ）

当初 修正

毎日飲酒している者の

割合 低いほど○

特定健康診査 以下 以下

成人調査 以下 以下

飲酒習慣リスクなしの割合 ↓ 以上 以上

喫煙している者の割合（成人調査）

低いほど○
以下 以下

喫煙習慣リスクなしの割合 ↓ 以上 以上

（５）今後取り組む行政施策

ライフステージ 後期計画期間で取り組む行政施策 担当課

全世代共通

○健康づくりの情報発信・提供、飲酒・喫煙による健康への影

響に関する知識の周知・啓発、健康づくりに関する計測等を

行う参加型イベント うじたわら健活フェスタ）を開催しま

す。

○飲酒や喫煙に係るメリット・デメリットについての知識を提

供します。

○町広報紙、ホームページのほか、公式 ・ など

、専用アプリ等を活用した情報提供を進めます。

健康対策課

福祉課

子育て支援課

妊娠・乳幼児期

○親子手帳交付時や新生児全家庭訪問、乳幼児健診時等におい

て、妊娠中・子育て中に喫煙する保護者に対する喫煙対策、

その家族への受動喫煙対策の指導を強化し、親子の健康増進

を図ります。

○特に妊娠期や授乳期におけるアルコールの害についての啓

発を強化します。

子育て支援課

健康対策課

児童・生徒期

○小学校では、「保健」「喫煙の害と健康」に関する単元で、喫

煙及び受動喫煙が健康に与える影響についての授業を行い

ます。

○中学校では、「がんの予防」「喫煙の害と健康」に関する単元

で、有害物質や依存症、発育・発達への影響のほか、喫煙を

勧められた際の断り方へのロールプレイング等の授業を行

います。

○小・中学校における「いのちの授業（がん教育）」で、外部講

師を招聘した飲酒・喫煙のがんへの影響の学習を行います。

学校教育課

健康対策課

第 部 分野別の取り組みの展開
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（４）中間評価後の目標指標

目標指標
基準値

（ 元）

中間実績 進捗

状況

目標値（ ）

当初 修正

毎日飲酒している者の

割合 低いほど○

特定健康診査 以下 以下

成人調査 以下 以下

飲酒習慣リスクなしの割合 ↓ 以上 以上

喫煙している者の割合（成人調査）

低いほど○
以下 以下

喫煙習慣リスクなしの割合 ↓ 以上 以上

（５）今後取り組む行政施策

ライフステージ 後期計画期間で取り組む行政施策 担当課

全世代共通

○健康づくりの情報発信・提供、飲酒・喫煙による健康への影

響に関する知識の周知・啓発、健康づくりに関する計測等を

行う参加型イベント うじたわら健活フェスタ）を開催しま

す。

○飲酒や喫煙に係るメリット・デメリットについての知識を提

供します。

○町広報紙、ホームページのほか、公式 ・ など

、専用アプリ等を活用した情報提供を進めます。

健康対策課

福祉課

子育て支援課

妊娠・乳幼児期

○親子手帳交付時や新生児全家庭訪問、乳幼児健診時等におい

て、妊娠中・子育て中に喫煙する保護者に対する喫煙対策、

その家族への受動喫煙対策の指導を強化し、親子の健康増進

を図ります。

○特に妊娠期や授乳期におけるアルコールの害についての啓

発を強化します。

子育て支援課

健康対策課

児童・生徒期

○小学校では、「保健」「喫煙の害と健康」に関する単元で、喫

煙及び受動喫煙が健康に与える影響についての授業を行い

ます。

○中学校では、「がんの予防」「喫煙の害と健康」に関する単元

で、有害物質や依存症、発育・発達への影響のほか、喫煙を

勧められた際の断り方へのロールプレイング等の授業を行

います。

○小・中学校における「いのちの授業（がん教育）」で、外部講

師を招聘した飲酒・喫煙のがんへの影響の学習を行います。

学校教育課

健康対策課

第 部 分野別の取り組みの展開

飲酒・喫煙
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【コラム 飲酒・喫煙】

喫煙はがんをはじめ、脳卒中や虚血性心疾患などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患 や

結核などの呼吸器疾患、 型糖尿病、歯周病など、多くの病気と関係しており、予防できる最

大の死因原因であることが分かっています。また飲酒も、適量であれば社会的な楽しみを提供

しますが、過度の飲酒は健康に多くのリスクをもたらします。

宇治田原町では、宇治田原工業団地管理組合のご協力のもと、企業とその社員の皆さまに禁

煙や肺がん検診受診の啓発を行っています。

ライフステージ 後期計画期間で取り組む行政施策 担当課

青年・壮年前期

壮年後期

高齢期

（共通）

○飲酒や喫煙に係るメリット・デメリットに関する情報提供を

強化します。

○子育て中に喫煙する保護者に対する禁煙対策、その家族への

受動喫煙対策の指導を強化し、子育て家庭の保護者の健康増

進を図ります。

○国保被保険者に対し、医療専門職により、飲酒や喫煙対策の

動機づけとなる保健指導を行います。

○町内事業者・企業と連携し、各種がん検診の受診勧奨と合わ

せた飲酒・喫煙対策の周知啓発を行います。

○高齢者の保健事業と介護予防等を一体的に実施する中で、高

齢者の通いの場への訪問や教室型事業により、飲酒や喫煙が

健康やフレイル等に与える影響を周知啓発します。

○高齢者を対象とする集団健康教育の中で、飲酒や喫煙につい

て学べる機会を設けます。

健康対策課

子育て支援課

社会教育課

第 部 分野別の取り組みの展開
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令和 年 令和 年 令和 年

（１）住民の行動目標

・歯と口腔の健康について、正しい知識やケアの方法を身につけましょう

・町の検診事業を活用するなど、生涯にわたり、定期的に歯科 歯周病 検診を受診しましょう

・毎食後の歯磨きを習慣化させましょう

・ゆっくりとよく噛んで食べる習慣を身につけましょう

・オーラルフレイルについて正しい知識を持ち、年齢にかかわらず、その予防に努めましょ

う

住民の現状

【むし歯の有無】

（３歳児調査・８歳児調査・ 歳児調査）

３歳児

８歳児

歳児

むし歯はない むし歯がある 無回答

・１日に２回以上歯を磨かない方が一定数あり、半数の人が歯科検診を受けていませんが、その割

合は前回調査時からはそれぞれ約１割減っています。

・歯の健康と全身の健康は密接につながっており、食生活への影響だけでなく、体全体へのリスク

を高めることを周知し、歯磨きの習慣や歯科健診の受診の啓発が求められます。

・子どもでは一定数（ 歳児では６割）が「むし歯」であり、子どものうちから食後に歯を磨く

習慣を身につけ、歯の健康を維持できるように、保護者を含め啓発していくことが求められま

す。

健診や指導を受けた

受けていない

無回答 今回調査
前回調査

【歯科健診の受診の有無】（成人調査）

朝・昼・夜の３回

朝・昼（夜）等の２回

朝等１回

時々しか磨かない

磨かない

無回答 今回調査

前回調査

【歯磨きの回数】（成人調査）

１日に２回以上歯を

磨かない ％

第 部 分野別の取り組みの展開

歯・口腔の健康

26



（１）住民の行動目標

・歯と口腔の健康について、正しい知識やケアの方法を身につけましょう

・町の検診事業を活用するなど、生涯にわたり、定期的に歯科 歯周病 検診を受診しましょう

・毎食後の歯磨きを習慣化させましょう

・ゆっくりとよく噛んで食べる習慣を身につけましょう

・オーラルフレイルについて正しい知識を持ち、年齢にかかわらず、その予防に努めましょ

う

住民の現状

【むし歯の有無】

（３歳児調査・８歳児調査・ 歳児調査）

３歳児

８歳児

歳児

むし歯はない むし歯がある 無回答

・１日に２回以上歯を磨かない方が一定数あり、半数の人が歯科検診を受けていませんが、その割

合は前回調査時からはそれぞれ約１割減っています。

・歯の健康と全身の健康は密接につながっており、食生活への影響だけでなく、体全体へのリスク

を高めることを周知し、歯磨きの習慣や歯科健診の受診の啓発が求められます。

・子どもでは一定数（ 歳児では６割）が「むし歯」であり、子どものうちから食後に歯を磨く

習慣を身につけ、歯の健康を維持できるように、保護者を含め啓発していくことが求められま

す。

健診や指導を受けた

受けていない

無回答 今回調査
前回調査

【歯科健診の受診の有無】（成人調査）

朝・昼・夜の３回

朝・昼（夜）等の２回

朝等１回

時々しか磨かない

磨かない

無回答 今回調査

前回調査

【歯磨きの回数】（成人調査）

１日に２回以上歯を

磨かない ％

第 部 分野別の取り組みの展開

歯・口腔の健康
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（２）現計画の目標と進捗

指 標
基準値
（ 元）

目標値 目標値 中間
実績

達成
状況

実績
把握年

出典等

１年間に歯科検診等を受診した者の割合

（成人調査）
以上 以上 ◎ 年度 アンケート調査

自分の歯が２０本以上あ

る者の割合（成人調査）

～ 歳 以上 以上 ◎ 年度 アンケート調査

歳以上 以上 以上 × 年度 アンケート調査

むし歯がある者の割合

３歳児調査 以下 以下 × 年度 アンケート調査

８歳児調査 以下 以下 × 年度 アンケート調査

歳児調査 以下 以下 ◎ 年度 アンケート調査

※基準値：８歳児、 歳児のみ令和２年度値

（３）現行計画 前期期間 で実施した事業

ライフステージ
○前期で掲げた行政施策の要旨

■計画未掲載だが追加した視点
実施した具体的事業 例

全世代共通
■歯と口腔の健康づくりに関する知識の

周知・啓発

●うじたわら健活フェスタ

●町広報紙への「健康のおたより」

記事掲載

妊娠・乳幼児期

○歯と口腔の健康づくりについて知識を

深め、正しい歯磨き習慣とむし歯予防に

対する知識を普及

●乳児後期健康相談

●幼児健診

●２歳児歯科健診

●３歳児健診

●保育所歯科検診

児童・生徒期

○歯と口腔の健康づくりについて知識を

深め、正しい歯磨き習慣とむし歯予防に

対する知識を普及

●小・中学校での歯の衛生等強化

月間指導 月

●小・中学校での給食後の歯磨き

指導

青年・壮年前期

壮年後期

高齢期

（共通）

○歯と口腔の健康づくりについて、周知啓

発

●輝齢者しゃんしゃん教室 高齢

者の保健事業と介護予防等の一

体的実施事業

（４）中間評価後の目標指標

目標指標
基準値

（ 元）

中間実績 進捗

状況

目標値（ ）

当初 修正

１年間に歯科検診等を受診した者の割

合（成人調査）
↑ 以上 以上

自分の歯が２０本以上

ある者の割合（成人調

査）

～ 歳 ↑ 以上 以上

歳以上 ↓ 以上 以上

むし歯がある者の割合

低いほど○

３歳児調査 ↓ 以下 以下

８歳児調査 ↓ 以下 以下

歳児調査 ↑ 以下 以下
※基準値：８歳児・ 歳児調査のみ令和２年度値

第 部 分野別の取り組みの展開

歯・口腔の健康

（５）今後取り組む行政施策

ライフステージ 後期計画期間で取り組む行政施策 担当課

全世代共通

○健康づくりの情報発信・提供、健康づくりに関する計測等

を行う参加型イベント（うじたわら健活フェスタ）を開催

します。

○歯と口腔の健康についての知識を提供します。

○町広報紙、ホームページのほか、公式 ・ な

ど 、専用アプリ等を活用した情報提供を進めます。

健康対策課

福祉課

子育て支援課

妊娠・乳幼児期

○妊婦が歯科医療機関で歯科 歯周病 健診を受診できる支

援制度 妊婦歯科健康診査 を開始します。

○乳幼児健診や、保育所での歯科健診と指導を進めます。

○歯と口腔の健康づくりについて知識を深め、正しい歯磨き

習慣とむし歯予防に対する知識を普及します。

子育て支援課

児童・生徒期

○歯の衛生等強化月間（ 月）の歯科指導を進めます。

○歯と口腔の健康づくりについて知識を深め、正しい歯磨き

習慣とむし歯予防に対する知識を普及します。

子育て支援課

学校教育課

青年・壮年前期

壮年後期

高齢期

（共通）

○節目年齢の成人が歯科医療機関で歯科 歯周病 健診を受

診できる支援制度 成人歯周病検診 を開始します。

○歯と口腔の健康づくりについて知識を深め、正しい歯磨き

習慣とむし歯予防に対する知識を普及します。

○高齢者の保健事業と介護予防等を一体的に実施する中で、

高齢者の通いの場への訪問や教室型事業により、オーラル

フレイル予防の周知・指導など、口腔面から介護予防を推

進します。

健康対策課

福祉課

第 部 分野別の取り組みの展開
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（５）今後取り組む行政施策

ライフステージ 後期計画期間で取り組む行政施策 担当課

全世代共通

○健康づくりの情報発信・提供、健康づくりに関する計測等

を行う参加型イベント（うじたわら健活フェスタ）を開催

します。

○歯と口腔の健康についての知識を提供します。

○町広報紙、ホームページのほか、公式 ・ な

ど 、専用アプリ等を活用した情報提供を進めます。

健康対策課

福祉課

子育て支援課

妊娠・乳幼児期

○妊婦が歯科医療機関で歯科 歯周病 健診を受診できる支

援制度 妊婦歯科健康診査 を開始します。

○乳幼児健診や、保育所での歯科健診と指導を進めます。

○歯と口腔の健康づくりについて知識を深め、正しい歯磨き

習慣とむし歯予防に対する知識を普及します。

子育て支援課

児童・生徒期

○歯の衛生等強化月間（ 月）の歯科指導を進めます。

○歯と口腔の健康づくりについて知識を深め、正しい歯磨き

習慣とむし歯予防に対する知識を普及します。

子育て支援課

学校教育課

青年・壮年前期

壮年後期

高齢期

（共通）

○節目年齢の成人が歯科医療機関で歯科 歯周病 健診を受

診できる支援制度 成人歯周病検診 を開始します。

○歯と口腔の健康づくりについて知識を深め、正しい歯磨き

習慣とむし歯予防に対する知識を普及します。

○高齢者の保健事業と介護予防等を一体的に実施する中で、

高齢者の通いの場への訪問や教室型事業により、オーラル

フレイル予防の周知・指導など、口腔面から介護予防を推

進します。

健康対策課

福祉課

第 部 分野別の取り組みの展開

歯・口腔の健康
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第 部 分野別の取り組みの展開

歯・口腔の健康

【コラム 口腔機能の低下が健康に及ぼす影響】

口腔機能は、食事やコミュニケーションにおいて重要な役割を果たし、健康的な生活を維

持するために不可欠です。口腔機能が低下すると食べられる食物の種類や量が制限されるの

で、栄養のバランスがとりにくくなり、食事の質が悪くなるため、免疫や代謝といった機能

の低下から病気にかかりやすく、治りにくくなります。

他にも、食事や会話に支障をきたすと、対人関係に困難を感じるようになり外出や外食を

しなくなったりして、社会とのつながりが減少することや、口の周りの筋肉が少なくなり動

きも悪くなると、容姿や表情が損なわれ、コミュニケーション能力が低下し閉じこもりがち

にあることで、寝たきりや認知機能低下のリスクが増加することが挙げられます。

宇治田原町では、乳幼児期の歯科健康診査や集団健康教育で歯科保健の周知・啓発を実施

しており、令和８年度からは新たに妊婦歯科健康診査と成人歯周病検診を実施し、口腔機能

低下の周病等の口腔機能を低下させる疾患の早期発見・早期治療に努めます。

輝齢者しゃんしゃん教室の様子

（オーラルフレイル講座）
健活フェスタでの歯科保健教室の様子

（１）住民の行動目標

・地域の「通いの場」（体操教室、サロン、趣味の会など）に参加しましょう

・地域ボランティアや町内会などの社会活動に積極的に参加しましょう

・孤立しない、安心・安全な生活を維持するために、行政機関等や地域住民が開設するつな

がりの場や事業を活用しましょう

住民の現状

【社会的なつながり（仕事以外）の有無】（成人調査）

（２）現計画の目標と進捗

指 標
基準値
（ 元）

目標値 目標値 中間
実績

達成
状況

実績
把握年

出典等

社会的つながりがある者の割合（成人調査） 以上 以上 〇 年度 アンケート調査

フレイル（社会参加）兆候ありの者の割合

（成人調査）
以下 以下 × 年度 アンケート調査

今回調査

前回調査

社会的つながりを持っている 社会的つながりを持っていない 無回答

・アンケート調査等では、仕事以外での「社会的なつながりの有無」では、「つながりを持ってい

る」が８割弱あるものの、「つながりを持っていない」が２割弱あります。

・各年代において他者や地域とのつながりがあることは、自らの健康を自らつくるためのベースと

もなります。このため、健康づくりにおいて地域のつながりは、非常に重要な観点です。

・また、フレイル予防における「社会参加」の要素としても重要視されており、お互いに心配し、

気遣える関係性の中で、ともに支え合える仲間づくりと、そうした住民どうしの取り組みを支援

することが求められます。

第 部 分野別の取り組みの展開

地域のつながり
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（１）住民の行動目標

・地域の「通いの場」（体操教室、サロン、趣味の会など）に参加しましょう

・地域ボランティアや町内会などの社会活動に積極的に参加しましょう

・孤立しない、安心・安全な生活を維持するために、行政機関等や地域住民が開設するつな

がりの場や事業を活用しましょう

住民の現状

【社会的なつながり（仕事以外）の有無】（成人調査）

（２）現計画の目標と進捗

指 標
基準値
（ 元）

目標値 目標値 中間
実績

達成
状況

実績
把握年

出典等

社会的つながりがある者の割合（成人調査） 以上 以上 〇 年度 アンケート調査

フレイル（社会参加）兆候ありの者の割合

（成人調査）
以下 以下 × 年度 アンケート調査

今回調査

前回調査

社会的つながりを持っている 社会的つながりを持っていない 無回答

・アンケート調査等では、仕事以外での「社会的なつながりの有無」では、「つながりを持ってい

る」が８割弱あるものの、「つながりを持っていない」が２割弱あります。

・各年代において他者や地域とのつながりがあることは、自らの健康を自らつくるためのベースと

もなります。このため、健康づくりにおいて地域のつながりは、非常に重要な観点です。

・また、フレイル予防における「社会参加」の要素としても重要視されており、お互いに心配し、

気遣える関係性の中で、ともに支え合える仲間づくりと、そうした住民どうしの取り組みを支援

することが求められます。

第 部 分野別の取り組みの展開

地域のつながり
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（３）現行計画 前期期間 で実施した事業

ライフステージ
○前期で掲げた行政施策の要旨

■計画未掲載だが追加した視点
実施した具体的事業 例

全世代共通

■日常的な見守りから、緊急時に

も役立つ孤立させない関係づく

りの支援

●民生委員による「うじたわら安

心のボトル」整備事業の啓発・

推進

妊娠・乳幼児期

■のびのびとした育ちを支援し、子

育て世帯を応援する繋がりをめ

ざした取り組みの支援

●民生委員・児童委員による「みん

なおいでよ 遊びの広場」・１歳お

めでとう訪問・ひとり親ふれあい

訪問の実施

●あそびの広場・おでかけ広場（地

域子育て支援センター）

●こんにちは赤ちゃん絵本事業

壮年後期

高齢期

○身近な地域で健康づくりの取り

組みを実施・継続できるリーダー

育成・仲間づくり

○各地区の公民館等での介護予防

事業・認知症カフェの実施、地域

でのウォーキング事業など、地域

の社会資源を有効利用し、身近な

場所での事業実施

■高齢者を見守り、孤立させない環

境・関係づくりの取り組みの支援

と実践

●一般介護予防事業（元気はつらつ

若返り塾・おやじエクササイズ）

●愛茶カフェ事業

●おたっしゃ訪問

●うじたわら ・筋・ 事業（ノ

ルディックウォーキング講座、筋

活教室）

●民生委員による独居高齢者訪問・

特別配食 おせち料理 サービスの

実施

（４）中間評価後の目標指標

目標指標
基準値

（ 元）

中間実績 進捗

状況

目標値（ ）

当初 修正

社会的つながりがある者の割合（成人

調査）
以上 以上

フレイル（社会参加）兆候ありの者の割

合（成人調査） 低いほど○
↓ 以下 以下

第 部 分野別の取り組みの展開

地域のつながり

（５）今後取り組む行政施策

ライフステージ 後期計画期間で取り組む行政施策 担当課

全世代共通

○健康づくりの情報発信・提供、健康づくりに関する計測等

を行う参加型イベント（うじたわら健活フェスタ）を開催

します。

〇地域で見守り、孤立しない安心・安全な環境・関係づくりを

めざす地域活動を支援します

○町広報紙、ホームページのほか、公式 ・ な

ど 、専用アプリ等を活用した情報提供を進めます。

○各地区での自主的な地域活動を支援します。

全課

妊娠・乳幼児期

児童・生徒期

〇のびのびとした育ちを支援するために、子育て世帯を支援す

る事業を実施するとともに、地域活動を支援します。

○子育て支援センターにおいて子育て家庭が気軽に相談・交流

できる場の提供や、親子・地域の方が参加できる講座を開催

するほか、地域の公民館等での子育て家庭どうしや子育て家

庭と地域住民との交流の場を設けます。

○こども家庭センターが核となり、地域資源の把握・開拓と関

係機関間の連携強化を進め、妊産婦・子育て家庭・児童のつ

ながりづくりと相談支援体制を強化します。

子育て支援課

福祉課

社会教育課

壮年前期・後期

高齢期

○身近な地域で健康づくりの取り組みを実施・継続できるリー

ダー育成・仲間づくりを支援します。

○健康づくりや生活習慣改善のための参加型の各種講座・教室

において、個人が健康づくりに取り組むきっかけを作り、そ

の輪が住民の自助グループ等へつながるよう支援します。

○各地区の公民館等での介護予防事業の実施や地域住民に

よる愛茶カフェ 認知症カフェ など、高齢者の身近な場所

で、地域資源を活用したつながりの場を設けます。

○地域住民が、高齢者を見守り支えあえる、孤立させない関わ

りを築く取り組みを支援します。

健康対策課

福祉課

社会教育課

第 部 分野別の取り組みの展開

地域のつながり

32



（５）今後取り組む行政施策

ライフステージ 後期計画期間で取り組む行政施策 担当課

全世代共通

○健康づくりの情報発信・提供、健康づくりに関する計測等

を行う参加型イベント（うじたわら健活フェスタ）を開催

します。

〇地域で見守り、孤立しない安心・安全な環境・関係づくりを

めざす地域活動を支援します

○町広報紙、ホームページのほか、公式 ・ な

ど 、専用アプリ等を活用した情報提供を進めます。

○各地区での自主的な地域活動を支援します。

全課

妊娠・乳幼児期

児童・生徒期

〇のびのびとした育ちを支援するために、子育て世帯を支援す

る事業を実施するとともに、地域活動を支援します。

○子育て支援センターにおいて子育て家庭が気軽に相談・交流

できる場の提供や、親子・地域の方が参加できる講座を開催

するほか、地域の公民館等での子育て家庭どうしや子育て家

庭と地域住民との交流の場を設けます。

○こども家庭センターが核となり、地域資源の把握・開拓と関

係機関間の連携強化を進め、妊産婦・子育て家庭・児童のつ

ながりづくりと相談支援体制を強化します。

子育て支援課

福祉課

社会教育課

壮年前期・後期

高齢期

○身近な地域で健康づくりの取り組みを実施・継続できるリー

ダー育成・仲間づくりを支援します。

○健康づくりや生活習慣改善のための参加型の各種講座・教室

において、個人が健康づくりに取り組むきっかけを作り、そ

の輪が住民の自助グループ等へつながるよう支援します。

○各地区の公民館等での介護予防事業の実施や地域住民に

よる愛茶カフェ 認知症カフェ など、高齢者の身近な場所

で、地域資源を活用したつながりの場を設けます。

○地域住民が、高齢者を見守り支えあえる、孤立させない関わ

りを築く取り組みを支援します。

健康対策課

福祉課

社会教育課

第 部 分野別の取り組みの展開

地域のつながり
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【コラム 地域のつながり】

民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱され、地域住民の身近な相談相手として、

また支援へのつなぎ役として、担当地区の高齢者や障がいのある方がいる世帯の他、児童、

妊産婦、ひとり親家庭などの状況把握につとめ、支援が必要な方への相談支援やニーズに応

じた福祉サービスなどの情報提供、また行政等へつなぐことで課題解決の支援を行う、無報

酬の非常勤特別職の地方公務員です。

宇治田原町民生児童委員協議会では他に、「うじたわら安心のボトル」整備事業や児童虐

待未然防止活動の啓発・推進、宇治田原町特別支援教育研究会が主催するイベントへの参加

協力など多岐にわたる活動をしており、宇治田原町も民生委員・児童委員の活動を支援する

ことで、地域のつながり強化や地域の活性化に寄与しています。

第 部 分野別の取り組みの展開

地域のつながり

【コラム 来て･見て・知って・役に立つ うじたわら健活フェスタ】

令和 年度から、全てのライフステージの方々を対象として、町で実施している各種検 健

診・保健事業を一斉に周知・啓発するとともに、健康に関する様々な情報の提供や各種身体

計測・ストレスチェック、ニュースポーツなどの体験、子ども向けワークショップやゆるキャ

ラショーなど、子どもから高齢者まで楽しめる健康づくりのイベント“うじたわら健活フェ

スタ”を実施しています。

このイベントの目的は、健康に関する情報が溢れている昨今、“自分に合った健康づくり”

とは何かを考え、実践に繋げていくというヘルスリテラシーの向上を目指すことです。ライ

フステージの垣根を超えたライフコースアプローチの視点で、健康も生活習慣病も自身の人

生の軌跡が大きく影響するということ、だからこそ 人 人に合った健康づくりへのアプ

ローチがいかに重要であるかを参加者にお伝えする機会となっています。

申込不要で無料で参加できる機会のため、お気軽に来場していただけます。この機会に健

康づくりに少しでも興味をもっていただき、健康増進をもっと身近に、もっと楽しくにつな

げ、参加者の健康づくりへの関心と意欲の向上を図ります。

令和 年度 健活フェスタ 令和 年度 健活フェスタ

第 部 分野別の取り組みの展開

地域のつながり
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【コラム 地域のつながり】

民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱され、地域住民の身近な相談相手として、

また支援へのつなぎ役として、担当地区の高齢者や障がいのある方がいる世帯の他、児童、

妊産婦、ひとり親家庭などの状況把握につとめ、支援が必要な方への相談支援やニーズに応

じた福祉サービスなどの情報提供、また行政等へつなぐことで課題解決の支援を行う、無報

酬の非常勤特別職の地方公務員です。

宇治田原町民生児童委員協議会では他に、「うじたわら安心のボトル」整備事業や児童虐

待未然防止活動の啓発・推進、宇治田原町特別支援教育研究会が主催するイベントへの参加

協力など多岐にわたる活動をしており、宇治田原町も民生委員・児童委員の活動を支援する

ことで、地域のつながり強化や地域の活性化に寄与しています。

第 部 分野別の取り組みの展開

地域のつながり

【コラム 来て･見て・知って・役に立つ うじたわら健活フェスタ】

令和 年度から、全てのライフステージの方々を対象として、町で実施している各種検 健

診・保健事業を一斉に周知・啓発するとともに、健康に関する様々な情報の提供や各種身体

計測・ストレスチェック、ニュースポーツなどの体験、子ども向けワークショップやゆるキャ

ラショーなど、子どもから高齢者まで楽しめる健康づくりのイベント“うじたわら健活フェ

スタ”を実施しています。

このイベントの目的は、健康に関する情報が溢れている昨今、“自分に合った健康づくり”

とは何かを考え、実践に繋げていくというヘルスリテラシーの向上を目指すことです。ライ

フステージの垣根を超えたライフコースアプローチの視点で、健康も生活習慣病も自身の人

生の軌跡が大きく影響するということ、だからこそ 人 人に合った健康づくりへのアプ

ローチがいかに重要であるかを参加者にお伝えする機会となっています。

申込不要で無料で参加できる機会のため、お気軽に来場していただけます。この機会に健

康づくりに少しでも興味をもっていただき、健康増進をもっと身近に、もっと楽しくにつな

げ、参加者の健康づくりへの関心と意欲の向上を図ります。

令和 年度 健活フェスタ 令和 年度 健活フェスタ

第 部 分野別の取り組みの展開

地域のつながり
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（１）住民の行動目標

・幅広い世代で“予防”の視点と関心を持ちましょう

・“自然と健康になっている”方法をストレスなく選択できる、自分にあった生活習慣を見つ

けましょう

・家族で声をかけあい、１年に１回は検 健 診を受診し、自分の身体の状態を知って健康管

理に努めましょう

・がんを予防する生活習慣について正しい知識を持ちましょう

・感染症や疾病の重症化・まん延を予防するために必要な予防接種を知りましょう

住民の現状

【がん検診受診率（大腸がん）】 【がん検診受診率（胃がん、肺がん、大腸がん）】

【実績と目標】 【宇治田原町、京都府、全国】

【特定健診受診率の推移】

・がん検診受診率では、中間実績（ ）は基準値（ 元）に対して低く、目標値（ 、 ）を大き

く下回っています。また、「胃がん」「肺がん」「大腸がん」の検診受診率は、全国値を下回ってい

ます。

・死亡の主要死因の第１位は「悪性新生物（がん）」が突出して高いことから、早期発見が可能とな

るよう、がん検診受診向上のための取り組みが求められます。

・国保被保険者に対する特定健診の受診率は、全国・京都府と比較し非常に高い率を維持していま

す。

・生活習慣病リスク保有者では、肥満・脂質・血糖で京都府よりリスクが高いため、生活習慣病予

防・重症化予防のための支援が重要です。

基準値（ 元） 目標値 中間実績 目標値

胃がん 肺がん 大腸がん

宇治田原町 京都府 全国

第 部 分野別の取り組みの展開

疾病・がん

特定健康診査受診率の推移

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

宇治田原町 京都府 同規模自治体 全国

コロナ禍の影響あり

【特定保健指導実施率の推移】

【生活習慣病リスク保有者の割合（割合が低いほど評価）（令和６年（ ）】

（２）現計画の目標と進捗

指 標
基準値
（ 元）

目標値 目標値 中間
実績

達成
状況

実績
把握年

出典等

特定健康診査の受診率（特定健康診査） 以上 以上 × 年度 特定健康診査

がん検診受診率（地域保

健・健康増進事業報告）

胃がん検診 ％増 ％以上 × 年度
地域保健・健康

増進事業報告

肺がん検診 ％増 ％以上 × 年度
地域保健・健康

増進事業報告

大腸がん検診 ％増 ％以上 × 年度
地域保健・健康

増進事業報告

子宮頸がん検診 ％増 ％以上 △ 年度
地域保健・健康

増進事業報告

乳がん検診 ％増 ％以上 △ 年度
地域保健・健康

増進事業報告

内臓脂肪症候群及び内臓脂肪症候群予備群

の者の割合（特定健康診査）
以下 以下 × 年度 特定健康診査

脂質異常で受診勧奨値に達している者の割

合（特定健康診査）
以下 以下 〇 年度 特定健康診査

血圧が高く受診勧奨値に達している者の割

合（特定健康診査）
以下 以下 ◎ 年度 特定健康診査

肥満（ 以上）の者の割合（成人調査） 以下 以下 △ 年度 アンケート調査

※基準値：特定健康診査、地域保健・健康増進事業報告は平成 年度値

第 部 分野別の取り組みの展開

疾病・がん

特定保健指導実施率の推移

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

宇治田原町 京都府 同規模自治体 全国

コロナ禍の影響あり

肥満リスク 血圧リスク 肝機能リスク 脂質リスク 血糖リスク

宇治田原町 京都府
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【特定保健指導実施率の推移】

【生活習慣病リスク保有者の割合（割合が低いほど評価）（令和６年（ ）】

（２）現計画の目標と進捗

指 標
基準値
（ 元）

目標値 目標値 中間
実績

達成
状況

実績
把握年

出典等

特定健康診査の受診率（特定健康診査） 以上 以上 × 年度 特定健康診査

がん検診受診率（地域保

健・健康増進事業報告）

胃がん検診 ％増 ％以上 × 年度
地域保健・健康

増進事業報告

肺がん検診 ％増 ％以上 × 年度
地域保健・健康

増進事業報告

大腸がん検診 ％増 ％以上 × 年度
地域保健・健康

増進事業報告

子宮頸がん検診 ％増 ％以上 △ 年度
地域保健・健康

増進事業報告

乳がん検診 ％増 ％以上 △ 年度
地域保健・健康

増進事業報告

内臓脂肪症候群及び内臓脂肪症候群予備群

の者の割合（特定健康診査）
以下 以下 × 年度 特定健康診査

脂質異常で受診勧奨値に達している者の割

合（特定健康診査）
以下 以下 〇 年度 特定健康診査

血圧が高く受診勧奨値に達している者の割

合（特定健康診査）
以下 以下 ◎ 年度 特定健康診査

肥満（ 以上）の者の割合（成人調査） 以下 以下 △ 年度 アンケート調査

※基準値：特定健康診査、地域保健・健康増進事業報告は平成 年度値

第 部 分野別の取り組みの展開

疾病・がん

特定保健指導実施率の推移

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

宇治田原町 京都府 同規模自治体 全国

コロナ禍の影響あり

肥満リスク 血圧リスク 肝機能リスク 脂質リスク 血糖リスク

宇治田原町 京都府
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（３）現行計画 前期期間 で実施した事業

ライフステージ
○前期で掲げた行政施策の要旨

■計画未掲載だが追加した視点
実施した具体的事業 例

全世代共通

○各種感染症や認知症、疾病などについて

の正しい知識の啓発

■町で実施する、各種感染症や疾病等に関

連する事業の周知

●「うじたわら健活フェスタ」

●町広報紙への「健康のおたよ

り」記事掲載

●「各種検 健）診・保健事業のお

知らせ」の配布

●各種予防接種 定期接種・特例

臨時接種 の実施

妊娠・乳幼児期

○体験型教室の追加等、よりわかりやすい

健診や相談

■乳幼児期の健診実施によるスクリーニ

ング

○感染症の発生及びまん延を防止するた

めの各種予防接種

●「あそびの広場」「おでかけ広

場」地域子育て支援センター

●乳児健診

●乳児後期健康相談

●幼児健診

●３歳児健診

●保育所保健だよりの発行、乳幼

児の感染症予防等の啓発

児童・生徒期
■小・中学校での各種がん検診の周知・啓

発

●小・中学校での「いのちの授業」

●小・中学校での各種がん検診チ

ラシの配布

青年・壮年前期

○生活習慣病予防や早期発見のための各

種検 健 診や健康教室の充実

○健診や健康教室等を通じた行動変容に

つながる機会づくりと相談体制整備

○各種検 健 診の周知徹底と受診しやす

い体制整備、パソコン・スマートフォン

等の情報端末による周知

■働く世代に向けた、がん予防と早期発見

のためのがん検診の周知・啓発

●うじたわら ・筋・ 事業

の実施 ノルディックウォーキ

ング講座・筋活教室

●医療専門職による保健相談 健

康意識啓発事業・特定保健指

導・成人健康相談

●工業団地企業での各種がん検

診の周知

壮年後期

○特定健康診査や各種がん検診などの受

診率向上

○保健指導等の充実と相談体制整備

○各種検 健 診の周知徹底と受診しやす

い体制整備、パソコン・スマートフォン

等の情報端末による周知

●医療専門職による保健相談 健

康意識啓発事業・特定保健指

導・成人健康相談

●特定健診や一部のがん検診で

の個別受診勧奨通知の送付

●まちづくり出前講座

高齢期

○高齢者にわかりやすい健診や保健事業

の広報による保健事業の活用推進

○生活習慣病の予防改善のための医療・健

康情報を高齢者一人ひとりに届ける創

意工夫

○元気はつらつ若返り塾、おやじエクササ

イズ、元気アップ教室など身近な地域か

らの予防促進

■健診未受診者等の健康状態把握と受診

勧奨を目的とした保健指導の実施

●おたっしゃ訪問

●一般介護予防教室

●愛茶カフェ・やすらぎカフェ

●健幸測定会

●まちづくり出前講座●高齢者

の保健事業と介護予防の一体

的な実施事業 身近な通いの場

でのポピュレーションアプ

ローチ、健康状態不明者・低栄

養者に対するハイリスクアプ

ローチ

第 部 分野別の取り組みの展開

疾病・がん

（４）中間評価後の目標指標

目標指標
基準値

（ 元）

中間実績 進捗

状況

目標値（ ）

当初 修正

特定健康診査の受診率（特定健康

診査）
％以上 ％以上

がん検診受診率

（地域保健・健康

増進事業報告）

※①･②

胃がん検診 ％以上 ％以上

肺がん検診 ％以上 ％以上

大腸がん検診 ％以上 ％以上

子宮頸がん検診 ％以上 ％以上

乳がん検診 ％以上 ％以上

内臓脂肪症候群及び内臓脂肪症候

群予備群の者の割合（特定健康診

査） 低いほど○
↓ 以下 以下

脂質異常で受診勧奨値に達してい

る者の割合（特定健康診査）

低いほど○
以下 以下

血圧が高く受診勧奨値に達してい

る者の割合（特定健康診査）

低いほど○
以下 ↑ 以下 以下

肥満（ 以上）の者の割合（成

人調査）
以下 以下 以下

※基準値：特定健康診査、地域保健・健康増進事業報告は平成 年度値

※①基準値・中間実績：がん検診の受診率は、 歳以上の住民のうち、町が 月に行う集団がん検診の受診

者数から算出している。そのため、職場等の健診で受診している方や、かかりつけの医療機関で受診してい

る方などの数値（「職域等がん検診情報」）については、件数に含んでいない。なお、集団がん検診以外の受

診者数については、国が示す「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に基づき、「職域等

がん検診情報」を把握するための取り組みを行い、実績値を修正する可能性がある。

②目標値：『健康日本２１（第三次）』における目標値である『 ％以上』を採用し、見直しを行った。

（５）今後取り組む行政施策

ライフステージ 後期計画期間で取り組む行政施策 担当課

全世代共通

○健康づくりの情報発信・提供、各種 検 診受診や疾病予防

に関する周知・啓発、健康づくりに関する計測等を行う参

加型イベント（うじたわら健活フェスタ）を開催します。

○ＫＤＢ 国保データベース のデータを活用し、医療・介護

等の情報を定量的に分析し、必要なサービス・医療等につ

なげます。

○各種感染症や、様々な疾病についての正しい知識の啓発を

進めます。

○町広報紙、ホームページのほか、公式 ・ な

ど 、専用アプリ等を活用した情報提供を進めます。

〇町で実施する、各種感染症や疾病予防等に関連する事業を

分かりやすく周知します。

健康対策課

子育て支援課

福祉課

第 部 分野別の取り組みの展開

疾病・がん
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（４）中間評価後の目標指標

目標指標
基準値

（ 元）

中間実績 進捗

状況

目標値（ ）

当初 修正

特定健康診査の受診率（特定健康

診査）
％以上 ％以上

がん検診受診率

（地域保健・健康

増進事業報告）

※①･②

胃がん検診 ％以上 ％以上

肺がん検診 ％以上 ％以上

大腸がん検診 ％以上 ％以上

子宮頸がん検診 ％以上 ％以上

乳がん検診 ％以上 ％以上

内臓脂肪症候群及び内臓脂肪症候

群予備群の者の割合（特定健康診

査） 低いほど○
↓ 以下 以下

脂質異常で受診勧奨値に達してい

る者の割合（特定健康診査）

低いほど○
以下 以下

血圧が高く受診勧奨値に達してい

る者の割合（特定健康診査）

低いほど○
以下 ↑ 以下 以下

肥満（ 以上）の者の割合（成

人調査）
以下 以下 以下

※基準値：特定健康診査、地域保健・健康増進事業報告は平成 年度値

※①基準値・中間実績：がん検診の受診率は、 歳以上の住民のうち、町が 月に行う集団がん検診の受診

者数から算出している。そのため、職場等の健診で受診している方や、かかりつけの医療機関で受診してい

る方などの数値（「職域等がん検診情報」）については、件数に含んでいない。なお、集団がん検診以外の受

診者数については、国が示す「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に基づき、「職域等

がん検診情報」を把握するための取り組みを行い、実績値を修正する可能性がある。

②目標値：『健康日本２１（第三次）』における目標値である『 ％以上』を採用し、見直しを行った。

（５）今後取り組む行政施策

ライフステージ 後期計画期間で取り組む行政施策 担当課

全世代共通

○健康づくりの情報発信・提供、各種 検 診受診や疾病予防

に関する周知・啓発、健康づくりに関する計測等を行う参

加型イベント（うじたわら健活フェスタ）を開催します。

○ＫＤＢ 国保データベース のデータを活用し、医療・介護

等の情報を定量的に分析し、必要なサービス・医療等につ

なげます。

○各種感染症や、様々な疾病についての正しい知識の啓発を

進めます。

○町広報紙、ホームページのほか、公式 ・ な

ど 、専用アプリ等を活用した情報提供を進めます。

〇町で実施する、各種感染症や疾病予防等に関連する事業を

分かりやすく周知します。

健康対策課

子育て支援課

福祉課

第 部 分野別の取り組みの展開

疾病・がん

39



ライフステージ 後期計画期間で取り組む行政施策 担当課

妊娠・乳幼児期

○参加・体験型の健診や相談、教室を継続して実施します。

○乳幼児の健康の保持増進を図るため、乳幼児への健康診査

と保健・栄養指導を実施し、疾病等の早期発見と適切な医

療につなぐためのスクリーニングを行うとともに、実施後

の着実なフォローにつなげます。

○感染症の発生及びまん延を防止するために、乳幼児への各

種予防接種を実施します。

子育て支援課

児童・生徒期

○小・中学校の授業における「いのちの授業 がん教育 」で、

外部講師を招聘したがんの予防や検診の重要性に関する

学習と周知を進めるなど、若い世代に対して疾病予防の関

心を高める取り組みを行います。

○感染症の発生及びまん延を防止するために児童期の各種

予防接種を実施します。

学校教育課

健康対策課

子育て支援課

青年・壮年前期

壮年後期 共通

○子育て家庭のための託児体制を整えるなど、受診しやすい

検 健 診の環境をつくります。

○被用者保険の被保険者を含む全住民に対して、がん検診の

受診状況の調査と把握を進めます。

○町内の事業者・企業と連携し、各種がん検診の周知啓発と

受診勧奨を行います。

〇糖尿病罹患の恐れがある方等に対して、早期に適切な受診

勧奨を行うとともに、重症化予防のための保健指導を実施します。

〇生活習慣を起因とする各種疾病に対し、予防、早期発見・

早期治療につなげることを目的に、希望者への保健指導を

実施し、重症化と医療費の抑制につなげます。

○国保被保険者の健康の維持・増進を図るため、疾病の早期

発見・早期治療と生活習慣病に着目した特定健康診査及び

特定保健指導を実施します。

健康対策課

青年・壮年前期

壮年後期

高齢期 共通

○各種健康づくり・生活習慣改善のための参加型講座・教室

の開催のほか、地域に出向いた健康講座・相談を実施する

ことで、住民が健康や疾病予防について気軽に相談でき、

行動変容につながるような機会をつくります。

○各種検 健 診の種類に応じて、住民一人ひとりの経年的な

受診状況に応じた受診勧奨を行います。

○各種検 健 診の種類に応じ、公共交通担当部署とも連携し

つつ、健 検 診を受けやすい体制・環境づくりを進めます。

○各種感染症や疾病の重症化・まん延を予防するため、成人・

高齢者を対象とした予防接種を実施します。

健康対策課

まちづくり推進課

高齢期

○後期高齢者医療被保険者の健康の維持・増進を図るため、

疾病の早期発見・早期治療と生活習慣病に着目した健康診

査を実施します。

〇高齢者の保健事業と介護予防等を一体的に実施する中で、

高齢者 歳以上対象 へのハイリスクアプローチとして、

健康状態が把握できない者に対して、必要時に速やかな介

入ができるように保健指導を行います。

○高齢者の通いの場への訪問や教室型事業により、疾病予防

や各種検 健 診、予防接種等の周知・指導を推進します。

健康対策課

福祉課

【コラム 疾病・がん、生活習慣の乱れに気をつけて！】

生活習慣病とは、食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が、発症・進行に

関与する疾患であり、がんや心疾患、脳血管疾患などの病気が含まれます。

生活習慣病の範囲に関しては、以下に例示するような、生活習慣病と疾病の関連が明らか

になっているものが含まれます。

食 習 慣 ２型糖尿病、肥満、高脂血症 家族性のものを除く 、高尿酸血症、循環

器病 先天性のものを除く 、大腸がん 家族性のものを除く 、歯周病等

運動習慣 ２型糖尿病、肥満、高脂血症 家族性のものを除く 、高血圧症等

喫 煙 肺がん、循環器病 先天性のものを除く 、慢性気管支炎、肺気腫、歯周

病等

飲 酒 アルコール性肝疾患等

【生活習慣病の発生機序】

第 部 分野別の取り組みの展開

疾病・がん

生活習慣の乱れ 生活習慣病の発症・重症化 循環器病の発症 日常生活における支障

健康寿命の短縮

・食生活の乱れ

・身体活動量の不足

・運動不足

・喫煙

・過度の飲酒

・ストレス など

・肥満症

・糖尿病

・高血圧症

・脂質異常症 など

・虚血性心疾患

心筋梗塞・狭心症 等

・脳卒中

脳出血・脳梗塞 等

・糖尿病の合併症

失明・人工透析 等 など

・半身の麻痺

・言語障害

・認知症 など

【生活習慣病を予防のために出来ること】

・適度な運動を

・栄養バランスのとれた食事

・睡眠、休養をとる

・節酒、禁酒

・禁煙

・健診の受診

特定健康診査を受診しましょう！

特定健康診査は、生活習慣病予防のために 歳～

歳の対象者の方に行う、メタボリックシンド

ロームに着目した健診です。健診の結果、生活習慣

病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活

習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、専

門スタッフ 保健師・看護師・管理栄養士などが 生

活を見直すサポートをします。

40



【コラム 疾病・がん、生活習慣の乱れに気をつけて！】

生活習慣病とは、食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が、発症・進行に

関与する疾患であり、がんや心疾患、脳血管疾患などの病気が含まれます。

生活習慣病の範囲に関しては、以下に例示するような、生活習慣病と疾病の関連が明らか

になっているものが含まれます。

食 習 慣 ２型糖尿病、肥満、高脂血症 家族性のものを除く 、高尿酸血症、循環

器病 先天性のものを除く 、大腸がん 家族性のものを除く 、歯周病等

運動習慣 ２型糖尿病、肥満、高脂血症 家族性のものを除く 、高血圧症等

喫 煙 肺がん、循環器病 先天性のものを除く 、慢性気管支炎、肺気腫、歯周

病等

飲 酒 アルコール性肝疾患等

【生活習慣病の発生機序】

第 部 分野別の取り組みの展開

疾病・がん

生活習慣の乱れ 生活習慣病の発症・重症化 循環器病の発症 日常生活における支障

健康寿命の短縮

・食生活の乱れ

・身体活動量の不足

・運動不足

・喫煙

・過度の飲酒

・ストレス など

・肥満症

・糖尿病

・高血圧症

・脂質異常症 など

・虚血性心疾患

心筋梗塞・狭心症 等

・脳卒中

脳出血・脳梗塞 等

・糖尿病の合併症

失明・人工透析 等 など

・半身の麻痺

・言語障害

・認知症 など

【生活習慣病を予防のために出来ること】

・適度な運動を

・栄養バランスのとれた食事

・睡眠、休養をとる

・節酒、禁酒

・禁煙

・健診の受診

特定健康診査を受診しましょう！

特定健康診査は、生活習慣病予防のために 歳～

歳の対象者の方に行う、メタボリックシンド

ロームに着目した健診です。健診の結果、生活習慣

病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活

習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、専

門スタッフ 保健師・看護師・管理栄養士などが 生

活を見直すサポートをします。
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第 部 分野別の取り組みの展開

疾病・がん

第 部 分野別の取り組みの展開

疾病・がん

【コラム 予防接種ってなに？】

予防接種は、ご存じのとおり「病気になるのを防ぐために打つ注射」のことです。

普段はあまり深く考える機会はないので、少し詳しく説明します。

予防接種とは感染症の原因となるウイルスや細菌などの病原性をなくしたり弱めたりし

た「ワクチン」を接種することで、その病気に対する抵抗力（免疫）を獲得して予防するた

めの手段です。この抵抗力を身につければ、通常その病気にかかりにくくなり、また、病気

にかかってしまっても重症化を防ぐことができます。

また、予防接種を受けることで、自分自身が病気にかかることを防ぐだけでなく、周囲の

人への感染を防ぎ、その病気が流行ることを防ぐことにもつながる場合があります。そのた

め、自分のためにも、家族のためにも、適切な時期に必要な予防接種を受けることを心がけ

ましょう

第 部 分野別の取り組みの展開

疾病・がん

（１）住民の行動目標

・生活習慣（睡眠、食事、運動等）を改善し、健康リスクをコントロールしましょう

・サルコペニア、ロコモティブシンドロームやフレイルについて正しい知識を持ち、年齢に

かかわらず、その予防に努めましょう

・栄養や口腔の健康、身体活動、社会参加を見直し、フレイルを予防しましょう

・フレイルチェックを通じて、自らの健康状態を把握し、フレイル予防に取り組みましょう

住民の現状

【高齢者ハイリスクアプローチの対象者】 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業

※低栄養者： は 未満もしくは ： 未満。 は 未満かつ半年で２～３ｋｇ痩せた者の中で

未満の者。 は 未満かつ半年で ～ 痩せた者。

※健康状態不明： は健診・がん検診・医療未受診で介護保険未申請の者。 ・ は過去 年間健診・医療未

受診で介護保険未申請の者。

【フレイルの可能性】

・「フレイルの可能性」をみると、男性の方が女性より可能性が高く、年代では ～ 歳の方が

歳以上より高くなっています。

・生活習慣（睡眠、食事、運動等）を見直し、健康リスクを抑えるよう、日々の生活行動の変容や

生活習慣病、フレイルなどの周知・啓発の取り組みが求められます。

第 部 分野別の取り組みの展開

フレイル・介護予防
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第 部 分野別の取り組みの展開

疾病・がん

第 部 分野別の取り組みの展開

疾病・がん

【コラム 予防接種ってなに？】

予防接種は、ご存じのとおり「病気になるのを防ぐために打つ注射」のことです。

普段はあまり深く考える機会はないので、少し詳しく説明します。

予防接種とは感染症の原因となるウイルスや細菌などの病原性をなくしたり弱めたりし

た「ワクチン」を接種することで、その病気に対する抵抗力（免疫）を獲得して予防するた

めの手段です。この抵抗力を身につければ、通常その病気にかかりにくくなり、また、病気

にかかってしまっても重症化を防ぐことができます。

また、予防接種を受けることで、自分自身が病気にかかることを防ぐだけでなく、周囲の

人への感染を防ぎ、その病気が流行ることを防ぐことにもつながる場合があります。そのた

め、自分のためにも、家族のためにも、適切な時期に必要な予防接種を受けることを心がけ

ましょう

第 部 分野別の取り組みの展開

疾病・がん

（１）住民の行動目標

・生活習慣（睡眠、食事、運動等）を改善し、健康リスクをコントロールしましょう

・サルコペニア、ロコモティブシンドロームやフレイルについて正しい知識を持ち、年齢に

かかわらず、その予防に努めましょう

・栄養や口腔の健康、身体活動、社会参加を見直し、フレイルを予防しましょう

・フレイルチェックを通じて、自らの健康状態を把握し、フレイル予防に取り組みましょう

住民の現状

【高齢者ハイリスクアプローチの対象者】 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業

※低栄養者： は 未満もしくは ： 未満。 は 未満かつ半年で２～３ｋｇ痩せた者の中で

未満の者。 は 未満かつ半年で ～ 痩せた者。

※健康状態不明： は健診・がん検診・医療未受診で介護保険未申請の者。 ・ は過去 年間健診・医療未

受診で介護保険未申請の者。

【フレイルの可能性】

・「フレイルの可能性」をみると、男性の方が女性より可能性が高く、年代では ～ 歳の方が

歳以上より高くなっています。

・生活習慣（睡眠、食事、運動等）を見直し、健康リスクを抑えるよう、日々の生活行動の変容や

生活習慣病、フレイルなどの周知・啓発の取り組みが求められます。

第 部 分野別の取り組みの展開

フレイル・介護予防
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（２）現計画の目標と進捗

指 標
基準値
（ 元）

目標値 目標値 中間
実績

達成
状況

実績
把握年

出典等

フレイル（栄養）兆候ありの者の割合（成

人調査 歳以上）
以下 以下 × 年度 アンケート調査

フレイル（運動）兆候ありの者の割合（成

人調査）
以下 以下 △ 年度 アンケート調査

フレイル（社会参加）兆候ありの者の割合

（成人調査）
以下 以下 × 年度 アンケート調査

（３）現行計画 前期 で実施した事業

ライフステージ
○前期で掲げた行政施策の要旨

■計画未掲載だが追加した視点
実施した具体的事業 例

全世代共通

○各種感染症や疾病、認知症などにつ

いての正しい知識の啓発

■町で実施する、各種感染症や疾病等

に関連する事業の周知

●町広報紙に「健康のおたより」記

事を掲載

●新型コロナワクチン接種券の発送

と集団接種と個別接種

●保育所保健だよりを発行。乳幼児

の感染症予防等の啓発

●「うじたわら健活フェスタ」

●「各種検 健）診・保健事業のお知

らせ」の配布

青年・壮年前期

壮年後期

高齢期

〇住民を対象に研修を行い、認知症

の知識や活動の企画・運営方法を

習得した「サポーター」の養成

■平均自立期間延伸のための身体づ

くりに寄与する運動教室の実施

●認知症サポーター養成講座

●うじたわらＷａｌｋ・筋・ 事業

ノルディックウォーキング講座、

筋活教室

高齢期

○元気はつらつ若返り塾、いきいき元

気講座、おやじエクササイズ、元気

アップ教室など、身近な地域から認

知症予防の促進

○高齢者の孤立、閉じこもり等を防止

するため、施設への送迎など高齢者

の居場所づくりを支援する体制整備

〇医療専門職によるフレイル予防に関

する正しい知識の提供と予防方法の

実践

●一般介護予防事業

●高齢者の保健事業と介護予防の一

体的な実施事業 「輝齢者しゃん

しゃん教室」、通いの場での健康教

育

●健幸測定会

●成人健康相談

●愛茶カフェ事業

（４）中間評価後の目標指標

目標指標
基準値

（ 元）

中間実績 進捗

状況

目標値（ ）

当初 修正

フレイル（栄養）兆候ありの者の割

合（成人調査 歳以上）

低いほど○
↓ 以下 以下

フレイル（運動）兆候ありの者の割

合（成人調査） 低いほど○
以下 以下

フレイル（社会参加）兆候ありの者

の割合（成人調査） 低いほど○
↓ 以下 以下

※基準値：特定健康診査、地域保健・健康増進事業報告は平成 年度値

第 部 分野別の取り組みの展開

フレイル・介護予防

（５）今後取り組む行政施策

ライフステージ 後期計画期間で取り組む行政施策 担当課

全世代共通

○健康づくりの情報発信・提供、健康づくりに関する計測等

を行う参加型イベント（うじたわら健活フェスタ）を開催

します。

○フレイル予防等の正しい知識の啓発を進めます。

○町広報紙、ホームページのほか、公式 ・ な

ど 、専用アプリ等を活用した情報提供を進めます。

健康対策課

子育て支援課

福祉課

青年・壮年前期

壮年後期

高齢期

〇住民を対象に研修を行い、認知症の知識や活動の企画・運

営方法を習得した「サポーター」を養成します。

〇フレイルの早期発見・早期対応を促すため、栄養・運動・

社会参加の３要素に関するチェックを定期的に実施しま

す。

〇平均自立期間延伸のための身体づくりに寄与する運動教

室を実施します。

福祉課

健康対策課

高齢期

○高齢者を対象とした健康測定イベントの開催等により、高

齢者が自らの身体の状態や運動等の必要性を知り、フレイ

ル予防につなげる支援を行います。

○高齢者の身近な通いの場での運動教室や介護予防の教室

を継続して開催します。

○地域住民による愛茶カフェ 認知症カフェ など、高齢者の

身近な場所で、地域資源を活用したつながりと介護予防の

場を設けます。

○高齢者の保健事業と介護予防等を一体的に実施する中で、

高齢者の通いの場への訪問や集団健康教育講座の開催に

より、フレイルに対する正しい知識と予防の実践を推進し

ます。

健康対策課

福祉課

第 部 分野別の取り組みの展開

フレイル・介護予防
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（５）今後取り組む行政施策

ライフステージ 後期計画期間で取り組む行政施策 担当課

全世代共通

○健康づくりの情報発信・提供、健康づくりに関する計測等

を行う参加型イベント（うじたわら健活フェスタ）を開催

します。

○フレイル予防等の正しい知識の啓発を進めます。

○町広報紙、ホームページのほか、公式 ・ な

ど 、専用アプリ等を活用した情報提供を進めます。

健康対策課

子育て支援課

福祉課

青年・壮年前期

壮年後期

高齢期

〇住民を対象に研修を行い、認知症の知識や活動の企画・運

営方法を習得した「サポーター」を養成します。

〇フレイルの早期発見・早期対応を促すため、栄養・運動・

社会参加の３要素に関するチェックを定期的に実施しま

す。

〇平均自立期間延伸のための身体づくりに寄与する運動教

室を実施します。

福祉課

健康対策課

高齢期

○高齢者を対象とした健康測定イベントの開催等により、高

齢者が自らの身体の状態や運動等の必要性を知り、フレイ

ル予防につなげる支援を行います。

○高齢者の身近な通いの場での運動教室や介護予防の教室

を継続して開催します。

○地域住民による愛茶カフェ 認知症カフェ など、高齢者の

身近な場所で、地域資源を活用したつながりと介護予防の

場を設けます。

○高齢者の保健事業と介護予防等を一体的に実施する中で、

高齢者の通いの場への訪問や集団健康教育講座の開催に

より、フレイルに対する正しい知識と予防の実践を推進し

ます。

健康対策課

福祉課

第 部 分野別の取り組みの展開
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【コラム フレイル・介護予防】

フレイルとは、年齢を重ねて身体やこころの働き、社会的なつながりが弱くなった状態を

指します。そのまま放置すると、要介護状態になる可能性があります。早めに気づいて適切

な取り組みを行うことでフレイルの進行を防ぎ健康に戻ることができます。

フレイルは自分自身で予防することが出来ます。日々の生活習慣と深く結びついているた

め、栄養や身体活動、社会参加を見直すことで活力に満ちた日々を送ることができます。

《フレイル予防の つのポイント》

栄養 食事の改善…特にたんぱく質の摂取を意識して、バランスよく 食しっかり食べま

しょう。また、口腔ケアにも気を配りましょう。

身体活動 ウォーキング・ストレッチなど…身体活動は筋肉の発達だけでなく食欲や心の健

康にも影響します。今より 分多く体を動かしましょう。

社会参加 趣味・ボランティア・就労など…趣味やボランティアなどで外出することはフレ

イル予防に有効です。自分に合った活動を見つけましょう。

宇治田原町ではフレイル予防を目的とした事業を実施し、健康寿命の延伸を目指していま

す。

健幸測定会の様子 輝齢者しゃんしゃん教室の様子
（各種身体計測中）

輝齢者しゃんしゃん教室の様子
（運動講座）

輝齢者しゃんしゃん教室の様子
（栄養講座・調理実習）

進行

進行

戻れる

戻りにくい
健康

フレイル

要介護状態

フレイルの３本柱

フレイルは、 本柱のバランスが崩

れると進行しやすくなります。

※ 疲れやすい、痩せた、転調しやすい など

※ 独居、死別、地域活動に不参加 など

※ 閉じこもり、うつ、認知症 など

第 部 分野別の取り組みの展開

フレイル・介護予防
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○ 食育推進計画としての位置づけ

前期計画に引き続き、健康増進法（第８条第２項）の規定に基づく「健康増進計画」に、食育

基本法（第１８条第１項）の規定に基づく「食育推進計画」を包含し、取り組みを進めます。

計画の基本方針・達成目標の実現に向けた、食育推進に係るキーワードは、以下のとおりとし

ます。

○ 食育における前期計画の課題と取り組みの柱

各種調査・分析結果や前期計画期間の評価等からみえてくる本町の現状・課題と、それに対応

するための取り組みの柱は以下のとおりとします。

○ 分野別の取り組み

他の７分野と同様に、食育の推進においても「８．栄養・食生活」の分野に位置づけ、ライフ

ステージ別の取り組みを進めます。

食育推進のキーワード

① 自然の食の恵みに感謝し心と体を育む

自然からの食の恵みに感謝し、地産地消※の取り組みや、安心安全な食材を活かした食環

境の整備に努めます。

② 健康的な食生活を送る

住民一人ひとりが、食に関する知識や食品の選び方等も含めた判断力を身につけ、個々の

健康状態やライフスタイルに応じた栄養バランスの良い食生活を実践し、健康的な食生活を

送ることをめざします。

③ ライフステージに対応した食育の推進

幼少期の給食等を通じて食の大切さや楽しさを実感し、食に関する知識を身につけるとと

もに、ライフステージや多様な暮らしに対応した切れ目のない、生涯を通じた食育を推進し

ます。

取り組みの柱「全世代の食への関心の向上」

【課題】

●塩分の取りすぎや栄養のバランスに配慮できていない方が一定数みられます。（資料編 、

アンケート調査（成人調査））

●子どもの食習慣については、朝食を食べていない、家族と食事がとれていないなどの状況が

一定数みられます。（資料編 、アンケート調査（３・８・ 歳児調査））

【取り組み】

◎すべての世代の食への関心を高めることを目標に、各ライフステージ別に、医療専門職によ

る正しい知識の周知と働きかけの機会の創出に取り組みます。

◎子どもたちが食の体験を深め、正しい食生活を選択する力をつけ、家庭と地域とが食でつな

がるまちをめざします。

第 部 分野別の取り組みの展開

食育推進計画（栄養・食生活）

（１）住民の行動目標

・家族みんなで、毎日３食、栄養バランスの良い食事をとりましょう

・食卓を囲んでともに食事 共食 をすることで、「食事は楽しむもの」としての時間にしま

しょう

・食や栄養について学び、正しい知識を身につけましょう

・地域食材を食生活に取り入れ、宇治田原の食文化を次世代につないでいきましょう

・高血圧を予防するため、減塩を心がけましょう

・サルコペニア、ロコモティブシンドロームやフレイルについて正しい知識を持ち、年齢に

かかわらず、食生活を通じた予防に努めましょう

住民の現状

【朝食を食べる】（成人調査） 【１日３食 食べる】（３歳児・８歳児・ 歳児調査）

（２）現計画の目標と進捗

指 標
基準値
（ 元）

目標値 目標値 中間
実績

達成
状況

実績
把握年

出典等

朝食を毎日食べる者の割

合

３歳児調査 以上

× 年度 アンケート調査

◎
令和 ～

年度
歳児健診

８歳児調査 以上 ◎ 年度 アンケート調査

歳児調査 以上 △ 年度 アンケート調査

成人調査

～ 歳
以上 以上 ◎ 年度 アンケート調査

栄養バランスを考えて食べている者の割

合（成人調査）
以上 以上 × 年度 アンケート調査

野菜を毎日食べている者

の割合（成人調査）

緑黄色野菜 以上 以上 × 年度 アンケート調査

その他野菜 以上 以上 × 年度 アンケート調査

塩分の取りすぎに注意している者の割合

（成人調査）
以上 以上 △ 年度 アンケート調査

フレイル（栄養）兆候ありの者の割合（成

人調査 歳以上）
以下 以下 × 年度 アンケート調査

ほとんど毎日家族と一緒に夕食を食べてい

る者の割合（成人調査）
以上 以上 △ 年度 アンケート調査

※基準値：８歳児、 歳児のみ令和２年度値

※「朝食を毎日食べる者の割合」の 歳児中間実績：３歳児のアンケート母数が少ないため、補足として過去

数年間の 歳児健診の問診を悉皆調査

・アンケート調査等では、「朝食を食べない」割合は３歳児、 歳児、成人それぞれ、全国的な傾

向と近似しています。一方で、朝食は１日の活動の源でもあり、すべての世代が朝食を食べて健

康な日常生活を送ることが望まれます。

・成人では、塩分の取りすぎや栄養のバランスを考えていない方が２～ 割みられます。また、

高血圧等の疾病の指摘を受けている方は、食習慣への意識が高くない傾向もみられます。個人の

食習慣を変えることは難しい面もありますが、管理栄養士ほか医療専門職による改善指導・周知

の取り組みが求められます。

３歳児

８歳児

歳児

はい いいえ

成人

毎日食べる 週に３～５回食べる ほとんど食べない

全く食べない 無回答

第 部 分野別の取り組みの展開

食育推進計画（栄養・食生活）
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（１）住民の行動目標

・家族みんなで、毎日３食、栄養バランスの良い食事をとりましょう

・食卓を囲んでともに食事 共食 をすることで、「食事は楽しむもの」としての時間にしま

しょう

・食や栄養について学び、正しい知識を身につけましょう

・地域食材を食生活に取り入れ、宇治田原の食文化を次世代につないでいきましょう

・高血圧を予防するため、減塩を心がけましょう

・サルコペニア、ロコモティブシンドロームやフレイルについて正しい知識を持ち、年齢に

かかわらず、食生活を通じた予防に努めましょう

住民の現状

【朝食を食べる】（成人調査） 【１日３食 食べる】（３歳児・８歳児・ 歳児調査）

（２）現計画の目標と進捗

指 標
基準値
（ 元）

目標値 目標値 中間
実績

達成
状況

実績
把握年

出典等

朝食を毎日食べる者の割

合

３歳児調査 以上

× 年度 アンケート調査

◎
令和 ～

年度
歳児健診

８歳児調査 以上 ◎ 年度 アンケート調査

歳児調査 以上 △ 年度 アンケート調査

成人調査

～ 歳
以上 以上 ◎ 年度 アンケート調査

栄養バランスを考えて食べている者の割

合（成人調査）
以上 以上 × 年度 アンケート調査

野菜を毎日食べている者

の割合（成人調査）

緑黄色野菜 以上 以上 × 年度 アンケート調査

その他野菜 以上 以上 × 年度 アンケート調査

塩分の取りすぎに注意している者の割合

（成人調査）
以上 以上 △ 年度 アンケート調査

フレイル（栄養）兆候ありの者の割合（成

人調査 歳以上）
以下 以下 × 年度 アンケート調査

ほとんど毎日家族と一緒に夕食を食べてい

る者の割合（成人調査）
以上 以上 △ 年度 アンケート調査

※基準値：８歳児、 歳児のみ令和２年度値

※「朝食を毎日食べる者の割合」の 歳児中間実績：３歳児のアンケート母数が少ないため、補足として過去

数年間の 歳児健診の問診を悉皆調査

・アンケート調査等では、「朝食を食べない」割合は３歳児、 歳児、成人それぞれ、全国的な傾

向と近似しています。一方で、朝食は１日の活動の源でもあり、すべての世代が朝食を食べて健

康な日常生活を送ることが望まれます。

・成人では、塩分の取りすぎや栄養のバランスを考えていない方が２～ 割みられます。また、

高血圧等の疾病の指摘を受けている方は、食習慣への意識が高くない傾向もみられます。個人の

食習慣を変えることは難しい面もありますが、管理栄養士ほか医療専門職による改善指導・周知

の取り組みが求められます。

３歳児

８歳児

歳児

はい いいえ

成人

毎日食べる 週に３～５回食べる ほとんど食べない

全く食べない 無回答

第 部 分野別の取り組みの展開

食育推進計画（栄養・食生活）
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（３）現行計画 前期 で実施した事業

ライフステージ
○前期で掲げた行政施策の要旨

■計画未掲載だが追加した視点
実施した具体的事業 例

全世代共通

○心身の健康を支える望ましい食

習慣（食育）や生活習慣につい

ての知識を提供

●うじたわら健活フェスタ

●各種健診・事業への食生活改善推

進員の食育に関する協力・啓発

●町広報紙への「食改の窓」掲載協

力

妊娠・乳幼児期

○妊婦の栄養相談を実施し、自身

や家族の健康な食生活について

の知識を提供

○発達に応じた離乳食・幼児食の

栄養相談を実施

○子どもにお茶や食の文化を伝達

●妊娠届出時の面談・栄養相談

●乳幼児健診での栄養・食育指導

●給食だよりの配布・家庭での活用

●食育広場 親子クッキング

●お茶摘み体験

●煎茶教室・抹茶教室（お茶会）

児童・生徒期

○小・中学校での給食の充実、地

域の連携・協働を得たお茶や農

業や食に関する知識の養成、お

茶摘み、古老柿づくり等の農業

体験を実施することにより宇治

田原町に誇りを持った子どもた

ちを育成、世代間交流を深化

○食育を通じた健康状態の改善等

を推進

●小学校での野菜栽培・調理活動

●ころ柿づくり 小学３年生

●お茶漬け給食事業 小・中学校

●お茶等に関する学習 小・中学校

●学校だよりでの栄養・食生活面の

周知啓発

●学びスイッチオン「食育教室」

青年・壮年前期

○若い世代が心身ともに健康でい

るための食生活を実践し、次世

代に伝えつなげていけるよう食

育を推進

○栄養バランス・減塩や生活習慣

病の予防等、栄養相談を実施し

食からの健康づくりを推進

●医療専門職による保健・栄養相談

健康意識啓発事業・特定保健指

導

壮年後期

○栄養バランス・減塩や生活習慣

病の予防等、栄養相談を実施し

食からの健康づくりを推進

●医療専門職による食事指導・栄養

相談 健康意識啓発事業・特定保健

指導

高齢期

○高齢者の食生活改善、生活習慣

病の予防、介護食の調理方法、

低栄養・フレイルの予防等、食

から介護予防を推進

●食の自立支援事業

●おたっしゃ訪問

●健幸（康）測定会

●輝齢者しゃんしゃん教室 高齢者

の保健事業と介護予防等の一体的

実施事業

第 部 分野別の取り組みの展開

食育推進計画（栄養・食生活）

（４）中間評価後の目標指標

目標指標
基準値

（ 元）

中間実績 進捗

状況

目標値（ ）

当初 修正

朝食を毎日食べる者の

割合

３歳児調査

８歳児調査 ↑

歳児調査

成人調査 ↑ 以上 以上

栄養バランスを考えて食べている者の

割合（成人調査）
以上 以上

野菜を毎日食べている者

の割合（成人調査）

緑黄色野菜 以上 以上

その他野菜 以上 以上

塩分の取りすぎに注意している者の

割合（成人調査）
以上 以上

フレイル（栄養）兆候ありの者の割合

（成人調査 歳以上） 低いほど○
↓ 以下 以下

ほとんど毎日家族と一緒に夕食を

食べている者の割合（成人調査）
→ 以上 以上

※基準値：８歳児調査・ 歳児調査のみ令和２年度値

（５）今後取り組む行政施策

ライフステージ 後期計画期間で取り組む行政施策 担当課

全世代共通

○健康づくりの情報発信・提供、健康づくりに関する計測等

を行う参加型イベント（うじたわら健活フェスタ）を開催

します。

○朝食をはじめとして、１日３食バランスよく食べる習慣づ

けをめざし、普及・啓発を行います。

○心身の健康を支える望ましい食習慣（食育）や生活習慣に

ついての指導・知識を提供するとともに、ライフステージ

に応じた栄養相談の体制を整えます。

○町広報紙、ホームページのほか、公式 ・ な

ど 、専用アプリ等を活用した情報提供を進めます。

○食生活改善推進員の協力のもと、地元産食材も活用しなが

ら、ライフステージごとに必要となる栄養摂取や食生活改

善の普及・浸透を進めます。

健康対策課

福祉課

子育て支援課

学校教育課

妊娠・乳幼児期

○妊婦に対する栄養相談を実施し、自身や家族の健康な食生

活についての知識を提供します。

○乳幼児健診の場において発達に応じた離乳食・幼児食等の

栄養相談を継続し、保護者・児童に適切な食習慣を指導・

周知します。

○地域子育て支援センターでの食育ひろばの開催など、親子

で楽しく食習慣に親しむ場をつくります。

○保育所において、地域の食育協力者による食育指導を進め

ます。

子育て支援課

保育所

第 部 分野別の取り組みの展開

食育推進計画（栄養・食生活）
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（４）中間評価後の目標指標

目標指標
基準値

（ 元）

中間実績 進捗

状況

目標値（ ）

当初 修正

朝食を毎日食べる者の

割合

３歳児調査

８歳児調査 ↑

歳児調査

成人調査 ↑ 以上 以上

栄養バランスを考えて食べている者の

割合（成人調査）
以上 以上

野菜を毎日食べている者

の割合（成人調査）

緑黄色野菜 以上 以上

その他野菜 以上 以上

塩分の取りすぎに注意している者の

割合（成人調査）
以上 以上

フレイル（栄養）兆候ありの者の割合

（成人調査 歳以上） 低いほど○
↓ 以下 以下

ほとんど毎日家族と一緒に夕食を

食べている者の割合（成人調査）
→ 以上 以上

※基準値：８歳児調査・ 歳児調査のみ令和２年度値

（５）今後取り組む行政施策

ライフステージ 後期計画期間で取り組む行政施策 担当課

全世代共通

○健康づくりの情報発信・提供、健康づくりに関する計測等

を行う参加型イベント（うじたわら健活フェスタ）を開催

します。

○朝食をはじめとして、１日３食バランスよく食べる習慣づ

けをめざし、普及・啓発を行います。

○心身の健康を支える望ましい食習慣（食育）や生活習慣に

ついての指導・知識を提供するとともに、ライフステージ

に応じた栄養相談の体制を整えます。

○町広報紙、ホームページのほか、公式 ・ な

ど 、専用アプリ等を活用した情報提供を進めます。

○食生活改善推進員の協力のもと、地元産食材も活用しなが

ら、ライフステージごとに必要となる栄養摂取や食生活改

善の普及・浸透を進めます。

健康対策課

福祉課

子育て支援課

学校教育課

妊娠・乳幼児期

○妊婦に対する栄養相談を実施し、自身や家族の健康な食生

活についての知識を提供します。

○乳幼児健診の場において発達に応じた離乳食・幼児食等の

栄養相談を継続し、保護者・児童に適切な食習慣を指導・

周知します。

○地域子育て支援センターでの食育ひろばの開催など、親子

で楽しく食習慣に親しむ場をつくります。

○保育所において、地域の食育協力者による食育指導を進め

ます。

子育て支援課

保育所

第 部 分野別の取り組みの展開

食育推進計画（栄養・食生活）
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ライフステージ 後期計画期間で取り組む行政施策 担当課

児童・生徒期

○小・中学校において、地域の食育協力者による授業など、

栄養・食事に関する学習を進めます。

○生涯学習事業の一環として、就学後児童を対象とした「食

育教室」を開催します。

○小・中学校での野菜栽培・調理活動、お茶摘み・地域の特産

品づくり体験学習のほか、お茶に関連する給食の提供など、

地域の連携による、宇治田原町ならではの食に誇りを持っ

た子どもたちを育成するとともに、世代間交流を深めます。

○食育を通じた健康状態の改善等を推進します。

産業観光課

学校教育課

社会教育課

青年・壮年前期

壮年後期

○若い世代が心身ともに健康でいるための食生活を実践し、

次世代に伝えつなげていけるよう食育を推進します。

○栄養バランス・減塩や生活習慣病の予防等、栄養相談を実

施し、食からの健康づくりを推進します。

○国保被保険者に対し、医療専門職により、健康な生活習慣

に対する動機づけとなる栄養面での指導を行います。

子育て支援課

健康対策課

高齢期

○高齢者の食の自立を支援するため、栄養バランスに配慮し

た食事を提供するとともに、安否確認や友愛訪問を兼ねた

配食サービスを提供します。

〇高齢者の保健事業と介護予防等を一体的に実施する中で、

高齢者 歳以上対象 へのハイリスクアプローチとして、

低栄養傾向のある方に対し、改善に向けた保健・栄養指導

を行います。また、ポピュレーションアプローチとして、

高齢者の通いの場への訪問や教室型事業により、低栄養に

ならないための高たんぱく食の摂取啓発などの、食からの

介護予防を推進します。

健康対策課

福祉課

第 部 分野別の取り組みの展開

食育推進計画（栄養・食生活）

【コラム 「食改さん」って知っていますか？】

食改さん（食生活改善推進員協議会）は、「私達の健康は私達の手で」をスローガンとして

掲げ、食を通じた地域の健康づくりをめざし地域に根差したボランティア活動を行っていま

す。活動の中で特にレシピ考案に注力し、「おいしく減塩」と「手軽で簡単」、「宇治田原町の

特産物を活かす」ことを心掛け、全ての世代の方が食事を健康的に楽しむ工夫をされていま

す。毎月発行される食改のレシピや行事で提供されるメニューはとても人気です。

第 部 分野別の取り組みの展開

食育推進計画（栄養・食生活）
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【コラム 「食改さん」って知っていますか？】

食改さん（食生活改善推進員協議会）は、「私達の健康は私達の手で」をスローガンとして

掲げ、食を通じた地域の健康づくりをめざし地域に根差したボランティア活動を行っていま

す。活動の中で特にレシピ考案に注力し、「おいしく減塩」と「手軽で簡単」、「宇治田原町の

特産物を活かす」ことを心掛け、全ての世代の方が食事を健康的に楽しむ工夫をされていま

す。毎月発行される食改のレシピや行事で提供されるメニューはとても人気です。

第 部 分野別の取り組みの展開

食育推進計画（栄養・食生活）
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【コラム 食育ピクトグラム】

食育ピクトグラムは、食に関する の取組について、こどもから大人まで誰にでもわかり

やすく発信するため、農林水産省が作成した絵文字のことです。

本町においても、食育ピクトグラムを活用し、健康増進計画・食育推進計画を推進します。

第 部 分野別の取り組みの展開

食育推進計画（栄養・食生活）

第 部 分野別の取り組みの展開

食育推進計画（栄養・食生活）

【コラム 保育所の給食】

保育所内に調理室があり、子どもたちの月齢に合わせて、食材の大きさや形を変え、味付け

も工夫しています。また、皆が、安心・安全に食べられるよう、アレルギー対応として「卵」

などを除いた給食を提供しています。園庭から帰ってきた子どもたちが、展示されている今日

の給食をみて喜んでいる声を聞くと嬉しくなりますね。

【コラム お茶に関する保育所、学校での食育教室】

宇治田原町の子どもたちは、中学校を卒業するまでに、様々なお茶に関する体験や学習を行

います。地域の方の協力を得て、保育所ではお茶教室として「煎茶教室（年２回）」「抹茶教室

（年３回）」を実施しています。茶摘みから煎茶づくり、入れ方などの体験通して、緑茶が作

られる過程を学びます。抹茶教室においてもお茶の点て方を知り、感謝の心を育んでいます。
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第 部 分野別の取り組みの展開

食育推進計画（栄養・食生活）

【コラム 保育所の給食】

保育所内に調理室があり、子どもたちの月齢に合わせて、食材の大きさや形を変え、味付け

も工夫しています。また、皆が、安心・安全に食べられるよう、アレルギー対応として「卵」

などを除いた給食を提供しています。園庭から帰ってきた子どもたちが、展示されている今日

の給食をみて喜んでいる声を聞くと嬉しくなりますね。

【コラム お茶に関する保育所、学校での食育教室】

宇治田原町の子どもたちは、中学校を卒業するまでに、様々なお茶に関する体験や学習を行

います。地域の方の協力を得て、保育所ではお茶教室として「煎茶教室（年２回）」「抹茶教室

（年３回）」を実施しています。茶摘みから煎茶づくり、入れ方などの体験通して、緑茶が作

られる過程を学びます。抹茶教室においてもお茶の点て方を知り、感謝の心を育んでいます。
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第４部 住民と地域ができること（ライフステージ別）

【個人でできること】

妊娠・

乳幼児期

【～５歳】

＜子ども＞

◆生活リズムを身につけましょう

・ 手洗いうがい、毎食後の歯磨き

・ 食事、おやつ、テレビ等の時間を決める

・ 早寝早起き

◆自分のことは自分でしましょう

◆好き嫌いなく食べましょう

◆外で元気に遊びましょう

＜保護者＞

◆生活リズムを整えましょう

◆家庭内で役割を決めましょう

◆禁煙・分煙を意識しましょう

◆バランスの良い食事をつくりましょう

◆親子での外遊びなど、子どもと楽しく

身体を動かす経験を重ねましょう

◆近所の人にあいさつしましょう

児童・

生徒期

【 ～ 歳】

＜子ども＞

◆身体や健康に関心を持ちましょう

◆食事について関心を持ちましょう

◆体を動かす習慣をつくりましょう

◆家庭内で役割を持ちましょう

◆相談できる人をつくりましょう

◆座っている時間やスクリーンタイムを

減らしましょう

＜保護者＞

◆健康・医療情報をチェックしましょう

◆先回りせず、待って誉めましょう

◆たばこ、酒等に近づかせない環境をつ

くりましょう

◆情報ツールの正しい使い方を教えま

しょう

青年・

壮年前期

【 ～

歳】

◆規則正しい生活リズムを確保しましょう（夜更かししない、朝ご飯を食べる）

◆運動を習慣づけ、できる範囲で運動を継続しましょう

◆体に良い食習慣を身につけましょう（腹八分目、野菜をとる等）

◆自分の体を知り、自己管理しましょう（血圧や体重を計る、健診を受ける等）

◆地域の活動に参加しましょう

◆食卓を囲んでともに食事 共食 をすることで、「食事は楽しむもの」としての時間

にしましょう

◆自分の時間をみつけ、余暇の過ごし方を工夫するなど、ワーク・ライフ・バランス

にとりくみましょう

◆お酒を飲むときは自分のペースを守り、禁煙へのチャレンジや家庭内分煙にとりく

みましょう

◆自分なりのストレス解消法を身につけ、実践しましょう

壮年後期

【 ～

歳】

◆高齢期を見据えて、健康的な生活習慣を意識しましょう

◆家族で声をかけあい、１年に１回は検 健 診を受診し、自分の身体の状態を知り健

康管理に努めましょう

◆生活スタイルに応じ自分に適した運動習慣（週３日以上）を身につけましょう

◆プラス 分、１日の歩く時間を増やしましょう

◆休むことの大事さを知り、自分の生活リズムのバランスをよりよくしましょう

◆バランスの良いカロリーを抑えた食生活を心がけ、３食きちんと食べましょう

◆“自然と健康になっている”方法をストレスなく選択できる、自分にあった生活習

慣を見つけましょう

◆家族の健康を見守りましょう

高齢期

【 歳～】

◆朝の散歩やラジオ体操など、毎日自分に合った運動をし、体を動かしましょう

◆プラス 分、１日の歩く時間を増やしましょう

◆１日 人の人と話をすることを心がけましょう

◆早寝早起きなど、規則正しくメリハリのある生活をしましょう

◆１年に１回は検 健 診を受診し、自分の身体の状態を知り健康管理に努めましょう

◆食事はおいしく、楽しくゆっくり食べましょう

◆人に頼らず自分で進んでやるなど、自分に合った役割を持ち続けましょう

◆サルコペニア、ロコモティブシンドロームやフレイルについて正しい知識を持ち、

その予防に努めましょう

◆感染症や疾病の重症化・まん延を予防するために必要な予防接種を知りましょう

◆元気な 歳に向けて

・ 自分に合った役割を見つけましょう ・ 生活を楽しみ、体を動かしましょう

・ 声をかけられやすい人になりましょう ・ 歯を大切にしましょう

第 部 地域と住民ができること

ライフステージ別

【地域でできること】

妊娠・乳幼児期

【～５歳】

◆野菜づくりやラジオ体操など、様々な行事に親子で参加しましょう

◆声をかけあい、子育てサークルなどの集まりをつくりましょう

◆同年代の子どもを持つ保護者同士、信頼しあえる関係をつくりましょう

児童・生徒期

【６～ 歳】
◆地域の大人は子どもたちの手本になりましょう

◆子どもたちは周りの大人とふれあい、手本にしましょう

◆地域全体で子育てを応援しましょう

・見守り隊、食改活動、まなび茶ろんの開催など

◆学校、家庭、地域が一体となって子どもたちの育成に取り組みましょう

青年・壮年前期

【 ～ 歳】
◆みんなで誘いあい、仲間と一緒に運動しましょう

◆仲間と一緒に禁煙に取り組みましょう

◆気のあう仲間と集まり、話をする機会をつくりましょう

◆野菜づくりやレシピの共有など、健康に関する情報を共有しましょう

◆楽しみ・趣味・ストレス発散につながる仲間づくり、地域づくりをしましょ

う

◆ワーク・ライフ・バランスについて仲間と一緒に考えましょう

壮年後期

【 ～ 歳】
◆高齢期を見据えて、若いうちから地域活動に参加するように心がけましょう

◆仲間と一緒に楽しいイベント等を企画しましょう

◆趣味を活かし、地域のために仲間と一緒に活動しましょう

・ シルバー人材センターの活動や趣味やサークル活動などに積極的に参加す

る

・ 人と交流する機会（行事など）に積極的に参加する（様々な人とふれあう

ことで元気をもらう）

高齢期

【 歳～】
◆孤立しない、安心・安全な生活を維持するために、地域住民が開設するつな

がりの場や事業を活用しましょう

◆声をかけあっていろんな行事に参加しましょう

・ 関心を持ち、積極的に行事に参加する

・ 一緒に行事や体操に参加するように声をかける

◆仲間と一緒に楽しめる活動を考えましょう

・ 各地域で料理教室などの行事をする

・ 地域の催事などに、声をかけあい一緒に参加する

◆男性が参加できる（しやすい）ことを考えましょう

◆地域食材を食生活に取り入れ、宇治田原の食文化を次世代につないでいきま

しょう

第 部 地域と住民ができること

ライフステージ別
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【地域でできること】

妊娠・乳幼児期

【～５歳】

◆野菜づくりやラジオ体操など、様々な行事に親子で参加しましょう

◆声をかけあい、子育てサークルなどの集まりをつくりましょう

◆同年代の子どもを持つ保護者同士、信頼しあえる関係をつくりましょう

児童・生徒期

【６～ 歳】
◆地域の大人は子どもたちの手本になりましょう

◆子どもたちは周りの大人とふれあい、手本にしましょう

◆地域全体で子育てを応援しましょう

・見守り隊、食改活動、まなび茶ろんの開催など

◆学校、家庭、地域が一体となって子どもたちの育成に取り組みましょう

青年・壮年前期

【 ～ 歳】
◆みんなで誘いあい、仲間と一緒に運動しましょう

◆仲間と一緒に禁煙に取り組みましょう

◆気のあう仲間と集まり、話をする機会をつくりましょう

◆野菜づくりやレシピの共有など、健康に関する情報を共有しましょう

◆楽しみ・趣味・ストレス発散につながる仲間づくり、地域づくりをしましょ

う

◆ワーク・ライフ・バランスについて仲間と一緒に考えましょう

壮年後期

【 ～ 歳】
◆高齢期を見据えて、若いうちから地域活動に参加するように心がけましょう

◆仲間と一緒に楽しいイベント等を企画しましょう

◆趣味を活かし、地域のために仲間と一緒に活動しましょう

・ シルバー人材センターの活動や趣味やサークル活動などに積極的に参加す

る

・ 人と交流する機会（行事など）に積極的に参加する（様々な人とふれあう

ことで元気をもらう）

高齢期

【 歳～】
◆孤立しない、安心・安全な生活を維持するために、地域住民が開設するつな

がりの場や事業を活用しましょう

◆声をかけあっていろんな行事に参加しましょう

・ 関心を持ち、積極的に行事に参加する

・ 一緒に行事や体操に参加するように声をかける

◆仲間と一緒に楽しめる活動を考えましょう

・ 各地域で料理教室などの行事をする

・ 地域の催事などに、声をかけあい一緒に参加する

◆男性が参加できる（しやすい）ことを考えましょう

◆地域食材を食生活に取り入れ、宇治田原の食文化を次世代につないでいきま

しょう

第 部 地域と住民ができること

ライフステージ別
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第５部 計画の推進

１ 計画の推進に向けた考え方

この健康増進計画に掲げる目標を達成するためには、住民一人ひとりが健康づくり

の大切さを自覚し、さらに「自分の健康は、自分で守り、自分でつくる」という意識を

年齢に関係なく、継続して持つことが重要です。

しかし、個人だけによる健康づくりには限界があるため、行政をはじめ、地域や健康

づくりに関与する各種団体などの多様な主体が連携を図りながら、社会全体で個人の

健康づくりを支えていく必要があります。

【参考：各主体の役割】

主 体 役 割

住 民

「健康増進の主役」

住民一人ひとりが、健康に対する意識を高め、積極的に取り組むことが

大切です（※住民のライフステージ別の役割は「第４部」を参照）

地 域

「支え合いの気持ちでお互い健康に」

地域では様々な活動を通して、健康づくりが実践されています。今後も

地域ぐるみで健康づくりに取り組んでいくことが大切です。（※地域の

ライフステージ別の役割は「第４部」を参照）

企業・事業所

「心身の健康増進を支援」

従業員に対する健康管理は重要な役割であり、健康診査の充実、労働環

境の改善また心身の健康づくりに向けた積極的な取り組みが求められ

ています。

関係団体

「専門的な健康増進サービスの提供」

保健・医療関係団体や教育機関は、その専門性を活かして、健康増進の

ための活動を展開し、住民の健康づくりの支援を行うことが求められ

ます。

行 政

「健康増進に関するきっかけづくり・体制づくり」

住民の健康づくりに対して、すべての担当課等が連携し、計画の推進に

向けて取り組みます。また個人をはじめ、地域、保育所、幼稚園、学校、

その他関係機関・団体などとの連携・協力のもと取り組んでいきます。

＜情報提供・周知＞

健康づくりに関する適切な情報について、広報紙をはじめ、ホームペー

ジやＳＮＳを活用し、住民に対して広く周知・啓発していきます。

＜事業の充実＞

現在実施している健康づくり事業を評価・点検し、より多くの住民が参

加しやすい事業を提供できるよう努めます。

第 部 計画の推進

２ 計画の進捗管理

本計画の評価・見直しについては、ＰＤＣＡサイクルに基づいて実施することで、計

画の着実な推進を図ります。具体的には、「宇治田原町健康づくり推進協議会」におい

て毎年度、計画の評価と点検、進行管理や見直し等を行います。

また、計画の最終年度である令和１２年度までに、上記の協議会において、次期計画

の策定に向けた協議を開始します。その際には、アンケート調査結果や各種データから

目標達成状況を定量的に把握し、最終的な評価・検証を行います。この評価・検証結果

を受けて、内容の見直しや新規施策の立案など地域実状や時代に適応した内容になる

よう検討・協議を行います。

【ＰＤＣＡサイクルのイメージ】

ＰＰｌｌａａｎｎ

計計画画

ＤＤｏｏ

実実施施

ＣＣｈｈｅｅｃｃｋｋ

評評価価

ＡＡｃｃｔｔｉｉｏｏｎｎ

改改善善

計画を立案し共有 計画に沿って実施

実施内容・進捗

状況に関する点検・評価改善策の検討・見直し

ＰＤＣＡ

サイクル

第 部 計画の推進
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第５部 計画の推進

１ 計画の推進に向けた考え方

この健康増進計画に掲げる目標を達成するためには、住民一人ひとりが健康づくり

の大切さを自覚し、さらに「自分の健康は、自分で守り、自分でつくる」という意識を

年齢に関係なく、継続して持つことが重要です。

しかし、個人だけによる健康づくりには限界があるため、行政をはじめ、地域や健康

づくりに関与する各種団体などの多様な主体が連携を図りながら、社会全体で個人の

健康づくりを支えていく必要があります。

【参考：各主体の役割】

主 体 役 割

住 民

「健康増進の主役」

住民一人ひとりが、健康に対する意識を高め、積極的に取り組むことが

大切です（※住民のライフステージ別の役割は「第４部」を参照）

地 域

「支え合いの気持ちでお互い健康に」

地域では様々な活動を通して、健康づくりが実践されています。今後も

地域ぐるみで健康づくりに取り組んでいくことが大切です。（※地域の

ライフステージ別の役割は「第４部」を参照）

企業・事業所

「心身の健康増進を支援」

従業員に対する健康管理は重要な役割であり、健康診査の充実、労働環

境の改善また心身の健康づくりに向けた積極的な取り組みが求められ

ています。

関係団体

「専門的な健康増進サービスの提供」

保健・医療関係団体や教育機関は、その専門性を活かして、健康増進の

ための活動を展開し、住民の健康づくりの支援を行うことが求められ

ます。

行 政

「健康増進に関するきっかけづくり・体制づくり」

住民の健康づくりに対して、すべての担当課等が連携し、計画の推進に

向けて取り組みます。また個人をはじめ、地域、保育所、幼稚園、学校、

その他関係機関・団体などとの連携・協力のもと取り組んでいきます。

＜情報提供・周知＞

健康づくりに関する適切な情報について、広報紙をはじめ、ホームペー

ジやＳＮＳを活用し、住民に対して広く周知・啓発していきます。

＜事業の充実＞

現在実施している健康づくり事業を評価・点検し、より多くの住民が参

加しやすい事業を提供できるよう努めます。

第 部 計画の推進

２ 計画の進捗管理

本計画の評価・見直しについては、ＰＤＣＡサイクルに基づいて実施することで、計

画の着実な推進を図ります。具体的には、「宇治田原町健康づくり推進協議会」におい

て毎年度、計画の評価と点検、進行管理や見直し等を行います。

また、計画の最終年度である令和１２年度までに、上記の協議会において、次期計画

の策定に向けた協議を開始します。その際には、アンケート調査結果や各種データから

目標達成状況を定量的に把握し、最終的な評価・検証を行います。この評価・検証結果

を受けて、内容の見直しや新規施策の立案など地域実状や時代に適応した内容になる

よう検討・協議を行います。

【ＰＤＣＡサイクルのイメージ】

ＰＰｌｌａａｎｎ

計計画画

ＤＤｏｏ

実実施施
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評評価価
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改改善善

計画を立案し共有 計画に沿って実施
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状況に関する点検・評価改善策の検討・見直し
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資料編

１  統計データからみる現状

（１） 総人口と高齢化の状況

本町の総人口は、緩やかな減少傾向で推移しており、令和２年の 人から令和６年には

人となって、 人（ ％）減少しています。

年齢別にみると、０～ 歳の年少人口、 ～ 歳の生産年齢人口が減少している一方で、 歳

以上の老年人口は増加を続けています。

年齢３区分別人口 （人）

年齢区分
令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

～ 歳

～ 歳

歳以上

総 数

資料：住民基本台帳（各年１月１日）

年齢３区分別人口割合の推移

資料：住民基本台帳（各年１月１日）

高齢化率は、令和２年以降、京都府、全国より高く、毎年、増加傾向で推移しています。

高齢化率の推移

資料：住民基本台帳（各年１月１日）

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

歳以上

～ 歳

歳以下

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

宇治田原町

京都府

全国

資料編

統計データからみる現状 （２） 出生の状況

本町の（人口千人に対する）出生率は、京都府や全国と比べて一貫して低く、令和５年は

となっています。

出生率の推移

資料：人口動態統計

（３） 死亡の状況

①主要死因の構成割合

本町の死亡について、主要死因別の割合をみると、第１位は「悪性新生物」の ％、第２位

は「心疾患（高血圧性除く）」の ％、３位は「脳血管疾患」の ％となっています。

「脳血管疾患」、「肺炎」、「腎不全」は、京都府や全国に比べ高くなっています。

主要死因の構成割合

資料：人口動態統計特殊報告（平成 年～令和４年）

※Ｈ ～Ｒ４の死因が５件未満の場合は、０と表示されます。

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

宇治田原町
京都府
全国

（人口千人当り出生率）

悪性新生物

心疾患

（高血圧症除く）

脳血管疾患

肺炎

肝疾患

腎不全

老衰

不慮の事故

自殺

その他

宇治田原町

京都府

全国

資料編

統計データからみる現状
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資料編

１  統計データからみる現状

（１） 総人口と高齢化の状況

本町の総人口は、緩やかな減少傾向で推移しており、令和２年の 人から令和６年には

人となって、 人（ ％）減少しています。

年齢別にみると、０～ 歳の年少人口、 ～ 歳の生産年齢人口が減少している一方で、 歳

以上の老年人口は増加を続けています。

年齢３区分別人口 （人）

年齢区分
令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

～ 歳

～ 歳

歳以上

総 数

資料：住民基本台帳（各年１月１日）

年齢３区分別人口割合の推移

資料：住民基本台帳（各年１月１日）

高齢化率は、令和２年以降、京都府、全国より高く、毎年、増加傾向で推移しています。

高齢化率の推移

資料：住民基本台帳（各年１月１日）

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

歳以上

～ 歳

歳以下

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

宇治田原町

京都府

全国

資料編

統計データからみる現状 （２） 出生の状況

本町の（人口千人に対する）出生率は、京都府や全国と比べて一貫して低く、令和５年は

となっています。

出生率の推移

資料：人口動態統計

（３） 死亡の状況

①主要死因の構成割合

本町の死亡について、主要死因別の割合をみると、第１位は「悪性新生物」の ％、第２位

は「心疾患（高血圧性除く）」の ％、３位は「脳血管疾患」の ％となっています。

「脳血管疾患」、「肺炎」、「腎不全」は、京都府や全国に比べ高くなっています。

主要死因の構成割合

資料：人口動態統計特殊報告（平成 年～令和４年）

※Ｈ ～Ｒ４の死因が５件未満の場合は、０と表示されます。

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

宇治田原町
京都府
全国

（人口千人当り出生率）

悪性新生物

心疾患

（高血圧症除く）

脳血管疾患

肺炎

肝疾患

腎不全

老衰

不慮の事故

自殺

その他

宇治田原町

京都府

全国

資料編

統計データからみる現状
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②標準化死亡比

男性では「心疾患（高血圧症除く）」、女性では「悪性新生物」、「心疾患（高血圧症除く）」が

全国値の より大きくなっています。

標準化死亡比

（男性） （女性）

資料：人口動態統計特殊報告（平成 年～令和４年）

※ベイズ推定値

全死因

悪性新生物

心疾患

（高血圧症除

く）

脳血管疾患

肺炎

肝疾患

腎不全

老衰

不慮の事故

自殺

宇治田原町
京都府
全国

全死因

悪性新生物

心疾患

（高血圧症除

く）

脳血管疾患

肺炎

肝疾患

腎不全

老衰

不慮の事故

自殺

「標準化死亡比」は全国値を とし、その地域の数値が より大きい場合、地域の死亡率は全国より

高いと判断され、 より小さい場合、全国より低いと判断される

資料編

統計データからみる現状

（４） 平均余命と平均自立期間

本町の平均余命（０歳における平均余命）は、令和６年で男性が 歳、女性が 歳で、

女性は男性より 歳長くなっています。

要介護 以上になるまでの期間を「日常生活動作が自立している期間」とした場合の平均を算

出した平均自立期間は、令和６年で男性が 歳、女性は 歳となっています。

本町の平均余命と平均自立期間の差である日常生活に制限のある期間は、男性では 歳、女

性では 歳です。

なお、男性は平均余命・平均自立期間ともに、全国・京都府・同規模自治体に比べて長くなっ

ていますが、一方で、「日常生活に制限のある期間」は京都府・同規模自治体よりは短いものの、

全国と比較するとやや長い傾向が出ています。女性では、平均余命・平均自立期間ともに、全国・

京都府・同規模自治体に比べて短く、また、「日常生活に制限のある期間」も、各比較において長

くなっています。

平均余命と平均自立期間（令和６年（ ）

資料：国保データベース

資料編

統計データからみる現状

平均余命

平均自立期間
宇治田原町

京都府

同規模自治体

全国体

日常生活に制限

がある期間の平

均

単位：歳

【男性】

平均余命

平均自立期間
宇治田原町

京都府

同規模自治体

全国体

日常生活に制限

がある期間の平

均

単位：歳

【女性】
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②標準化死亡比

男性では「心疾患（高血圧症除く）」、女性では「悪性新生物」、「心疾患（高血圧症除く）」が

全国値の より大きくなっています。

標準化死亡比

（男性） （女性）

資料：人口動態統計特殊報告（平成 年～令和４年）

※ベイズ推定値

全死因

悪性新生物

心疾患

（高血圧症除

く）

脳血管疾患

肺炎

肝疾患

腎不全

老衰

不慮の事故

自殺

宇治田原町
京都府
全国

全死因

悪性新生物

心疾患

（高血圧症除

く）

脳血管疾患

肺炎

肝疾患

腎不全

老衰

不慮の事故

自殺

「標準化死亡比」は全国値を とし、その地域の数値が より大きい場合、地域の死亡率は全国より

高いと判断され、 より小さい場合、全国より低いと判断される

資料編

統計データからみる現状

（４） 平均余命と平均自立期間

本町の平均余命（０歳における平均余命）は、令和６年で男性が 歳、女性が 歳で、

女性は男性より 歳長くなっています。

要介護 以上になるまでの期間を「日常生活動作が自立している期間」とした場合の平均を算

出した平均自立期間は、令和６年で男性が 歳、女性は 歳となっています。

本町の平均余命と平均自立期間の差である日常生活に制限のある期間は、男性では 歳、女

性では 歳です。

なお、男性は平均余命・平均自立期間ともに、全国・京都府・同規模自治体に比べて長くなっ

ていますが、一方で、「日常生活に制限のある期間」は京都府・同規模自治体よりは短いものの、

全国と比較するとやや長い傾向が出ています。女性では、平均余命・平均自立期間ともに、全国・

京都府・同規模自治体に比べて短く、また、「日常生活に制限のある期間」も、各比較において長

くなっています。

平均余命と平均自立期間（令和６年（ ）

資料：国保データベース
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平均余命

平均自立期間
宇治田原町

京都府

同規模自治体

全国体

日常生活に制限

がある期間の平

均

単位：歳

【男性】

平均余命

平均自立期間
宇治田原町

京都府

同規模自治体

全国体

日常生活に制限

がある期間の平

均

単位：歳

【女性】
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（５） 各種健（検）診等の受診状況

①がん検診の受診状況

本町の各種がん検診の受診率は、全国と比べると胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診が低

い水準となっています。京都府と比較すると、肺がん検診、大腸がん検診、乳がん検診、子宮頸

がん検診は高い水準となっています。

がん検診の受診率（令和５年（ ）

資料：地域保健・健康増進事業報告 健康増進編

胃がん 肺がん 大腸がん 乳がん 子宮頸がん

宇治田原町 京都府 同規模自治体 全国
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②特定健康診査の受診状況

本町国民健康保険被保険者の過去５年間の特定健康診査受診率は、京都府、全国と比べて高い

水準で推移しており、令和６年度は ％となっています。

特定健康診査受診率の推移

資料：国保データベース

Ｒ６年度の数値については、暫定値

③特定保健指導の受診状況

本町国民健康保険被保険者の過去４年間の特定保健指導の実施率は、令和３年を除いて京都府、

全国と比べて高い水準となっています。

特定保健指導実施率の推移

資料：国保データベース

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

宇治田原町 京都府 同規模自治体 全国

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

宇治田原町 京都府 同規模自治体 全国

「特定健康診査」とは、日本人の死亡原因の約６割を占める生活習慣病の予防のために、 歳から 歳ま

での方を対象に、メタボリックシンドロームに着目した健診。

「特定保健指導」とは、特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活

習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、専門スタッフ（保健師、管理栄養士など）が生活習慣を見

直すサポート
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コロナ禍の影響あり

コロナ禍の影響あり
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（５） 各種健（検）診等の受診状況

①がん検診の受診状況

本町の各種がん検診の受診率は、全国と比べると胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診が低

い水準となっています。京都府と比較すると、肺がん検診、大腸がん検診、乳がん検診、子宮頸

がん検診は高い水準となっています。

がん検診の受診率（令和５年（ ）

資料：地域保健・健康増進事業報告 健康増進編

胃がん 肺がん 大腸がん 乳がん 子宮頸がん

宇治田原町 京都府 同規模自治体 全国
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②特定健康診査の受診状況

本町国民健康保険被保険者の過去５年間の特定健康診査受診率は、京都府、全国と比べて高い

水準で推移しており、令和６年度は ％となっています。

特定健康診査受診率の推移

資料：国保データベース

Ｒ６年度の数値については、暫定値

③特定保健指導の受診状況

本町国民健康保険被保険者の過去４年間の特定保健指導の実施率は、令和３年を除いて京都府、

全国と比べて高い水準となっています。

特定保健指導実施率の推移

資料：国保データベース

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

宇治田原町 京都府 同規模自治体 全国

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

宇治田原町 京都府 同規模自治体 全国

「特定健康診査」とは、日本人の死亡原因の約６割を占める生活習慣病の予防のために、 歳から 歳ま

での方を対象に、メタボリックシンドロームに着目した健診。

「特定保健指導」とは、特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活

習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、専門スタッフ（保健師、管理栄養士など）が生活習慣を見

直すサポート
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コロナ禍の影響あり

コロナ禍の影響あり
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（６） 健診結果に基づくリスク等の状況

①生活習慣病リスク保有者

本町の生活習慣病リスク保有者の割合を、リスクごとにみると、血圧リスクの割合が ％と

最も高く、次いで脂質リスク、血糖リスクがいずれも ％となっています。京都府と比べると、

肥満リスク、脂質リスク、血糖リスクの割合が高くなっています。

生活習慣病リスク保有者の割合（割合が低いほど評価）（令和６年（ ）

資料：国保データベース

②適正な生活習慣を有する者

本町の適正な生活習慣を有する者の割合を、習慣リスクなしの項目ごとにみると、運動習慣リ

スクなしの割合が ％と最も低く、次いで喫煙習慣リスクなしが ％となっています。京都

府と比べると、喫煙習慣リスクなし、運動習慣リスクなしで低くなっています。

適正な生活習慣を有する者の割合（割合が高いほど評価）（令和６年（ ）

資料：国保データベース

肥満リスク 血圧リスク 肝機能リスク 脂質リスク 血糖リスク

宇治田原町 京都府

喫煙習慣

リスクなし

運動習慣

リスクなし

食事習慣

リスクなし

飲酒習慣

リスクなし

睡眠習慣

リスクなし

宇治田原町 京都府

※リスク保有者の判定基準（保健指導判定基準）

■肥満（内臓脂肪型肥満のリスク保有者）： 以上、または腹囲 男性 ・ ⼥性 以上

■⾎圧（⾼⾎圧のリスク保有者）：収縮期 以上、または拡張期 以上

■肝機能（肝機能異常症のリスク保有者）： 以上、または 以上、または γ 以上

■⾎糖（糖尿病のリスク保有者）：空腹時⾎糖値 以上、または 以上

■脂質（脂質異常症のリスク保有者）：中性脂肪 以上、または コレステロール 未満

※適正な⽣活習慣を有する者の判定基準

■喫煙：問診「現在、たばこを習慣的に吸っている」に「いいえ」と回答した者

■運動：運動習慣に関する３つの問診項⽬のうち２つ以上が適切

■⾷事：⾷事習慣に関する４つの問診項⽬のうち３つ以上が適切

■飲酒：「多量飲酒群」（以下①または②）に該当しない者

①飲酒頻度が「毎⽇」で１⽇あたり飲酒量が２合以上の者

②飲酒頻度が「時々」で１⽇あたり飲酒量が３合以上の者

■睡眠：問診「睡眠で休養が⼗分とれている」に「はい」と回答した者

資料編

統計データからみる現状

（７） 介護の状況

本町の令和２年から令和６年の要介護度別認定者構成比の推移をみると、軽度（要支援１・２）

は ～ ％、中度（要介護１・２）は ～ ％、重度（要介護３以上）は ～ ％で、それぞれ

推移しています。

要介護度別認定者構成比の推移

資料：介護保険事業状況報告（各年９月末）

本町の認定率は、京都府や全国より一貫して低い水準で、ほぼ横ばいで推移しています。

認定率の推移

資料：介護保険事業状況報告（各年９月末）

※認定率：要介護認定者数を第 号被保険者数で除した数

令和 年 令和 年 令和 年 令和 年 令和 年

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

令和 年 令和 年 令和 年 令和 年 令和 年

宇治田原町 京都府 全国
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統計データからみる現状
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（６） 健診結果に基づくリスク等の状況

①生活習慣病リスク保有者

本町の生活習慣病リスク保有者の割合を、リスクごとにみると、血圧リスクの割合が ％と

最も高く、次いで脂質リスク、血糖リスクがいずれも ％となっています。京都府と比べると、

肥満リスク、脂質リスク、血糖リスクの割合が高くなっています。

生活習慣病リスク保有者の割合（割合が低いほど評価）（令和６年（ ）

資料：国保データベース

②適正な生活習慣を有する者

本町の適正な生活習慣を有する者の割合を、習慣リスクなしの項目ごとにみると、運動習慣リ

スクなしの割合が ％と最も低く、次いで喫煙習慣リスクなしが ％となっています。京都

府と比べると、喫煙習慣リスクなし、運動習慣リスクなしで低くなっています。

適正な生活習慣を有する者の割合（割合が高いほど評価）（令和６年（ ）

資料：国保データベース

肥満リスク 血圧リスク 肝機能リスク 脂質リスク 血糖リスク

宇治田原町 京都府

喫煙習慣

リスクなし

運動習慣

リスクなし

食事習慣

リスクなし

飲酒習慣

リスクなし

睡眠習慣

リスクなし

宇治田原町 京都府

※リスク保有者の判定基準（保健指導判定基準）

■肥満（内臓脂肪型肥満のリスク保有者）： 以上、または腹囲 男性 ・ ⼥性 以上

■⾎圧（⾼⾎圧のリスク保有者）：収縮期 以上、または拡張期 以上

■肝機能（肝機能異常症のリスク保有者）： 以上、または 以上、または γ 以上

■⾎糖（糖尿病のリスク保有者）：空腹時⾎糖値 以上、または 以上

■脂質（脂質異常症のリスク保有者）：中性脂肪 以上、または コレステロール 未満

※適正な⽣活習慣を有する者の判定基準

■喫煙：問診「現在、たばこを習慣的に吸っている」に「いいえ」と回答した者

■運動：運動習慣に関する３つの問診項⽬のうち２つ以上が適切

■⾷事：⾷事習慣に関する４つの問診項⽬のうち３つ以上が適切

■飲酒：「多量飲酒群」（以下①または②）に該当しない者

①飲酒頻度が「毎⽇」で１⽇あたり飲酒量が２合以上の者

②飲酒頻度が「時々」で１⽇あたり飲酒量が３合以上の者

■睡眠：問診「睡眠で休養が⼗分とれている」に「はい」と回答した者
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統計データからみる現状

（７） 介護の状況

本町の令和２年から令和６年の要介護度別認定者構成比の推移をみると、軽度（要支援１・２）

は ～ ％、中度（要介護１・２）は ～ ％、重度（要介護３以上）は ～ ％で、それぞれ

推移しています。

要介護度別認定者構成比の推移

資料：介護保険事業状況報告（各年９月末）

本町の認定率は、京都府や全国より一貫して低い水準で、ほぼ横ばいで推移しています。

認定率の推移

資料：介護保険事業状況報告（各年９月末）

※認定率：要介護認定者数を第 号被保険者数で除した数

令和 年 令和 年 令和 年 令和 年 令和 年

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

令和 年 令和 年 令和 年 令和 年 令和 年

宇治田原町 京都府 全国

資料編

統計データからみる現状
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２ 住民アンケート調査の結果

（１） 調査の概要

各調査の実施方法、回収結果は次のとおりです。

調査名 調査対象者 配布・回収方法 調査期間

成人調査
町内在住

歳以上 人（抽出）
郵送配布・回収 令和６年 月

３歳児調査
町内在住

３歳児 人（悉皆）

保育所・幼稚園で配布・回収

その他児童は郵送配布・回収
令和６年 月

８歳児調査
小学校

３年生 人（悉皆） 小学校で配布・回収 令和６年 月

歳児調査
中学校

２年生 人（悉皆）
アンケート 令和６年 月

対象者区分 配布数 回収数 回収率

成人（ 歳以上） 票 票 ％

３歳児 票 票 ％

８歳児 票 票 ％

歳児 票 票 ％

（２） 成人調査の結果からみる課題

①健康状態について

主観的に「健康だと感じている」割合は

％（前回 ％）で、「健康ではないと

感じている」の ％（前回 ％）に比

べて ポイント多くなっていますが、

の肥満度判定との関係をみると、「普通体重」

でも「太っている」「太りぎみ」と感じてい

る方、「肥満」でも「普通」や「やせぎみ」と

感じている方がみられます。

【ＢＭＩの肥満度判定 × 現在の体型】（成人調査Ⅰ－３、Ⅱ－４）

太っている 太りぎみ 普通 やせぎみ やせている 無回答 合計

肥満（１度）

肥満（２度）

肥満（３度）

肥満（４度）

合計

低体重

普通体重

非常に健康だと思う

まあまあ健康だと思う

あまり健康ではない

健康ではない

無回答 今回調査

前回調査

【主観的健康観】（成人調査Ⅱ－１）

健康だと思う ％

健康ではない ％

資料編

住民アンケート調査の結果

②健康づくりについて

自身の健康に関心がある方が多い中で、

健康に関する情報の入手先の第 位は「イ

ンターネット（パソコン・携帯電話など）」

ですが、「広報うじたわら（町民の窓）」は

１割以下と少なく、ＳＮＳを活用した情報

発信方法の工夫が必要です。

「高血圧」 ％が最も多く、次いで「高脂血症」 ％、「糖尿病」 ％となっていま

す。「指摘を受けたことがない」は ％となっています。

今回調査は前回調査に比べて「指摘を受けたことがない」が ポイント、「肥満」が

ポイントそれぞれ減少している一方で、「高血圧」は ポイント、「高脂血症」が ポイ

ント増加しています。

とても関心がある

いくらか関心がある

特に関心がない

無回答
今回調査

前回調査

【自身の健康づくりの関心度】（成人調査Ⅱ－６）

関心がある

％

インターネット

（パソコン・携帯電話など）

テレビ・ラジオ

医師

友人

家族

新聞

雑誌

広報うじたわら（町民の窓）

看護師

近所の人

専門書

保健師・栄養士（行政）

食生活改善推進員

学校の先生

その他

今回調査

前回調査

【健康に関する情報の入手先】（成人調査Ⅱ－９）

資料編
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【指摘を受けた病気】（成人調査Ⅱ－ ）
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②健康づくりについて

自身の健康に関心がある方が多い中で、

健康に関する情報の入手先の第 位は「イ

ンターネット（パソコン・携帯電話など）」

ですが、「広報うじたわら（町民の窓）」は

１割以下と少なく、ＳＮＳを活用した情報

発信方法の工夫が必要です。

「高血圧」 ％が最も多く、次いで「高脂血症」 ％、「糖尿病」 ％となっていま

す。「指摘を受けたことがない」は ％となっています。

今回調査は前回調査に比べて「指摘を受けたことがない」が ポイント、「肥満」が

ポイントそれぞれ減少している一方で、「高血圧」は ポイント、「高脂血症」が ポイ

ント増加しています。

とても関心がある

いくらか関心がある

特に関心がない

無回答
今回調査

前回調査

【自身の健康づくりの関心度】（成人調査Ⅱ－６）

関心がある

％

インターネット

（パソコン・携帯電話など）

テレビ・ラジオ

医師

友人

家族

新聞

雑誌

広報うじたわら（町民の窓）

看護師

近所の人

専門書

保健師・栄養士（行政）

食生活改善推進員

学校の先生

その他

今回調査

前回調査

【健康に関する情報の入手先】（成人調査Ⅱ－９）
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定期的な健康診査やがん検診を受診していない方の割合は、前回調査に比べて減少したもの

の「がん検診」では ％、「健康診査」では ％が受診していないため、情報発信の工夫

等による受診の促進が望まれます。

「フレイルの可能性が高い」 ％が最も多く、次いで「フレイル予備軍」 ％、「フレイ

ルの兆候なし」 ％となっています。

性別にみると“男性”で「フレイルの可能性が高い」が多くなっています。

胃がん検診（胃部レントゲン）

子宮頸がん検診（内診、細胞診）

前立腺がん検診（採血）

大腸がん検診（検便）

乳がん検診

（視触診、マンモグラフィ）

肺がん検診

（胸部レントゲン、喀痰検査）

受けていない

今回調査

前回調査

職場（学校）の健康診査

町の健康診査

人間ドック

受けていない

今回調査

前回調査

【定期的な健康診査の受診状況】
（成人調査Ⅱ－ ）

【定期的ながん検診の受診状況】
（成人調査Ⅱ－ ）
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【フレイルについて】（成人調査Ⅱ－ ）

【男女別フレイルについて】（成人調査Ⅱ－ ）

③運動習慣について

日常生活の中で体を動かさない方、外出時に

車を使い歩く習慣がない方、運動をしない方が

多くなっている中で、運動をしない理由は「時

間に余裕がないから」が最も多く、運動の優先

度が低くなっています。これは、ロコモティブ

シンドロームの認知度が低いことも一因と考え

られます。なお、運動習慣に関するこれらの傾

向は、前回調査に比べて僅かに改善しています。

ほとんど体は動かさない

あまり体は動かさない

ある程度体を動かす

かなり体を動かす

無回答 今回調査

前回調査

【ふだんの生活で体を動かす程度】（成人調査Ⅲ－１）

動かさない

％

動かす ％

【外出の際に車を使うか】（成人調査Ⅲ－２）

いつも使う

時々使う

たまに使う

使わない

無回答
今回調査
前回調査

５分以下

６分～ 分

分～ 分

分～ 分

分～ 分

分～ 分

分以上

無回答

今回調査

前回調査

【外出の際に歩く時間】（成人調査Ⅲ－３）

分未満 ％

ほとんど毎日

週に ～ 日

週に ～ 日

月に ～ 日

運動はしていない

無回答 今回調査

前回調査

【運動の頻度】（成人調査Ⅲ－６）

時間に余裕がないから

仕事や家事で十分と思うから

面倒だから

病気や身体上の理由から

利用できる場所が近くにないから

経済的にゆとりがないから

一緒にする人がいないから

必要がないから

方法がわからないから

体を動かすことが嫌いだから

効果があると思えないから

医師からの運動制限があるから

その他

今回調査

前回調査

【運動をしない理由】（成人調査Ⅲ－７－１）

知っている

名前は聞いたことがある

知らない

無回答 今回調査

前回調査

【ロコモティブシンドロームの認知状況】
（成人調査Ⅲ－８）
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③運動習慣について

日常生活の中で体を動かさない方、外出時に

車を使い歩く習慣がない方、運動をしない方が

多くなっている中で、運動をしない理由は「時

間に余裕がないから」が最も多く、運動の優先

度が低くなっています。これは、ロコモティブ

シンドロームの認知度が低いことも一因と考え

られます。なお、運動習慣に関するこれらの傾

向は、前回調査に比べて僅かに改善しています。

ほとんど体は動かさない

あまり体は動かさない

ある程度体を動かす

かなり体を動かす

無回答 今回調査

前回調査

【ふだんの生活で体を動かす程度】（成人調査Ⅲ－１）

動かさない

％

動かす ％

【外出の際に車を使うか】（成人調査Ⅲ－２）

いつも使う

時々使う

たまに使う

使わない

無回答
今回調査
前回調査

５分以下

６分～ 分

分～ 分

分～ 分

分～ 分

分～ 分

分以上

無回答

今回調査

前回調査

【外出の際に歩く時間】（成人調査Ⅲ－３）

分未満 ％

ほとんど毎日

週に ～ 日

週に ～ 日

月に ～ 日

運動はしていない

無回答 今回調査

前回調査

【運動の頻度】（成人調査Ⅲ－６）

時間に余裕がないから

仕事や家事で十分と思うから

面倒だから

病気や身体上の理由から

利用できる場所が近くにないから

経済的にゆとりがないから

一緒にする人がいないから

必要がないから

方法がわからないから

体を動かすことが嫌いだから

効果があると思えないから

医師からの運動制限があるから

その他

今回調査

前回調査

【運動をしない理由】（成人調査Ⅲ－７－１）

知っている

名前は聞いたことがある

知らない

無回答 今回調査

前回調査

【ロコモティブシンドロームの認知状況】
（成人調査Ⅲ－８）
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④食習慣について

食習慣では、濃い味付けや油っぽい料理を好む方、塩分の取りすぎや栄養のバランスを考え

ていない方が、 ～ ％程度みられます。

⑤喫煙について

喫煙の習慣は女性と比べて男性の割合

が高くなっています。

過去１か月以内に受動喫煙が「あった」

が ％、「なかった」が ％となって

います。

薄味

濃い味

どちらともいえない

無回答 今回調査

前回調査

【どのような味付けが好きか】（成人調査Ⅳ－２）

好む

好まない

どちらともいえない

無回答 今回調査

前回調査

【油っぽい料理を好むか】（成人調査Ⅳ－３）

いつも気をつけている

時々気をつけている

あまり気をつけていない

全く気をつけていない

無回答
今回調査

前回調査

【塩分の取りすぎに気をつけているか】
（成人調査Ⅳ－４）

気をつけていない

％

いつも考えている

まあまあ考えている

あまり考えていない

全く考えていない

無回答
今回調査

前回調査

【栄養のバランスを考えているか】
（成人調査Ⅳ－６）

考えていない

％

以前から吸わない

禁煙した

毎日吸う

時々吸う

無回答 男性

女性

【喫煙の状況】（成人調査Ⅴ－１）

男性 ％

女性 ％

資料編
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場　所 回 答 数

 自宅、友人宅

 職場

 車（車内）

 喫煙場所

 飲食店など

 道路

 コンビニ

 駅・バス停

 スーパー

受動喫煙の場所

【受動喫煙の有無とその場所】（成人調査Ⅴ－ ）

⑥飲酒について

飲酒の習慣は女性と比べて男性

の割合が高くなっています。

少しでも飲酒をする方について、

飲酒頻度と飲酒量の関係から飲酒

に係るリスク評価をみると、男性で

は ％、女性では ％の方が、

「生活習慣病のリスクを高める量

を飲酒している者」と考えられま

す。

【飲酒に係るリスクの評価】（男性）（成人調査Ⅴ－４、Ⅴ―４－１）

（着色部分：生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者 人、 ％）

１合未満
１合以上

２合未満

２合以上

３合未満

３合以上

４合未満

４合以上

５合未満
５合以上 合計

ほとんど毎日飲

む

週に３～４回程

度飲む

週に１～２回程

度飲む

月に１～２回程

度飲む

合計

注：健康日本 （第二次）及び のガイドラインで規定されている飲酒による生活習慣病等

のリスク評価

【飲酒に係るリスクの評価】（女性）（成人調査Ⅴ－４、Ⅴ―４－１）

（着色部分：生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者 人、 ％）

１合未満
１合以上

２合未満

２合以上

３合未満

３合以上

４合未満

４合以上

５合未満
５合以上 合計

ほとんど毎日飲

む

週に３～４回程

度飲む

週に１～２回程

度飲む

月に１～２回程

度飲む

合計

注：健康日本 （第二次）及び のガイドラインで規定されている飲酒による生活習慣病等

のリスク評価

飲まない／ほとんど飲まない

禁酒した

月に１～２回程度飲む

週に１～２回程度飲む

週に３～４回程度飲む

ほとんど毎日飲む

無回答 男性

女性

【飲酒の状況】（成人調査Ⅴ－４）

男性 ％

女性 ％
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④食習慣について

食習慣では、濃い味付けや油っぽい料理を好む方、塩分の取りすぎや栄養のバランスを考え

ていない方が、 ～ ％程度みられます。

⑤喫煙について

喫煙の習慣は女性と比べて男性の割合

が高くなっています。

過去１か月以内に受動喫煙が「あった」

が ％、「なかった」が ％となって

います。

薄味

濃い味

どちらともいえない

無回答 今回調査

前回調査

【どのような味付けが好きか】（成人調査Ⅳ－２）

好む

好まない

どちらともいえない

無回答 今回調査

前回調査

【油っぽい料理を好むか】（成人調査Ⅳ－３）

いつも気をつけている

時々気をつけている

あまり気をつけていない

全く気をつけていない

無回答
今回調査

前回調査

【塩分の取りすぎに気をつけているか】
（成人調査Ⅳ－４）

気をつけていない

％

いつも考えている

まあまあ考えている

あまり考えていない

全く考えていない

無回答
今回調査

前回調査

【栄養のバランスを考えているか】
（成人調査Ⅳ－６）

考えていない

％

以前から吸わない

禁煙した

毎日吸う

時々吸う

無回答 男性

女性

【喫煙の状況】（成人調査Ⅴ－１）

男性 ％

女性 ％
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場　所 回 答 数

 自宅、友人宅

 職場

 車（車内）

 喫煙場所

 飲食店など

 道路

 コンビニ

 駅・バス停

 スーパー

受動喫煙の場所

【受動喫煙の有無とその場所】（成人調査Ⅴ－ ）

⑥飲酒について

飲酒の習慣は女性と比べて男性

の割合が高くなっています。

少しでも飲酒をする方について、

飲酒頻度と飲酒量の関係から飲酒

に係るリスク評価をみると、男性で

は ％、女性では ％の方が、

「生活習慣病のリスクを高める量

を飲酒している者」と考えられま

す。

【飲酒に係るリスクの評価】（男性）（成人調査Ⅴ－４、Ⅴ―４－１）

（着色部分：生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者 人、 ％）

１合未満
１合以上

２合未満

２合以上

３合未満

３合以上

４合未満

４合以上

５合未満
５合以上 合計

ほとんど毎日飲

む

週に３～４回程

度飲む

週に１～２回程

度飲む

月に１～２回程

度飲む

合計

注：健康日本 （第二次）及び のガイドラインで規定されている飲酒による生活習慣病等

のリスク評価

【飲酒に係るリスクの評価】（女性）（成人調査Ⅴ－４、Ⅴ―４－１）

（着色部分：生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者 人、 ％）

１合未満
１合以上

２合未満

２合以上

３合未満

３合以上

４合未満

４合以上

５合未満
５合以上 合計

ほとんど毎日飲

む

週に３～４回程

度飲む

週に１～２回程

度飲む

月に１～２回程

度飲む

合計

注：健康日本 （第二次）及び のガイドラインで規定されている飲酒による生活習慣病等

のリスク評価

飲まない／ほとんど飲まない

禁酒した

月に１～２回程度飲む

週に１～２回程度飲む

週に３～４回程度飲む

ほとんど毎日飲む

無回答 男性

女性

【飲酒の状況】（成人調査Ⅴ－４）

男性 ％

女性 ％
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⑦ストレスや休養について

規則的な睡眠や休養がとれている方が多い一方で、「精神的健康状態が低い」が ％となっ

ています。また、悩みやストレスを相談できる人や相談できる場所の認知については、 ％

が「知らない」となっており、相談機能の充実、相談に対するハードルの低下、相談できる場

所の周知が求められます。

⑧歯の健康について

１日に２回以上歯を磨かない方が一定数あり、歯科検診を受けていない方は５割を超えてい

ます。歯の健康と全身の健康と密接につながっており、食生活への影響だけでなく、歯周病な

どの口腔内の問題が、糖尿病などの全身疾患のリスクを高めることを周知し、歯磨きの習慣や

歯科健診の受診の啓発が求められます。

【悩みやストレスの相談場所等の認知状況】
（成人調査Ⅵ－６）

知っている

知らない

必要に応じて

自分で調べる

無回答
今回調査

【精神的健康状態】
（成人調査Ⅵ－４）

精神的健康状態が低い

問題なし

無回答 今回調査
前回調査

規則的である

ある程度規則的である

あまり規則的ではない

不規則である

無回答 今回調査

前回調査

【規則的な睡眠がとれているか】（成人調査Ⅵ－１）

十分とれている

まあまあとれている

あまりとれていない

全くとれていない

無回答 今回調査

前回調査

【休養がとれているか】（成人調査Ⅵ－３）

規則的である ％ 休養がとれている ％

健診や指導を受けた

受けていない

無回答 今回調査
前回調査

【歯科健診の受診の有無】（成人調査Ⅶ－５）

朝・昼・夜の３回

朝・昼（夜）等の２回

朝等１回

時々しか磨かない

磨かない

無回答 今回調査

前回調査

【歯磨きの回数】（成人調査Ⅶ－１）

１日に２回以上歯を

磨かない ％
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（３） ３歳、８歳、 歳児調査の結果からみる課題

①健康状態について

３歳児、８歳児では「とても健康だ」が６割超ですが、 歳児では３割強と低くなっていま

す。

病気等の指摘の有無をみると、「指摘を受

けたことがない」の割合は３歳児、８歳児に

対して 歳児では大幅に減少しています。

一方で、「花粉症」については、３歳児、８

歳児に比べて 歳児では大幅に増加してお

り、全体的にその他の病気の指摘も多く

なっています。

アレルギー疾患への対応は、医療による

治療だけでなく、規則正しい生活習慣や適

度な運動なども有効であり、健康や病気に

対する不安感を低下させる情報発信等も含

めた取り組みが求められます。

②生活習慣について

テレビやＤＶＤ視聴、ゲーム（スマートフォン・携

帯用ゲーム等含む）等の１日の平均時間は年齢が上

がるほど増加しており、 歳児では「３時間以上」

が４割を超えています。

テレビやスマートフォンの画面を見る時間が増加

することによる睡眠障害や運動能力の低下、デジタ

ル依存等の健康被害の危険性について、保護者を含

めて周知を行うことが求められます。

【病気等の指摘の有無】
（３歳児調査Ⅱ－７・８歳児調査Ⅱ－７・ 歳児調査Ⅱ－８）

アトピー性皮膚炎

食物アレルギー

花粉症

シックハウス症候群

喘息

肥満

やせ

貧血

心臓病

腎臓病

その他

指摘を受けたことがない

３歳児

８歳児

歳児

【健康観】
（３歳児調査Ⅱ―１・８歳児調査Ⅱ―１・ 歳児調査Ⅱ－

１）

とても健康だ

まあまあ健康だ

あまり健康ではない

健康ではない

無回答

３歳児
８歳児
歳児

１時間未満

１～２時間未満

２～３時間未満

３～４時間未満

４時間以上

見ない・しない

無回答

３歳児

８歳児

歳児

【テレビやＤＶＤ視聴、ゲーム等の１日の平均時間】
（３歳児調査Ⅲ―５・８歳児調査Ⅲ―５・ 歳児調査Ⅲ－８）
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（３） ３歳、８歳、 歳児調査の結果からみる課題

①健康状態について

３歳児、８歳児では「とても健康だ」が６割超ですが、 歳児では３割強と低くなっていま

す。

病気等の指摘の有無をみると、「指摘を受

けたことがない」の割合は３歳児、８歳児に

対して 歳児では大幅に減少しています。

一方で、「花粉症」については、３歳児、８

歳児に比べて 歳児では大幅に増加してお

り、全体的にその他の病気の指摘も多く

なっています。

アレルギー疾患への対応は、医療による

治療だけでなく、規則正しい生活習慣や適

度な運動なども有効であり、健康や病気に

対する不安感を低下させる情報発信等も含

めた取り組みが求められます。

②生活習慣について

テレビやＤＶＤ視聴、ゲーム（スマートフォン・携

帯用ゲーム等含む）等の１日の平均時間は年齢が上

がるほど増加しており、 歳児では「３時間以上」

が４割を超えています。

テレビやスマートフォンの画面を見る時間が増加

することによる睡眠障害や運動能力の低下、デジタ

ル依存等の健康被害の危険性について、保護者を含

めて周知を行うことが求められます。

【病気等の指摘の有無】
（３歳児調査Ⅱ－７・８歳児調査Ⅱ－７・ 歳児調査Ⅱ－８）

アトピー性皮膚炎

食物アレルギー

花粉症

シックハウス症候群

喘息

肥満

やせ

貧血

心臓病

腎臓病

その他

指摘を受けたことがない

３歳児

８歳児

歳児

【健康観】
（３歳児調査Ⅱ―１・８歳児調査Ⅱ―１・ 歳児調査Ⅱ－

１）

とても健康だ

まあまあ健康だ

あまり健康ではない

健康ではない

無回答

３歳児
８歳児
歳児

１時間未満

１～２時間未満

２～３時間未満

３～４時間未満

４時間以上

見ない・しない

無回答

３歳児

８歳児

歳児

【テレビやＤＶＤ視聴、ゲーム等の１日の平均時間】
（３歳児調査Ⅲ―５・８歳児調査Ⅲ―５・ 歳児調査Ⅲ－８）
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③食習慣について

１日３食（朝食・昼食・夕食）を毎日食べているかでは、８歳児は全員が「はい」と回答し

ていますが、３歳児では ％、 歳児では ％が「いいえ」と答えています。また、「いい

え」と回答した方が３食のうち食べていないのは、すべて「朝食」となっています。

食習慣については、わずかながら朝食を食べていない子どもや、家族と食事がとれていない

状況がみられ、食の重要性について、保護者を含め啓発していくことが求められます。

【１日３食（朝食・昼食・夕食）を毎日食べているか】

（３歳児調査Ⅳ－１・８歳児調査Ⅳ－１・ 歳児調査Ⅳ－１）

【家族と一緒に食事をする頻度】

（３歳児調査Ⅳ－８・８歳児調査Ⅳ－８・ 歳児調査Ⅳ－８）

 

３歳児

８歳児

歳児

はい いいえ

ほとんど毎日一緒に食べる

週に３～５回程度一緒に食べる

週に１～２回程度一緒に食べる

月に１～２回程度一緒に食べる

ほとんど一緒に食べない

一緒に食べることが全くない

３歳児

８歳児

歳児
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④歯の健康について

「むし歯がある」をみると、“３歳児”で４割、“８歳児”で約６割、“ 歳児”で２割となっ

ています。

健康的な食生活を維持するためには、子どものうちから食後に歯を磨く習慣を身につけ、歯

の健康を維持できるように、保護者を含め啓発していくことが求められます。

【むし歯の有無】

（３歳児調査Ⅴ―３・８歳児調査Ⅴ―１・ 歳児調査Ⅵ－２）

⑤家庭内の喫煙者について

家庭内には３割から４割程度の喫煙者がいる中で、妊婦の能動喫煙や小児の受動喫煙と喘息

やＳＩＤＳ（乳幼児突然死症候群）等との因果関係が科学的に示されていること、また誤飲事

故の危険性等について、保護者を含め啓発していくことが求められます。

【家庭内の喫煙者の有無】

（３歳児調査Ⅵ―１・８歳児調査Ⅵ―１・ 歳児調査Ⅶ－１）

３歳児

８歳児

歳児

むし歯はない むし歯がある 無回答

３歳児

８歳児

歳児

いる いない 無回答
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③食習慣について

１日３食（朝食・昼食・夕食）を毎日食べているかでは、８歳児は全員が「はい」と回答し

ていますが、３歳児では ％、 歳児では ％が「いいえ」と答えています。また、「いい

え」と回答した方が３食のうち食べていないのは、すべて「朝食」となっています。

食習慣については、わずかながら朝食を食べていない子どもや、家族と食事がとれていない

状況がみられ、食の重要性について、保護者を含め啓発していくことが求められます。

【１日３食（朝食・昼食・夕食）を毎日食べているか】

（３歳児調査Ⅳ－１・８歳児調査Ⅳ－１・ 歳児調査Ⅳ－１）

【家族と一緒に食事をする頻度】

（３歳児調査Ⅳ－８・８歳児調査Ⅳ－８・ 歳児調査Ⅳ－８）

 

３歳児

８歳児

歳児

はい いいえ

ほとんど毎日一緒に食べる

週に３～５回程度一緒に食べる

週に１～２回程度一緒に食べる

月に１～２回程度一緒に食べる

ほとんど一緒に食べない

一緒に食べることが全くない

３歳児

８歳児

歳児
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④歯の健康について

「むし歯がある」をみると、“３歳児”で４割、“８歳児”で約６割、“ 歳児”で２割となっ

ています。

健康的な食生活を維持するためには、子どものうちから食後に歯を磨く習慣を身につけ、歯

の健康を維持できるように、保護者を含め啓発していくことが求められます。

【むし歯の有無】

（３歳児調査Ⅴ―３・８歳児調査Ⅴ―１・ 歳児調査Ⅵ－２）

⑤家庭内の喫煙者について

家庭内には３割から４割程度の喫煙者がいる中で、妊婦の能動喫煙や小児の受動喫煙と喘息

やＳＩＤＳ（乳幼児突然死症候群）等との因果関係が科学的に示されていること、また誤飲事

故の危険性等について、保護者を含め啓発していくことが求められます。

【家庭内の喫煙者の有無】

（３歳児調査Ⅵ―１・８歳児調査Ⅵ―１・ 歳児調査Ⅶ－１）

３歳児

８歳児

歳児

むし歯はない むし歯がある 無回答

３歳児

８歳児

歳児

いる いない 無回答
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３ 計画の数値目標の進捗

健やかうじたわら プラン（第２期宇治田原町健康増進計画）は令和３年度から令和 年度

までの 年間を計画期間としており、中間年にあたる令和７年度に、策定時に設定した指標につ

いて、各種統計データやアンケート調査結果などを基に、ベースライン（令和元年度）と中間年

を比較した中間評価・見直しを行いました。

【参考】健やかうじたわら プラン（第２期健康増進計画）の構造

＜分野別・ライフステージ別の指標 現計画における確認項目の個数 ＞

項 目（現計画での記載箇所） 全体
幼児期

３～５歳 ＊１

児童・生徒期

６～ 歳 ＊２

青年・壮年前期

～ 歳 ＊３

壮年後期

～ 歳

高齢期

歳～

① 栄養・食生活（ ）

② 運動・身体活動

③ 休養、交流、こころの健康

（ ）

④ 飲酒・喫煙等（ ）

⑤ 疾病、介護予防（ ）

⑥ 歯・口腔の健康（ ）

⑦ 健康づくりの基盤（ ） —

合 計

※アンケート調査では、 は３歳、 は８歳、 歳、 は ～ 歳に対応します。

（１） 世代共通の健康づくり指標の達成状況

①栄養・食生活

指 標
基準値
（ 元）

目標値 目標値 中間
実績

達成
状況

実績
把握年

出典等

朝食を毎日食べる者の割

合

３歳児調査 以上

× 年度 アンケート調査

◎
令和 ～

年度
歳児健診

８歳児調査 以上 ◎ 年度 アンケート調査

歳児調査 以上 △ 年度 アンケート調査

成人調査

～ 歳
以上 以上 ◎ 年度 アンケート調査

栄養バランスを考えて食べている者の割

合（成人調査）
以上 以上 × 年度 アンケート調査

野菜を毎日食べている者

の割合（成人調査）

緑黄色野菜 以上 以上 × 年度 アンケート調査

その他野菜 以上 以上 × 年度 アンケート調査

塩分の取りすぎに注意している者の割合

（成人調査）
以上 以上 △ 年度 アンケート調査

フレイル（栄養）兆候ありの者の割合（成

人調査 歳以上）
以下 以下 × 年度 アンケート調査

ほとんど毎日家族と一緒に夕食を食べてい

る者の割合（成人調査）
以上 以上 △ 年度 アンケート調査

※基準値：８歳児、 歳児のみ令和２年度値

※「朝食を毎日食べる者の割合」の 歳児中間実績：３歳児のアンケート母数が少ないため、補足として過去

数年間の 歳児健診の問診を悉皆調査

【評価の基準】
◎ 達成：最終目標値（目標値 に達した指標 ○ 改善：中間目標値（目標値 に達した指標

△ 未達：中間目標値（目標値 に達していない指標 × 悪化：基準値より悪化した指標

資料編

計画の数値目標の進捗

②運動・身体活動

指 標
基準値
（ 元）

目標値 目標値 中間
実績

達成
状況

実績
把握年

出典等

週３日以上運動習慣のあ

る者の割合

８歳児調査 以上 以上 － － － （調査なし）

歳児調査 以上 以上 × 年度 アンケート調査

成人調査 以上 以上 〇 年度 アンケート調査

フレイル（運動）兆候ありの者の割合（成

人調査）
以下 以下 △ 年度 アンケート調査

運動習慣リスクなしの割合 以上 以上 × 年度 国保データベース

※基準値：８歳児、 歳児のみ令和２年度値

③休養、交流、こころの健康

指 標
基準値
（ 元）

目標値 目標値 中間
実績

達成
状況

実績
把握年

出典等

睡眠を規則的にとっている者の割合（成人

調査）
以上 以上 × 年度 アンケート調査

就寝時間が 時以降の子どもの割合（３歳

児調査）
以下 以下 △ 年度 アンケート調査

睡眠時間が不足している

子どもの割合

（小学生８時間未満、中学

生６時間未満）

８歳児調査 以下 以下 ◎ 年度 アンケート調査

歳児調査 以下 以下 ◎ 年度 アンケート調査

休養がとれている者の割合（成人調査） 以上 以上 × 年度 アンケート調査

精神的健康状態が高い者の割合（成人調査） 以上 以上 × 年度 アンケート調査

社会的つながりがある者の割合（成人調査） 以上 以上 〇 年度 アンケート調査

フレイル（社会参加）兆候ありの者の割合

（成人調査）
以下 以下 × 年度 アンケート調査

睡眠習慣リスクなしの割合 以上 以上 △ 年度 国保データベース

※基準値：８歳児、 歳児のみ令和２年度値

④飲酒・喫煙等

指 標
基準値
（ 元）

目標値 目標値 中間
実績

達成
状況

実績
把握年

出典等

毎日飲酒している者の割

合

特 定 健 康 診

査
以下 以下 △ 年度 特定健康診査

成人調査 以下 以下 △ 年度 アンケート調査

飲酒習慣リスクなしの割合 以上 以上 × 年度 国保データベース

喫煙している者の割合（成人調査） 以下 以下 〇 年度 アンケート調査

喫煙習慣リスクなしの割合 以上 以上 × 年度 国保データベース

※基準値：特定健康診査は平成 年度値
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②運動・身体活動

指 標
基準値
（ 元）

目標値 目標値 中間
実績

達成
状況

実績
把握年

出典等

週３日以上運動習慣のあ

る者の割合

８歳児調査 以上 以上 － － － （調査なし）

歳児調査 以上 以上 × 年度 アンケート調査

成人調査 以上 以上 〇 年度 アンケート調査

フレイル（運動）兆候ありの者の割合（成

人調査）
以下 以下 △ 年度 アンケート調査

運動習慣リスクなしの割合 以上 以上 × 年度 国保データベース

※基準値：８歳児、 歳児のみ令和２年度値

③休養、交流、こころの健康

指 標
基準値
（ 元）

目標値 目標値 中間
実績

達成
状況

実績
把握年

出典等

睡眠を規則的にとっている者の割合（成人

調査）
以上 以上 × 年度 アンケート調査

就寝時間が 時以降の子どもの割合（３歳

児調査）
以下 以下 △ 年度 アンケート調査

睡眠時間が不足している

子どもの割合

（小学生８時間未満、中学

生６時間未満）

８歳児調査 以下 以下 ◎ 年度 アンケート調査

歳児調査 以下 以下 ◎ 年度 アンケート調査

休養がとれている者の割合（成人調査） 以上 以上 × 年度 アンケート調査

精神的健康状態が高い者の割合（成人調査） 以上 以上 × 年度 アンケート調査

社会的つながりがある者の割合（成人調査） 以上 以上 〇 年度 アンケート調査

フレイル（社会参加）兆候ありの者の割合

（成人調査）
以下 以下 × 年度 アンケート調査

睡眠習慣リスクなしの割合 以上 以上 △ 年度 国保データベース

※基準値：８歳児、 歳児のみ令和２年度値

④飲酒・喫煙等

指 標
基準値
（ 元）

目標値 目標値 中間
実績

達成
状況

実績
把握年

出典等

毎日飲酒している者の割

合

特 定 健 康 診

査
以下 以下 △ 年度 特定健康診査

成人調査 以下 以下 △ 年度 アンケート調査

飲酒習慣リスクなしの割合 以上 以上 × 年度 国保データベース

喫煙している者の割合（成人調査） 以下 以下 〇 年度 アンケート調査

喫煙習慣リスクなしの割合 以上 以上 × 年度 国保データベース

※基準値：特定健康診査は平成 年度値
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⑤疾病、介護予防

指 標
基準値
（ 元）

目標値 目標値 中間
実績

達成
状況

実績
把握年

出典等

特定健康診査の受診率（特定健康診査） 以上 以上 × 年度 特定健康診査

がん検診受診率（地域保

健・健康増進事業報告）

胃がん検診 ％増 ％以上 × 年度
地域保健・健康

増進事業報告

肺がん検診 ％増 ％以上 × 年度
地域保健・健康

増進事業報告

大腸がん検診 ％増 ％以上 × 年度
地域保健・健康

増進事業報告

子宮頸がん検診 ％増 ％以上 △ 年度
地域保健・健康

増進事業報告

乳がん検診 ％増 ％以上 △ 年度
地域保健・健康

増進事業報告

内臓脂肪症候群及び内臓脂肪症候群予備群

の者の割合（特定健康診査）
以下 以下 × 年度 特定健康診査

脂質異常で受診勧奨値に達している者の割

合（特定健康診査）
以下 以下 〇 年度 特定健康診査

血圧が高く受診勧奨値に達している者の割

合（特定健康診査）
以下 以下 ◎ 年度 特定健康診査

肥満（ 以上）の者の割合（成人調査） 以下 以下 △ 年度 アンケート調査

※基準値：特定健康診査、地域保健・健康増進事業報告は平成 年度値

⑥歯・口腔の健康

指 標
基準値
（ 元）

目標値 目標値 中間
実績

達成
状況

実績
把握年

出典等

１年間に歯科検診等を受診した者の割合

（成人調査）
以上 以上 ◎ 年度 アンケート調査

自分の歯が２０本以上あ

る者の割合（成人調査）

～ 歳 以上 以上 ◎ 年度 アンケート調査

歳以上 以上 以上 × 年度 アンケート調査

むし歯がある者の割合

３歳児調査 以下 以下 × 年度 アンケート調査

８歳児調査 以下 以下 × 年度 アンケート調査

歳児調査 以下 以下 ◎ 年度 アンケート調査

※基準値：８歳児、 歳児のみ令和２年度値

⑦健康づくりの基盤

指 標
基準値
（ 元）

目標値 目標値 中間
実績

達成
状況

実績
把握年

出典等

健康に関する情報を広報紙等で町から得て

いる者の割合（成人調査）
以上 以上 △ 年度 アンケート調査

自身の健康づくりに関心がある者の割合

（成人調査）
以上 以上 × 年度 アンケート調査

資料編

計画の数値目標の進捗

４  ライフステージ別・分野別行政施策の実施状況

計画していたとおりに行政施策が実施できたかを次の基準により評価・自己採点した。

＜実施評価の基準＞

評価基準 評価点

計画通りに実施できた

ほとんど計画通りに実施できた

ある程度計画通りに実施できた

計画通りにはあまり実施できなかった

計画通りにはほとんど実施できなかった

実施できなかった

ライフステージ

分野

施

策

数

計
画
通
り
に
実
施
で
き
た

（
５
点
）

ほ
と
ん
ど
計
画
通
り
に
実
施

で
き
た
（
４
点
）

あ
る
程
度
計
画
通
り
に
実
施

で
き
た
（
３
点
）

計
画
通
り
に
は
あ
ま
り
実
施

で
き
な
か
っ
た
（
２
点
）

計
画
通
り
に
は
ほ
と
ん
ど
実

施
で
き
な
か
っ
た
（
１
点
）

実
施
で
き
な
か
っ
た
（
０
点
）

平

均

値

妊娠・乳幼児期（０～５歳）

栄養・食生活

運動・身体活動

休養、交流、こころの健康

飲酒・喫煙等

疾病、介護予防

歯・口腔の健康

健康づくりの基盤

児童・生徒期（６～１８歳）

栄養・食生活

運動・身体活動

休養、交流、こころの健康

飲酒・喫煙等

疾病、介護予防

歯・口腔の健康

健康づくりの基盤
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４  ライフステージ別・分野別行政施策の実施状況

計画していたとおりに行政施策が実施できたかを次の基準により評価・自己採点した。

＜実施評価の基準＞

評価基準 評価点

計画通りに実施できた

ほとんど計画通りに実施できた

ある程度計画通りに実施できた

計画通りにはあまり実施できなかった

計画通りにはほとんど実施できなかった

実施できなかった

ライフステージ

分野

施

策

数

計
画
通
り
に
実
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で
き
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（
５
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ほ
と
ん
ど
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ど
実
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な
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１
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）

実
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き
な
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っ
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（
０
点
）

平

均

値

妊娠・乳幼児期（０～５歳）

栄養・食生活

運動・身体活動

休養、交流、こころの健康

飲酒・喫煙等

疾病、介護予防

歯・口腔の健康

健康づくりの基盤

児童・生徒期（６～１８歳）

栄養・食生活

運動・身体活動

休養、交流、こころの健康

飲酒・喫煙等

疾病、介護予防

歯・口腔の健康

健康づくりの基盤
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ライフステージ

分野

施

策

数

計
画
通
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実
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５
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ほ
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ん
ど
計
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あ
る
程
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実
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き
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は
あ
ま
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実
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き
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計
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と
ん
ど
実

施
で
き
な
か
っ
た
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１
点
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実
施
で
き
な
か
っ
た
（
０
点
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平

均

値

青年・壮年前期（１９～４４歳）

栄養・食生活

運動・身体活動

休養、交流、こころの健康

飲酒・喫煙等

疾病、介護予防

歯・口腔の健康

健康づくりの基盤

壮年後期（４５～６４歳）

栄養・食生活

運動・身体活動

休養、交流、こころの健康

飲酒・喫煙等

疾病、介護予防

歯・口腔の健康

健康づくりの基盤

高齢期（６５歳～）

栄養・食生活

運動・身体活動

休養、交流、こころの健康

飲酒・喫煙等

疾病、介護予防

歯・口腔の健康

健康づくりの基盤
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【宇治田原町健康づくり推進協議会設置要綱】

昭和 年 月 日

要綱第 号

目的

第 条 この要綱は、宇治田原町健康づくり推進協議会 以下「協議会」という。 の設置に関し、必要な事項

を定めることを目的とする。

設置

第 条 住民の健康づくり対策の推進を図るため、本町に健康づくり推進協議会を設置する。

組織

第 条 協議会は、委員 人以内で組織する。

委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

保健所等の関係行政機関の代表者

町医

教育委員会の代表者

区長会及び各種団体の代表者

前各号に掲げる者のほか、適当と認められる者

委員の任期

第 条 委員の任期は、 年とし、再任を妨げない。

町長は、委員から退職の申出があったとき、又は委員に特別の事由が生じたときは、任期中であっても

当該委員の委嘱を解くことができる。

委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

会長

第 条 協議会に会長を置く。

会長は、委員の互選によって定める。

会長の任期は、委員の任期による。

会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。

会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理す

る。

会議

第 条 協議会は、会長が招集する。

協議会は、会長が議長となり運営する。

協議会は、委員の 分の 以上の出席がなければ開くことができない。

協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

協議会の任務

第 条 協議会は、次に掲げる事項について審議し、及び企画する。

各種健康診査事業に関すること。

健康相談に関すること。

健康教育に関すること。
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保健栄養指導に関すること。

食生活改善等地域の衛生組織の育成に関すること。

前各号に掲げるもののほか、住民の健康づくりに関すること。

庶務

第 条 協議会の庶務は、健康対策課において処理する。

補則

第 条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定め

る。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。
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【宇治田原町健康づくり推進協議会委員名簿】

（順不同／敬称略）

役 職 氏 名 所 属 期 間

重 見 博 子 京都府山城北保健所長 Ｒ６・Ｒ７

有 田 裕

綴喜医師会 宇治田原班長

Ｒ６

山 口 勝 造 Ｒ７

神 田 省 吾 京都府山城歯科医師会 宇治田原町代表 Ｒ６・Ｒ７

田 和 利 夫 荒木区長 Ｒ６・Ｒ７

今 西 泰 子 Ｒ６・Ｒ７

田 村 三津子

宇治田原町食生活改善推進員協議会長

Ｒ６

清 水 千 秋 Ｒ７

会 長 楳 木 健 二 宇治田原町社会福祉協議会長 Ｒ６・Ｒ７

村 上 和 美 Ｒ６・Ｒ７

職務代理 茨 木 章 生 宇治田原町老人クラブ連合会会長 Ｒ６・Ｒ７

奥 村 博 已

宇治田原町 教育長

Ｒ６ ～ 月

南 亮 司
６ 月～

・Ｒ７

石 倉 忠 夫 同志社大学スポーツ健康科学部 教授 Ｒ６・Ｒ７
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【計画の策定経過】

時 期 項 目 内 容

令和６年度

11 月 21 日
宇治田原町健康づくり推進協議会

（令和６年度 第１回）

・健康増進計画概要について

・計画の策定方針及びスケジュールについて

・住民アンケートの内容について

12 月 住民アンケート

対

象

者

成 人

・町内在住の 18 歳以上の住民 1,000 人を対象に実

施

※回収数：457 票（回収率：45.7％）

３歳児
・町内在住の３歳児 44 人の保護者を対象に実施

※回収数：25 票（回収率：56.8％）

８歳児
・町内在住の８歳児 56 人の保護者を対象に実施

※回収数：39 票（回収率：69.6％）

13 歳児
・町内在住の 13 歳児 70 人を対象に実施

※回収数：60 票（回収率：85.7％）

1 月 ～ 2 月 庁内関係各課へ実施状況の調査
・事業や施策の執行状況の確認及び評価

・今後、取り組むべき事業や施策の検討

3月 24 日
宇治田原町健康づくり推進協議会

（令和６年度 第２回）

・住民アンケート調査結果ついて

・庁内調査結果について

令和７年度

7 月 4 日
宇治田原町健康づくり推進協議会

（令和７年度 第１回）

・各委員からの意見について

・中間見直し計画の骨子案について

11 月 28 日
宇治田原町健康づくり推進協議会

（令和７年度 第２回）

・主な視点とキーワードについて

・中間見直し計画素案について

・パブリックコメントの実施について

12 月 ～ 1 月
パブリックコメント（意見募集）

実施

・公共施設の窓口に公表資料を配架、希望者に配布

・町ホームページに公表資料を掲載

2月 20 日

宇治田原町健康づくり推進協議会

（令和７年度 第３回）

・パブリックコメント結果と回答案について

・健やかうじたわら 21 プラン（第２期宇治田原町

健康増進計画）改定計画「最終案」について

同協議会から提言
・健康づくり推進協議会より、改定計画書成案及び

計画推進にあたっての「提言書」を町長に提出
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宇治田原町健康づくり推進協議会からの提言書

令和８年２月２０日

宇治田原町長  勝 谷 聡 一 様

宇治田原町健康づくり推進協議会

会 長   楳 木 健 二

健やかうじたわら２１プラン（第２期宇治田原町健康増進計画）

中間見直しについて（提言）

当協議会は、「第２期宇治田原町健康増進計画」中間見直し（以下、「改定計画」）の策定に向けて、

令和６年 11月 21日を皮切りに、これまで計５回の協議会を開催し、協議を進めてきました。

改定計画の基本方針を定めるにあたり、住民へのアンケート調査（成人・3 歳児・8 歳児・13 歳児）

を実施するとともに、各種統計データや前期計画の進捗状況の検証・評価を行い、本町の健康づくり

と食育推進を取り巻く現状の把握と課題の抽出、改定計画に位置づけるべき取り組みの柱や、ライフ

ステージごとの具体的施策について協議を重ねてまいりました。また、令和７年１２月からは、当協議会

での協議により作成した改定計画素案に対するパブリックコメントを実施し、広く住民の皆さまのご意

見を募集したところです。

このような経過を経て、改定計画（案）の策定に至りましたので、ここに提言いたします。

本改定計画（案）では、国及び京都府、また町の関連計画等との整合性を図りながら、宇治田原町に

おける健康増進並びに食育推進全体の基本方針を定め、方針の具体化に向けた多くの取り組みを明

らかにしています。

また、前期計画から引き続き掲げる基本方針“みんなで創ろう！～笑顔あふれる 元気・健康・宇治

田原～”の実現に向け、個人の特性をより重視しつつ生涯切れ目のない健康づくりを進める、ライフ

コースアプローチに寄り添う視点を取り入れるとともに、健康づくり、食育それぞれに新たに掲げた３つ

のキーワードを軸としています。

これら取り組みの推進にあたっては、本改定計画に掲げられた下記の「取り組みの柱」に基づき、健

康増進・食育推進の一層の充実が図られることを期待します。

記

１ 各種健(検)診の受診率向上

中間見直しにあたり実施したパブリックコメントでは、受診率向上に向けた貴重なご意見をいただい

たところである。

ご意見を受け改定計画に取り入れた、公共交通担当部署との連携をはじめ、本柱に掲げる「①申し

込みのハードルを下げること」「②健(検)診を受けやすい体制・環境づくり」「③新規受診者の掘り起こ

し」を重視し、受診率の向上につながるさらなる取り組みを進められたい。
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２ 生活習慣病予防の推進 

前期計画期間から実施している、生活習慣病のリスクとなる疾病予防のための有酸素・無酸素運動

の習慣の定着に向けたポピュレーションアプローチの各種教室等のうち、参加者数や満足度が良好で、

自主的な健康づくりのきっかけとして効果が認められる事業については、改定計画期間においても引

き続き「参加のしやすさ」「周知の工夫」「事業内容」に係るブラッシュアップに努められたい。 

また、国民健康保険被保険者への特定健康診査・特定保健指導、その他疾病別・検査値別のハイリ

スク者へのアプローチについては、「町国民健康保険第４期特定健康診査等実施計画」に定める目標

値達成に向け取り組みを進められたい。 

 

３ 全ての世代での元気な身体づくりの推進 

前期計画期間では、住民一人ひとりのヘルスリテラシー向上のため、すべてのライフステージに向け

た健康づくりの情報発信・提供、計測等を行う参加型イベント「うじたわら健活フェスタ」の開始や、成・

壮年層をメインターゲットにした各種教室、高齢者の保健事業と介護予防に一体的に対応する事業な

どに取り組まれたところである。引き続き、人と人とのつながりを活かし、住民どうし、また住民と職員と

の顔が見える関係の中で、医療専門職による健康的な身体づくりへの正しい知識の周知と、そのきっ

かけづくりに積極的に取り組まれたい。 

 

４ 全世代の食への関心の向上 

本改定計画から、分野別の取り組み「栄養・食生活」を、食育推進計画として位置づけ、食育推進の

ための取り組みをより一層推進することとされている。本町では、食を通じた地域の健康づくりをめざ

し、地域に根差したボランティア活動を行う「食生活改善推進員協議会」の活動のほか、保育所、学校

教育を通じた食育の取り組みという大きな強みを有している。これら強みを生かし、全世代の住民が

食に関心を持ち、自然の食の恵みに感謝し、心と体を育むことができるよう、医療専門職による働きか

けの機会の創出に取り組まれたい。 

 

５ 喫煙の健康被害や適切な飲酒の意識啓発の推進 

本改定計画を策定するために実施したアンケート及び健(検)診、統計データの定量的な情報から分

析すると、特に子育て世代の保護者への禁煙対策、その家族への受動喫煙対策が重要であることが

明らかにされた。喫煙・飲酒等への意識啓発については、健(検)診、保健指導等の個別アプローチの

機会のほか、企業や団体等との連携によるポピュレーションアプローチが有用であると考えられるため、

今後も継続して取り組まれたい。 

 

 

結びに、改定計画に基づく健康・食育それぞれの施策については、担当課、庁内関係課、そして当協

議会による着実な進行管理のもと、推進されることを要望いたします。 
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宇治田原町健康づくり推進協議会からの提言書

令和８年２月２０日

宇治田原町長  勝 谷 聡 一 様

宇治田原町健康づくり推進協議会

会 長   楳 木 健 二

健やかうじたわら２１プラン（第２期宇治田原町健康増進計画）

中間見直しについて（提言）
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これら取り組みの推進にあたっては、本改定計画に掲げられた下記の「取り組みの柱」に基づき、健

康増進・食育推進の一層の充実が図られることを期待します。

記

１ 各種健(検)診の受診率向上

中間見直しにあたり実施したパブリックコメントでは、受診率向上に向けた貴重なご意見をいただい

たところである。

ご意見を受け改定計画に取り入れた、公共交通担当部署との連携をはじめ、本柱に掲げる「①申し

込みのハードルを下げること」「②健(検)診を受けやすい体制・環境づくり」「③新規受診者の掘り起こ

し」を重視し、受診率の向上につながるさらなる取り組みを進められたい。
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【用語解説】

用 語 用語の説明 初 出

【あ行】

悪性新生物

組織細胞が何らかの原因で変異して増殖を続け、他の組織との

境界に侵食（浸潤）しながら、身体の正常な組織を破壊する悪性

腫瘍のことで、一般には「がん」とも呼ばれる。

Ｐ１０

イレブンチェック

栄養・運動・口腔・社会参加の４つの項目に関する１１個の質問に

ついて、「はい」か「いいえ」で回答することにより、フレイルの兆候

の有無を判断するもの。

Ｐ１１

インセンティブ
意欲の向上や目標達成といった内的意欲を引き出すために、外

的に与える動機付けや刺激のこと。
Ｐ１６

インターバルウォーキング

「さっさか歩きもしくは速歩き」と「ゆっくり歩き」を数分間ずつ交

互に繰り返すことで、筋力や持久力が向上し、通常のウォーキン

グよりも高い運動効果が得られる。

Ｐ１６

ＳＮＳ
Ｓocial Ｎetworking Ｓerviceの略称。登録された利用者同

士が交流できるWebサイトの会員制サービスのこと。
Ｐ１０

オーラルフレイル
噛んだり、飲み込んだり、話したりするための口腔機能が衰えるこ

と。
Ｐ２７

【か行】

感染症

細菌、ウイルス、真菌、寄生虫などの病原体（＝病気を引き起こす

微生物）が体内に侵入し増えることで、体に異常（症状）が生じる

状態のこと。

Ｐ３6

狭心症

心臓に酸素や栄養を送っている血管（冠動脈）が、動脈硬化など

によって狭くなることで、血液の流れが悪くなった状態。心臓の筋

肉（心筋）に供給される酸素が不足するため、胸部に一時的な痛

みや圧迫感が起きる。

Ｐ１０

血糖

血液中に含まれるブドウ糖のこと。血糖（値）が高い状態が続く

と、糖尿病等生活習慣病の原因になる。遺伝のほか、肥満や過

食、運動不足、ストレス等、健康的ではない生活習慣の積み重ね

が影響するものである。

Ｐ３6

健康格差
地域や社会経済状況の違いによる集団間の健康状態の差のこ

と。
Ｐ１

健康寿命 日常生活が健康上の問題に制限されることなく生活できる期間。 Ｐ４

後期高齢者医療制度
７５歳以上（一定の障がいのある方は６５歳以上）の方を対象にす

る医療制度
Ｐ４0

国保データベース

（ＫＤＢ）システム

国民健康保険中央会が開発した、健診・保健指導、医療、介護の

各種データを利活用して統計情報や個人の健康に関するデータ

を作成・分析するシステム。

Ｐ１１
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用 語 用語の説明 初 出 

国民健康保険（国保） 

自営業やパート、アルバイト、又は無職の方などで職場の健康保

険に加入していない方などを対象とした、納められた保険料（税）

により、医療費の負担を支え合う日本の皆保険制度の根幹をな

す相互扶助の公的健康保険制度。 

Ｐ3 

【さ行】 

サルコペニア 

高齢になるに伴い筋肉量が低下し、筋力や身体能力が低下した

状態。そのため、運動・身体機能に障がいが生じたり、転倒・骨折

の危険性が増大し、自立した生活を困難にする原因となることが

ある。 

Ｐ13 

脂質異常（症） 

血液中に含まれるコレステロールや中性脂肪などの脂質が、一定

の基準よりも多い状態のこと。動脈硬化を起こしやすくなり、心筋

梗塞や脳卒中などのリスクが高くなる。 

Ｐ１０ 

ＳＩＤＳ 

（乳幼児突然死症候群） 

Sudden Infant Death Syndromeの略称。何の予兆や既往

歴もないまま乳幼児が死に至る原因のわからない病気で、窒息

などの事故とは異なる。 

Ｐ77 

受動喫煙 
喫煙者の吐き出す煙（主流煙）や、たばこから直接出る煙（副流

煙）を非喫煙者が吸い込むこと。 
Ｐ１１ 

食育 

生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべ

きもの。また、様々な経験を通じて「食」に関する知識と、「食」を選

択する力を習得し、健全な食生活を実践することにより、豊かな

人間性を育てること。 

Ｐ１ 

心疾患 

心疾患とは、心臓に起こる病気の総称で、何らかの原因によって

心臓に異常が起こり、血液循環がうまくいかないことで発症する。

主なものとしては、虚血性心疾患・不整脈・心臓弁膜症・心不全な

どがある。 

Ｐ１０ 

スクリーンタイム 
テレビやＤＶＤの視聴、テレビゲーム、スマートフォンの利用など、

スクリーンの前で過ごす時間のこと。 
Ｐ１５ 

生活習慣病 

食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等における健康的でない生

活習慣が、その発症・進行に関与する病気（がん、脳血管疾患、

心疾患、糖尿病、高血圧性疾患など）のこと。 

Ｐ１０ 

【た行】 

地産地消 

地域で生産された食材をその地域内で消費すること。食料自給

率の向上とともに、伝統的食文化の継承や地域活性化にもつな

がる。 

Ｐ5 

特定健康診査 

日本人の死亡原因の多くを占める生活習慣病の予防のために、

宇治田原町国民健康保険に加入する40歳から74歳までの方を

対象に、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の早期発見

と進行・発症の予防を主な目的とした健康診査のこと。 

Ｐ1０ 
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心臓に酸素や栄養を送っている血管（冠動脈）が、動脈硬化など

によって狭くなることで、血液の流れが悪くなった状態。心臓の筋
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Ｐ１１
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Ｐ3 
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Ｐ13 
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Ｐ１０ 

ＳＩＤＳ 
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Ｐ77 
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Ｐ１１ 

食育 
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Ｐ１ 
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Ｐ１０ 
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Ｐ１５ 
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Ｐ１０ 

【た行】 
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Ｐ5 
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Ｐ1０ 
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用 語 用語の説明 初 出 

特定保健指導 

特定健康診査の結果、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習

慣の改善による生活習慣病の予防効果が期待できる方に対し

て、専門スタッフ（保健師、看護師、管理栄養士など）が生活習慣

を見直すサポートをするもの。 

Ｐ1６ 

【な行】 

内臓脂肪症候群 

運動不足・食べすぎなどの積み重ね等による内臓脂肪型肥満を

きっかっけに、脂質異常、高血糖、高血圧となる状態。メタボリック

シンドロームとも呼ばれる。 

Ｐ３7 

脳血管疾患 

脳の血管のトラブルによって、脳細胞が破壊される病気の総称。

出血性脳血管疾患と虚血性脳血管疾患の2つのタイプがあり、こ

れらは「脳卒中」とも呼ばれる。 

Ｐ１０ 

脳梗塞 

脳内の血管が細くなったり、血栓ができて血管が詰まることで、脳

の神経細胞が壊死し、麻痺や感覚障がいを発症する病気。死に

至る場合もある。 

Ｐ１０ 

ノルディックウォーキング 

２本の専用ポールを使用して、上半身を効率的に動かしながら

ウォーキングすることで、運動効果をより増強する有酸素運動の

一種。 

Ｐ１６ 

【は行】 

ハイリスクアプローチ 
健（検）診等により、疾患の発症リスクが把握された人に対して働

きかけ、疾病を予防する方法のこと。 
Ｐ３8 

ＢＭＩ 
Body Mass Indexの略称。[体重（kg）]÷[身長（m）の２乗]で

算出される値で、肥満や低体重（やせ）の判定に用いられる。 
Ｐ３7 

ＰＤＣＡサイクル 

Plan（計画）・Do（実行）・Check（評価）・Action（改善）を繰り

返すことによって、生産管理や品質管理などの管理業務を継続的

に改善していく手法のこと。 

Ｐ59 

被用者保険 会社員等の被雇用者が加入する健康保険。 Ｐ40 

ファミリー・サポート事業 
子育ての援助を受けたい人と子育てを援助したい人が会員とな

り、お互いに育児の助けあいを行う事業のこと。 
Ｐ２０ 

フレイル 

日本老年医学会が平成26年に提唱した概念で、健康な状態と要

介護状態の中間に位置し、身体的機能や認知機能の低下がみら

れる状態のことを示す。この予防は「栄養（歯・口腔）」「運動」「社

会参加」の3つが柱となる。 

Ｐ１１ 

ヘルスリテラシー 
健康や医療に関する正しい情報を入手し、理解したうえで、自分

自身に必要な情報を選択し、活用する能力のこと。 
Ｐ５ 

ポピュレーションアプローチ 

対象を限定せず、集団全体に健康づくりの情報やサービスを提

供するなどの働きかけを行うことにより、集団全体の健康リスクを

低い方へ誘導する方法のこと。 

Ｐ１０ 
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用 語 用語の説明 初 出 

【ま行】 

マタニティーブルー 
妊娠中や出産後の女性に起きる、漠然と悲しい気持ちになる、涙

が出る、不安で眠れないといった情緒不安の総称。 
Ｐ２０ 

慢性閉塞性肺疾患 

（ＣＯＰＤ） 

気管支が炎症を起こしたり、肺胞が破壊されて肺機能が低下する

慢性的な呼吸器疾患。悪化すると、せき・たん・息切れ等の症状

が強くなり、生活に支障を来たす。喫煙が主な原因となる。 

Ｐ１３ 

【や・ら・わ行】 

要介護 
介護が必要なこと。要介護の度合いを示したものを要介護度と言

い、自立、要支援１・２、要介護１・２・３・４・５で分けられる。 
Ｐ４ 

ライフコース 人生の全体的な流れや経過のこと。 Ｐ１ 

ライフコースアプローチ 

現在の健康状態が、これまでの生活習慣や社会環境などに影響

を受けていることや、また、次世代の健康にも影響を及ぼすことを

認識し、人の胎児期から高齢期に至るまでの生涯を経時的に一

本の線として捉えた健康づくりのこと。 

Ｐ１ 

ライフステージ 

人の一生を発達段階に応じて分けた場合のそれぞれの期間（段

階）のこと。幼年期・少年期・青年期・壮年期・老年期等に分けら

れる。 

Ｐ5 

ロコモティブシンドローム 運動器の障がいのために移動機能の低下をきたした状態。 Ｐ1３ 

ワーク・ライフ・バランス 

「仕事と生活の調和」の意味で、老若男女の誰もが仕事、家庭生

活、地域生活、個人の自己啓発等さまざまな活動について、自ら

希望するバランスで展開できる状態のこと。 

Ｐ１９ 
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【主なお問い合わせ先】

※令和８年 3月時点

◎ 健康づくりに関すること(全般)

町健康対策課 TEL 88-6610 ・ FAX 88-3231

◎ 食育に関すること(全般)

町子育て支援課 TEL 88-6636 ・ FAX 88-3231

【ライフステージ別】

◎ 妊娠・乳幼児期(子育て)に関すること

町子育て支援課 TEL 88-6636 ・ FAX 88-3231

町地域子育て支援センター TEL 88-6622 ・ FAX 88-6646

町立保育所あゆみのその TEL 88-6611 ・ FAX 88-3104

町こども家庭センター TEL 88-6651 ・ FAX 88-6646

◎ 児童・生徒期(教育)に関すること

町教育委員会 TEL 88-6612 ・ FAX 88-3780

◎ 青年・壮年前期～壮年後期(国民健康保険・特定健康診査)に関すること

町健康対策課 TEL 88-6610 ・ FAX 88-3231

◎ 高齢期(介護予防)に関すること

町地域包括支援センター(福祉課内) TEL 88-3719 ・ FAX 88-3231

【分野別】

◎ こころの健康に関すること

京都府精神保健福祉総合センター TEL 075-641-1810 ・ FAX 641-1819

◎ 地域のつながりに関すること

町民生児童委員協議会(福祉課内) TEL 88-6635 ・ FAX 88-3231

町社会福祉協議会 TEL 88-3294 ・ FAX 88-4094

【その他機関】

京都府山城北保健所 TEL 21-2191 ・ FAX 24-6215

京都府山城北保健所綴喜分室 TEL 63-5745 ・ FAX 62-6416

注） 原則、受付時間は月～金曜日 8:30～17:15です。(土日・祝日、年末年始を除く)
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健やかうじたわら２１プラン（第２期宇治田原町健康増進計画） 

中間見直し 

令和８(2026)年 3月 

発行 宇治田原町 健康対策課 

 〒610-0289 京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口 18-1 

TEL 88-6610 FAX 88-3231 
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